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第１章 総 則 
 

第１節 策定方針 

第１ 防災計画の目的 

鯖江市地域防災計画は、市民の生命と財産を災害から守るため災害対策基本法（昭和 36年法律

第 223 号（以下、「災対法」という。）第 42 条の規定に基づき、鯖江市の地域に係る災害対策につ

いて、災害予防、災害応急対策および災害復旧・復興に関する事項を定め、市、県、指定地方行

政機関、指定公共機関等が防災活動を総合的・計画的に実施することにより防災の万全を期する

とともに社会秩序の維持および公共の福祉に資することを目的とする。 

第２ 防災計画の基本 

１ 地域防災計画の概要 

鯖江市地域防災計画は本編、震災対策編および原子力災害対策編からなる。 

 

[地域防災計画の関係図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の構成 

この計画は、地域内において過去に発生した災害の状況およびこれに要した諸対策を基礎資料

とし、次の事項について定めたものである。 

(1) 総則 

市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関、その他防

災上重要な施設の管理者の処理すべき事務または業務の大綱 

(2) 災害予防計画 

災害発生未然防止と被害の軽減を図るための処置、防災訓練および一般住民への防災知識普

及についての計画 

(3) 災害応急対策計画 

災害が発生、または発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎょし、または災害の拡大

を防止するための処置についての計画 

(4) 災害復旧・復興計画 

災害の復旧にあたっての各種援護措置および公共施設復旧の計画 

鯖 江 市 地 域 防 災 計 画 

本 編 

原 子 力 災 害 対 策 編 

 

震 災 対 策 編 
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第３ 防災計画の周知徹底 

この計画は、防災関係機関に対して周知徹底するとともに、必要と認められるものについては

市民に対して周知を図る。 

また、各防災関係機関はこの計画の趣旨に則り、防災に対する教育訓練等を実施し、この計画

の習熟に努め、万全を図る。 

第４ 計画の効果的な推進 

１ 減災の考え方に基づいた展開 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速

な回復を図る「減災」の考え方に基づき、災害による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心

を確保するためには、行政による公助はもとより、住民の自覚に根ざした自助、地域コミュニテ

ィ等による共助が必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等の様々な主体が連携して日常的

に減災のための行動を行う市民運動の展開に努める。 

２ 要配慮者の視点に配慮した防災体制の確立 

市は、男女双方や、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮

者」という。）の視点に配慮した防災を進めるため、防災の現場における要配慮者の視点に配慮し

た防災体制の確立に努める。 

第５ 計画の修正 

この計画は、災対法第 42条に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正す

る。各防災関係機関は、当該事項について修正が必要な場合は、鯖江市防災会議に提出する。  
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第２節 防災関係機関の事務または業務の大綱 

市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関等が処理すべき事務または業務は、概ね次

のとおりとする。 

第１ 鯖江市 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

１ 鯖 江 市 １ 鯖江市防災会議に関する事務 

２ 防災に関する施設、組織の整備 

３ 防災上必要な教育および訓練 

４ 防災思想の普及 

５ 災害に関する被害の調査、報告と情報の収集 

６ 災害の予防と拡大防止 

７ 救難、救助、防疫等被害者の救護 

８ 災害応急対策および災害復旧資材の確保 

９ 災害対策要員の動員、借上 

10 災害時における交通、輸送の確保 

11 災害時における文教対策 

12 被災施設の復旧 

13 被災市営施設の応急対策 

14 管内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

15 義援金、義援物資の受入れおよび配分 

２ 鯖江・丹生消防組合 

消防本部 

（消防署・消防団） 

１ 災害の予防、警戒、鎮圧および住民の生命、身体および財産

の保護 

２ 風水火災、地震等の災害による被害の軽減 

３ 鯖江広域衛生施設組合 １ 災害時におけるごみおよびし尿等の処理 
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第２ 福井県 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

１ 福 井 県 １ 福井県防災会議に関する事務 

２ 防災に関する施設、組織の整備 

３ 防災上必要な教育および訓練 

４ 防災思想の普及 

５ 災害に関する被害の調査報告と情報の収集 

６ 災害の予防と拡大防止 

７ 救難、救助、防疫等被災者の救護 

８ 災害応急対策および災害復旧資材の確保と物価の安定 

９ 災害時における交通、輸送の確保 

10 災害時における文教対策 

11 災害時における公安警備 

12 被災産業に対する融資等の対策 

13 被災施設の復旧 

14 被災県営施設の応急対策 

15 災害に関する行政機関、公共機関、市町相互間の連絡調整 

16 市町が処理する事務、業務の指導、指示、斡旋 

17 義援金、義援物資の受入れおよび配分 

２ 丹南健康福祉センター １ 災害時における防疫、救護等の実施 

２ 災害時における公衆衛生の向上、増進 

３ 丹南土木事務所 

   鯖江・丹生土木部 

１ 道路、河川、砂防および防災施設の維持管理 

２ 被災施設の復旧 

４ 鯖江警察署 １ 災害情報収集 

２ 周辺住民および一時滞在者への情報伝達 

３ 避難誘導 

４ 避難路、緊急交通路の確保等交通規制 

５ 救出救助 

６ 緊急輸送の支援 

７ 行方不明者の捜索 

８ 検視および身元確認 

９ 犯罪の予防および社会秩序の維持 

10 広報活動 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

５ 丹南農林総合事務所 １ 農地、農業施設の防災指導 

２ 農地、農業施設の災害応急対策の指導 

３ 農作物の災害応急対策の指導 

４ 治山、林道整備 

５ 林産物の防災指導 

６ 広野・桝谷ダム 

統合管理事務所 

１ 洪水調節 

２ 放流に関する通報 

７ 福井県税事務所 １ 災害時における県税の特別処置 
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第３ 指定地方行政機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

１ 中部管区警察局 

（福井県情報通信部） 

１ 管区内各県警察の指導・調整 

２ 他管区警察局との連携 

３ 関係機関との協力 

４ 情報の収集および連絡 

５ 警察通信の運用 

２ 北陸財務局 

（福井財務事務所） 

１ 公共土木施設等の災害復旧事業費査定の立会 

２ 地方公共団体に対する災害復旧事業債および地方短期資金

（災害つなぎ資金）の貸付 

３ 災害時における金融機関の緊急措置の指示 

４ 災害応急措置の用に供する国有地の無償貸付 

５ 避難場所等として利用可能な国有財産 

（未利用地、庁舎、宿舎）の情報収集および情報提供 

３ 北陸農政局 

（福井県拠点） 

１ 国営農業用施設等の整備と防災管理 

２ 国営農業用施設の災害復旧 

３ 農地および施設の災害対策に関する県および国との連絡 

調整 

４ 農地および農業施設の緊急査定 

５ 災害時における米穀および応急食料等の確保と引渡に 

関する県および本省との連絡調整 

４ 近畿中国森林管理局 

（福井森林管理署） 

１ 国有保安林、治山施設等の整備 

２ 国有林における予防治山施設による災害予防 

３ 国有林における荒廃地の復旧 

４ 災害対策用復旧用材の供給 

５ 林野火災の予防 

５ 中部運輸局 

（福井運輸支局） 

１ 災害時における自動車運送事業者に対する運送協力要請 

２ 災害時における自動車の調達および被災者、災害必需物資

などの運送調整 

３ 災害による不通区間におけるう回輸送、代替運送等の指導 

４ 所轄する交通施設および設備の整備についての指導 

５ 災害時における所管事業に関する情報の収集および伝達 

６ 特に必要があると認める場合の輸送命令 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

６ 東京管区気象台 

（福井地方気象台） 

１ 気象、地象、水象の観測およびその成果の収集、発表を行う。  

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地

震動に限る）、水象の予報および警報･注意報、台風、大雨お

よび竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝

達し、これらの機関や報道機関を通じて住民に周知できるよ

う努める。 

３ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、市

または県に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜

行う。 

４ 市または県、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情

報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に努める。 

７ 北陸総合通信局 １ 電波の監理および有線電気通信の確保 

２ 災害時における非常通信の確保 

８ 福井労働局 

（武生労働基準監督署） 

１ 事業場における災害防止の監督指導 

２ 事業場における発生災害の原因調査と事故対策の指導 

９ 福井労働局 

（武生公共職業安定所） 

１ 災害時における一般労働者の供給 

10 近畿地方整備局 

（福井河川国道事務所） 

１ 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

２ 直轄公共土木施設の災害の発生防ぎょと拡大防止 

３ 国管理河川の洪水予報、水防警報等の発表、伝達と水害応

急対策 

４ 直轄公共土木施設の災害復旧 

５ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等による緊急を要する

と認められる場合の災害緊急対応の実施 

 

第４ 自衛隊 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

自 衛 隊 １ 災害時における人命、財産の保護のための部隊の派遣 
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第５ 指定公共機関および指定地方公共機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

１ 電気通信関係機関 

・ＮＴＴ西日本 (株) 

（福井支店） 

・(株)ＮＴＴドコモ 

・ＫＤＤＩ（株） 

・ソフトバンク（株） 

・楽天モバイル（株） 

１ 電気通信施設の整備および防災管理 

２ 災害時における優先通信の確保 

３ 被災通信施設の復旧 

２ 日本赤十字社 

（福井県支部） 

１ 災害時における被災者の医療救護 

２ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

３ 義援金の受付 

４ 支部備蓄の救援物資の配分 

５ 災害時の血液製剤の供給 

３ 北陸電力(株) 

北陸電力送配電(株) 

１ 施設の整備と防災管理 

２ 災害時における電力供給の確保 

３ 災害対策の実施と被災施設の復旧 

４ 鉄道軌道機関 

・西日本旅客鉄道(株)金沢支社 

・福井鉄道(株) 

・(株)ハピラインふくい 

１ 施設等の整備および安全輸送の確保 

２ 災害時における輸送の確保 

３ 災害対策用物資、被災者等の緊急輸送 

４ 被災施設の復旧 

５ 日本通運(株) 

(北陸支店福井物流課) 

１ 安全輸送の確保 

２ 災害対策用物資等の輸送 

３ 転落車両の救出等 

６ 中日本高速道路(株) 

金沢支社 

（福井保全・サービスセンター） 

１ 道路および防災施設の維持管理 

２ 被害施設の復旧 

３ 交通安全の確保 

７ 日本郵便(株)北陸支社 

（鯖江郵便局） 

１ 災害時における郵便業務の確保 

２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱いおよび

援護対策 

３ 災害時における郵便局の窓口業務の維持 

８ 日本銀行 

（福井事務所） 

１ 災害時における現地金融機関の指導 

２ 災害時における金融機関による金融上の措置の実施 

３ 災害時における損傷通貨の引き換え 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

９ 土地改良区 １ 土地改良事業によって造成された施設の維持管理 

２ 災害復旧事業、湛水防除事業、各種防災事業の調査およ

び測量設計業務 

10 報道機関 

・日本放送協会（福井放送局） 

・福井放送(株) 

・福井テレビジョン放送(株) 

・福井エフエム放送(株) 

・(株)福井新聞社 

・(株)日刊県民福井 

１ 市民への防災知識の普及および予警報等の迅速な周知 

２ 市民に対する災害応急対策等の周知 

３ 社会事業団等による義援金品の募集、配分等の協力 

11 福井県医師会 １ 災害時における医療救護活動の実施 
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第６ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

１ 福井県農業協同組合 １ 市が行う被害状況調査および応急対策の協力 

２ 農作物の災害応急対策の指導 

３ 被災農家に対する融資、斡旋 

４ 農業生産資材および農家生活資材の確保、斡旋 

５ 農作物の需給調整 

２ 南越森林組合 １ 市が行う被害状況調査その他応急対策の協力 

２ 被災組合員に対する融資またはその斡旋 

３ 鯖江商工会議所 １ 商工業者に対する融資斡旋実施 

２ 災害時における中央資金源の導入 

３ 物価安定についての協力 

４ 救助用物資、復旧資材の確保、協力、斡旋 

４ 医療機関 １ 避難施設の整備と避難訓練の実施 

２ 災害時における病人等の収容および保護 

３ 災害時における負傷者等の医療、助産救助 

５ 社会福祉施設 １ 避難施設の整備と避難訓練の実施 

２ 災害時における収容者の保護 

３ 指定福祉避難所指定への協力 

６ 鯖江市社会福祉協議会 １ 要配慮者の収容 

２ 災害ボランティアセンターの運営 

３ 義援金の受付 

７ こしの都ネットワーク(株) １ 市民への防災知識の普及および予警報等の迅速な周知 

２ 市民に対する災害応急対策等の周知 

３ 社会事業団等による義援金品の募集、配分等の協力 

８ 福井県国際交流協会 １ 外国人の対応 

２ 多言語支援センターの設置 

９ 金融機関 １ 被災事業者等に対する資金の融資 

10 公共的輸送機関 

  ・福井県トラック協会丹南支部 

１ 安全輸送の確保 

２ 災害対策用物資等の輸送 

11 危険物関係施設の管理者 １ 危険物施設の防護施設の設置 

２ 安全管理の徹底 

12 保育園、幼稚園、 

小学校、中学校、高校 

１ 避難施設の整備および避難訓練の実施 

２ 被災時における応急教育対策計画の確立と実施 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

13 自主防災組織 １ 町内における防災啓蒙活動の実施 

２ 自主防災組織等の充実・強化と訓練の実施 

３ 災害時における避難誘導と市の応急対策等の協力 

４ 救難、救助等被災者の救護 

 

第７ 防災関係機関の協力事項 

１ 各関係機関は、次の事項について相互に通報、連絡または報告するよう努める。 

(1) 気象に関する情報 

(2) 災害に関する情報 

(3) 住民からの通報のうち防災に関するもの 

(4) 住民への高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

(5) 住民の生命および財産に関する被害状況 

(6) 各機関の職員の出勤状況 

(7) 住民に対する広報活動 

２ 各機関は、防災上特に必要があるときは、次の事項にそれぞれ協力する。 

(1) 職員の派遣 

(2) 車両等資機材の貸与または提供 

(3) 各種資料の提供 

(4) その他必要なもの 

第８ 各機関の連携 

災害対策の実施にあたっては、市、県、国、他の市町、指定地方公共機関および指定公共機関

はそれぞれの機能を果たすべき役割を的確に実施し、相互に密接に連携を図る。 
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第３節 市の概況 

第１ 自然的条件 

本市は、福井県嶺北地方のほぼ中央にあって、北は福井市、南は越前市と隣接している。東西

約 19.2 ㎞、南北約 8.3 ㎞にわたり面積は 84.59km2 である。市のやや西部を日野川が南北に流

れ、東方に河和田川が鞍谷川と合流し、浅水川に流れている。東方は三方が山地に囲まれ盆地状

の平地となっているが、他はほとんど平坦部に属し越前平野の一部をなしている。 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市が市制を施行した昭和 30年の人口は４万人をわずかに超えるものであったが、その後順調

な伸びをみせ、昭和 60年には６万人を突破し、平成 31年にピークを迎えたが、その後若干の減

少傾向に転じ、令和 2 年においては 68,302 人となっている。 

２ 産業人口 

本市産業人口を産業別従業者数構成でみると、令和 2年 10月実施の国勢調査結果において、第

１次産業 1.5％、第２次産業 40.1％、第３次産業 58.3％となっている。 
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第２章 災害予防計画 

 

第１節 水害予防計画 

第１ 計画の方針 

台風、集中豪雨等による被害の防止を図る。 

第２ 治山対策の推進 

地災害防止、水源かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形成等を図るため、環境お

よび景観に配慮しながら保安林の造成、林道側溝、山地渓流の整備、清掃、地すべり危険地域の

防止対策等を促進する。 

第３ 治水対策の推進 

水の流出状況および土砂の水流への流入状況を把握し、環境および景観に配慮しながら円滑な

排水を行うべく市内河川の改修事業、砂防事業を促進する。 

第４ 防災体制の強化 

市および防災関係機関は、水防に関する組織、動員体制、情報連絡体制等の整備充実を図り、

水防体制の万全を期する。 

第５ 河川等の管理強化 

河川、ダム、ため池の管理者は、ダム、堰、水門等その管理する施設の操作にあたっては、下

流地域における異常増水の防止に十分配慮して行う。 

市は、その管理する河川における水位計の適切な維持管理により、水位情報収集体制の確保に

努める。 

第６ 水害危険箇所パトロールの強化 

市は、水害危険箇所の把握に努め、立て札や広報等で住民に注意を促すとともに、毎年出水期

に先立ち、水害危険箇所・河川危険区域のパトロールを強化する。 

第７ 警戒避難体制の整備 

１ 水害リスクの公表 

住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、わか

りやすい水害リスクの開示に努める。 

過去の浸水害実績等も把握することに努めるとともに、国や県が管理する洪水予報河川や中小

河川について、各管理者から必要な情報提供、助言等を受け、予想される水害リスク情報として

住民、滞在者その他の者へ周知する。 

２ 水害に関するタイムラインの作成 

市、県および関係機関などは連携し、複数市町にまたがる河川流域を対象に、それぞれの防災

行動を記載したタイムラインを作成する。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じてタイムラインの見直しを行うとともに、平時

から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 
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３ 洪水予報および水位情報の伝達 

市は、水防法第 14条第 1項の規定による浸水想定区域内の円滑かつ迅速な避難の確保が図られ

るよう住民、地下街、その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設、または社会

福祉施設、病院幼稚園等の要配慮者関連施設に洪水予報および水位情報など必要な情報を伝達す

る。 

４ 発令対象区域の検討 

市は、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生す

るおそれ等があることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定す

るとともに、必要に応じて見直しを行う。 

５ 水害ハザードマップ等の整備 

市は、浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な資料を図面表示など含む形

で取りまとめたハザードマップや風水害発生時の行動マニュアルを作成し、住民等への配布や

講習会を実施する他、地域や住民に対し、防災マップやコミュニティタイムライン、マイタイ

ムラインなどの周知を図る。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退

き避難が必要な区域」として明示することに努める。また、中小河川、ため池および内水によ

る浸水に対応したハザードマップの作成についても、関係機関と連携しつつ作成するよう努め

る。 

６ 普及啓発活動 

市、県および近畿地方整備局福井河川国道事務所は、防災週間等に合わせて、防災知識啓発行

事や防災訓練を行い、防災知識の普及に努める。 

第８ 要配慮者利用施設の所有者または管理者の責務 

浸水想定区域内に位置し、本計画に名称および所在地を記載された要配慮者利用施設の所有者

または管理者は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項等につ

いて定めた避難確保計画を作成または変更し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施す

る。また、作成または変更した計画について市長に報告する。 

第９ 大規模工場等の所有者または管理者の責務 

本計画に名称および所在地を定められた大規模工場等の所有者または管理者は、防災体制に関

する事項、避難誘導に関する事項、防災教育･訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事

項等に関する計画の作成および自衛水防組織の設置に努める。また、作成した浸水防止計画、自

衛水防組織の構成員等について市長に報告し、防災訓練の実施に努める。 

第 10 親水施設利用者の安全確保 

河川、ダム、ため池等の管理者は、親水施設の管理者と連携して、施設の安全性および利用者

の安全確保のため、施設の点検や定期パトロール等の充実を図るとともに、急激な河川等の増水

による水難事故を防止するため、平時から啓発を行い、必要に応じて看板や警報装置等の設置を

行う。 
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第 11 アンダーパスの冠水対策 

１ 通行者への周知 

道路管理者は、アンダーパス（道路や鉄道の下を通る構造物）の前後に比して局部的に急低下

している区間に関する情報について把握するとともに、豪雨時に冠水する可能性がある旨を掲示

板等により周知する。 

２ 情報共有の体制整備 

道路管理者は、アンダーパスの情報について、所轄の警察や消防等の関係機関と情報を共有す

るとともに、連絡体制を整備して、通行止めや救助等の活動に遅れが生じないよう措置する。 
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第２節 土砂災害予防計画 

第１ 計画の方針 

台風、集中豪雨等による土石流・土砂流出、急傾斜地の崩壊、地すべり等による災害の防止を

図る。 

第２ 土砂災害対策 

市は、荒廃した山地、渓流からの集中豪雨等による土砂災害（土石流災害、がけ崩れ災害、地

すべり災害等）から人命、財産を守るため、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業および地すべり対

策事業など国および県事業の促進を図る。 

特に、土砂災害特別警戒区域内に保全人家のある箇所、土砂災害警戒区域内に保全人家の多い

箇所、要配慮者利用施設がある箇所を優先する。 

[土砂災害警戒区域の設定根拠] 

危険地域の名称 説  明 

土石流 

渓流の勾配が 15 度以上であり、１戸以上の人家および官公

庁・学校・病院・要配慮者施設などに危害が生じるおそれが

ある渓流 

地すべり 

空中写真判読や現地調査、災害の記録から地すべりの発生の

おそれがあり、人家公共施設に被害を生じさせる恐れのある

箇所 

急傾斜地の崩壊 

急傾斜地の傾斜度が 30度以上、かつ高さが５ｍ以上の箇所で

急傾斜地の崩壊により危害が生じるおそれのある人家が５戸

以上あるか、５戸未満であっても官公庁・学校・病院・旅館

等に危害が生じるおそれがある箇所 

 

第３ 山地災害対策の要請と周知 

市は、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出が発生する恐れがある区域について、県に対し、森林法に

基づく保安林の指定を要請する。また、市内において「山地災害危険地区」に指定された場合

は、関係する市民に周知する。 

[山地災害危険地区の設定根拠] 

危険地域の名称 説  明 

山腹崩壊危険地区 山腹の崩壊や落石による災害が発生する危険性が高い地区 

地すべり危険地区 地すべりによる災害が発生する危険性が高い地区 

崩壊土砂流出危険地区 
山腹の崩壊や地すべりによって発生した土砂などが土石流となって

流出し、災害が発生する危険性の高い地区 
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第４ 警戒避難体制の整備 

１ 規制区域・土砂災害警戒区域や山地災害危険地区の周知 

市は、地域防災計画に規制区域・土砂災害警戒区域や山地災害危険地区を掲載し、関係住民に

周知を図る。 

２ 情報の収集および伝達体制の整備 

(1) 市および県は、日頃から過去の経験を基にどの程度以上の雨量があれば災害発生の危険性が

あるかを的確に把握し、その資料を整備し、雨量計や警報装置等の整備に努める。 

(2) 市および県は、インターネット等を活用し、土砂災害警戒情報、気象情報、雨量情報等の伝

達体制を整備する。さらに、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を発見した場合

には、その情報を相互に伝達する体制の整備に努める。 

３ 避難指示等の発令基準の設定 

(1) 市は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合に

直ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定する。 

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市をいくつかの地域に分割した上で、土砂

災害の危険度分布等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警

戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう、発令対象区域を具体的に設定するととも

に、必要に応じ見直すよう努める。 

(2) 市、県および福井地方気象台は、土砂災害警戒情報等の防災気象情報が、避難指示等の発令

基準と警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住

民の自発的な避難判断等を促す。 

４ 土砂災害ハザードマップ等の作成 

(1) 市は、土砂災害警戒区域や避難経路、避難場所の所在等の円滑な警戒避難を確保する上で必

要な事項を記載した土砂災害ハザードマップ、風水害発生時の行動マニュアル等をわかりやす

く作成し、住民等に配布する。 

(2) 市は、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域についても、土砂

災害警戒区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講じるよう努める。 

(3) 市は、土砂災害について、危険な場所から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、

実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発に努める。 

(4) 市は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップおよび液状化被害の

危険性も示した液状化ハザードマップを作成・公表するよう努める。 

第５ 要配慮者利用施設の所有者または管理者の責務 

土砂災害警戒区域に位置し、本計画に名称および所在地を記載された要配慮者利用施設の所有

者または管理者は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項等に

ついて定めた避難確保計画を作成または変更し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施す

る。また、同計画について市に報告する。 
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第３節 暴風・竜巻等災害予防計画 

第１ 計画の方針 

暴風・竜巻等によって、建物等の倒壊や破損、飛来物による被害が生じることから、防災関係

機関が、被害の軽減・防止を図る。 

第２ 暴風・竜巻等の防災対策 

１ 市は、暴風・竜巻等により、公共施設や公共施設の備品等が倒壊・飛散しないよう日頃から対

策を講じ、被災した家屋等に使用するビニールシートや土のうなどを備蓄するとともに、各事業

者に対し、建物や付属物、工事現場等の資機材等が倒壊・飛散しないための対策を講じるよう徹

底を図る。 

２ 暴風・竜巻等による人的被害や、建物、立木および標識等の物的被害に備え、速やかに救出救

助やガレキ撤去等の応急対策を実施する体制を整備する。 

第３ 情報の収集・伝達体制の整備 

１ 市は、暴風・竜巻等による災害が発生した場合に、速やかに関係機関と災害情報を共有できる

よう、日頃から連携体制の整備に努める。 

２ 市は、暴風・竜巻等による被害の軽減に資するため、気象台から発表される雷注意報、強風注

意報、暴風警報、暴風特別警報、竜巻注意情報の情報を収集する。 

３ 市は、竜巻注意情報が発表された場合は、屋外の空の変化に注意するなど情報の収集に努め

る。 

第４ 住民への普及啓発 

市は、暴風・竜巻等による被害を軽減・防止するため、以下の点について、住民に普及・啓発

を行う。 

１ 被害の予防対策 

(1) 雷注意報、強風注意報、暴風警報、暴風特別警報、竜巻注意情報の入手手段（テレビ、ラジ

オ等）を確認する。 

(2) 身の回りの屋内外の避難場所、避難方法を確認する。 

(3) ガラスの破砕防止対策（飛散防止フィルムを張ること等）を講じる。 

２ 暴風・竜巻等への対応（屋内にいる場合） 

(1) 雨戸・シャッター等を閉める。 

(2) ガラス飛散防止のためカーテンを閉める。 

(3) 建物の中心部等の窓から距離のある場所へ移動する。 

３ 暴風・竜巻等への対応（屋外にいる場合） 

(1) 電柱や街路樹等の付近を避けて、堅固な建物に避難する。  
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第４節 農業災害予防計画 

第１ 計画の方針 

風水害等の災害による農地、農作物の被害の防止を図る。 

第２ 農地保全事業の推進 

農地および農業用施設の災害の発生を未然に防止するため、湛水防除、老朽ため池の保全、用

排水施設整備、防災ダム整備、および土砂崩壊防止事業を推進し、農業生産の維持および農業経

営の安定を図り、併せて市内の保全に資する。 

１ 湛水防除事業 

流域の開発環境の変化により湛水の被害のおそれのある地域において、これを防止するため、

排水機、樋門、排水路等の改修、新設を図る。 

２ 老朽ため池保全事業 

農業用のため池のうち老朽化による決壊を防止するため、早急に整備を要するものについて、

堤体の補強その他必要な管理施設の改修、新設を図る。 

３ 用排水施設整備事業 

自然的社会的環境の変化に伴い、効果の低下した用排水施設の機能回復を図るため、排水機、

樋門、用排水路等の新設、改修を図る。 

４ 土砂崩壊防止事業の促進 

土砂崩壊の危険の生じた箇所において、災害を防止するため、擁壁、土砂溜堰堤、水路等の新

設、改修を促進する。 

５ 事業実施の留意事項 

農地防災、河川改修事業相互間の連絡調整を行うよう考慮する。また、環境および景観へも配

慮する。 

第３ 防災営農対策の推進 

各種災害による農作物等の被害（病害虫を含む。）の減少を図り、防災営農を推進するため、

防災営農指導体制の確立ならびに防災営農技術の確立および普及を図る。 

１ 防災営農指導体制の確立 

市は、県や福井県農業協同組合等と協力して、防災営農技術の普及ならびに気象および災害対

策事項等諸情報を農家へ迅速に伝達する。 

２ 防災営農技術の普及 

市および福井県農業協同組合などは、県から示された防災営農技術について部門ごとに災害に

対応した技術指導の普及を図る。 

３ 農業保険の加入推進 

市は県、農業共済組合および農業関係団体等と連携して、農業者が自然災害による農作物や施

設園芸用施設等への被害に対して自ら備える体制の構築を図るため、農業保険の加入を推進す

る。  
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第５節 火災予防計画 

第１ 計画の方針 

消防体制の充実強化、防火思想の普及を図る。 

第２ 消防力の強化 

市および鯖江・丹生消防組合消防本部は、「市町村消防計画の基準」に基づき、地域の火災そ

の他の災害等の危険度および消防力を勘案した総合的な消防計画を策定するとともに、次に掲げ

る対策を推進し、消防力の強化を図る。 

１ 消防体制の強化 

複雑多様化、大規模化する火災その他の災害に対処するため、広域消防体制の整備を促進する

とともに、消防に関し協定を結び、相互に応援する体制を充実強化する。 

２ 人的消防力の強化 

(1) 消防職団員の充足 

「消防力の整備指針」に基づき、消防職員の充足および消防団員の確保を図る。 

(2) 消防団の活性化対策の推進 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消

防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処

遇の改善、必要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした

団員の入団促進等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやり

がいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努める。 

(3) 消防職団員の教育訓練 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防職団員の防災に関する知識および技術の向上を図るた

め、これらの者を県消防学校および消防大学校に派遣するほか、一般教養訓練の計画を作成

し、実施する。 

３ 物的消防力の強化 

(1) 消防施設の強化 

市は、「消防力の整備指針」に基づき、消防施設の拡充強化を図る。 

(2) 消防水利の強化 

市は、「消防力の整備指針」および「消防水利の基準」に基づき消防水利の強化を図る。 

(3) 消防施設等の整備点検 

市は、火災その他の災害に際し、迅速に対応するため、現有消防ポンプ自動車等の整備およ

び点検を実施することにより、常に性能の維持向上を図り、即応体制の確立を期する。 

４ 消防力の現況 

〈資料編〉消防団・消防水利の現況を参照 

第３ 火災予防対策 

１ 防火体制の推進 
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(1) 地域 

一人ひとりが防火の意識を持つことにより、地域ぐるみの防火の輪を広げ、地域と消防が

一体となった火災予防活動を行う。 

また、職場の自衛消防組織や地域の自警消防組織を育成して、災害時の即応体制の強化を

図る。 

(2) 高齢者 

高齢化社会の中で、ひとり暮らし老人等の家庭に対する火災予防を推進する。 

(3) 家庭 

家庭での住宅火災を防止するため、主婦を対象とした防火指導や婦人防火クラブの育成を

図る。また、住宅用火災警報器の設置を促進する。 

(4) 児童 

園児や小学生が「火」に対する正しい知識をもてるように、幼・少年消防クラブの育成を

図る。 

２ 火災予防査察の強化 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防法に規定する予防査察を消防対象物の用途および地域等

に応じて計画的に実施し、常に当該区域内の消防対象物の状況を把握するとともに、火災発生の

危険がある箇所の発見に努め、予防対策の強化を図る。 

３ 防火管理者制度および防災管理者制度の推進 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防法第８条および第 36条の規定に基づき、選任されている

防火管理者および防災管理者に対し、防火対象物および防災管理対象物に係る消防計画の作成、

防災訓練の実施、消防設備等の点検、火気使用の監督、収容人員の管理、その他防火および防災

管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。 

４ 住宅防火対策の推進 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、住宅火災の発生防止や住宅火災による被害を軽減するため、

関係機関や団体と協力して防火意識の啓発や住宅防火診断の実施等の住宅防火対策の推進を図

る。 

５ 防火思想の普及 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、関係機関や団体と協力して、あらゆる機会を利用し、地域住

民に対し、防火思想および知識の普及徹底を図る。 

第４ 林野火災予防対策 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、林野火災の特徴（ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び

火の発生等により急激な延焼拡大等に至る場合があること、気象状況の変化により延焼方向の急

変や飛び火等が発生するおそれがあること、その消火活動においては、全体像の把握や、狭隘・

急峻な林野内への進入・放水活動に困難な場合があること、活動が長期化し多くの人員を必要と

することなど）を踏まえ、指揮体制の早期確立、速やかな応援要請、地上・空中消火の連携を基
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本とした効果的な林野火災対策を推進する。 

１ 監視体制の強化 

時期を失することなく火災警報等を発令し、火災予防意識の喚起に努めるとともに、監視パト

ロールの強化を図る。 

２ 火災予防指導の強化促進 

林野所有者および事業者に対し、火災予防措置の指導の強化促進を図る。 

３ 火入れ等の規制指導 

たき火等にあっては必ず、鯖江・丹生消防組合消防本部に事前に届出するよう指導の徹底を図

るとともに、森林または森林の周囲 1キロメートルの範囲内にある土地における「火入れ」にあ

っては市へ申請するよう指導する。 

市は法令に基づく「火入れ」の申請が必要であることの周知徹底を図る。 

４ 連絡体制 

(1) 消防団員および地元林業関係者、山林の状況に精通している者を把握する。 

(2) 森林組合、電気事業者の連絡体制を確保する。 

(3) 消火用水等の搬送のための車両等の借上げについて考慮する。 

５ 応援体制 

(1) 市は、林野火災が拡大するおそれがある場合に、危機感共有会議を活用および近隣の市町に

対する応援要請等も含めて対策を強化し、火災拡大の未然防止を図る。 

(2) 市は、県防災航空隊による応援（ヘリコプターによる空中消火）の要請を積極的に検討す

る。 

６ 消火活動体制の整備 

(1) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、林野火災を想定した警防計画のほか、強風下の林野火災を

想定した飛び火警戒要領等の策定等を行い、効果的な消火活動体制を整備する。 

(2) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、林野火災においては迅速な初期消火が重要であることか

ら、消防団について、消防本部等と連携した実践的かつ効果的な訓練の充実や悪件下での情報

伝達体制の強化を図る。 

７ 資機材の充実 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、災対応能力の向上に必要な資機材等の充実等を図る。 

(1) 熱源探査を活用した効果的な延焼状況等の把握や消火活動のため、熱画像直視装置や無人航

空機等の関連する資機材の整備。 

(2) 水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、自然水利の利用や消防用水の確保が可能

な車両等、林野内への送水や放水を可能にする資機材の整備。 

第５ 文化財火災予防対策 

市は、文化財建造物の防火施設と管理上の注意事項について、国・県および鯖江・丹生消防組

合消防本部と協力して所有者、管理者等へ周知し、火災予防対策を促進する。 
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１ 防火施設の整備 

(1) 消火設備、警報設備等を整備する。 

(2) 避雷装置を設置する。 

(3) 消防用水の確保措置を行う。 

(4) 消火活動を容易にするため進入道路を確保する。 

(5) 防火塀、防火帯、防火壁、防火戸等を設け延焼防止の措置を行う。 

２ 自主防火体制の整備 

(1) 防火管理体制を整備し管理の万全を図る。 

(2) 環境の整理、整とんを図り、火気の発見を容易にする。 

(3) 火気の使用を制限し、または禁止させる。 

(4) 火災危険箇所の早期発見と改善改修を図る。 

(5) 火災警戒は定時に巡視し厳重に実施する。 

(6) 自衛消防組織を結成し計画的な訓練を実施する。
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第６節 雪害予防計画 

第１ 計画の方針 

市は、降積雪による災害を防止、軽減し、民生の安定と産業経済活動の維持を図る。 

第２ 平時の対策 

関係機関は、平素から積雪に対処するため、次の事項について対策を講じる。 

１ 公共的対策 

(1) 道路、鉄道の耐雪強化 

ア なだれ防止策、防止林等の整備 

イ 道路の拡幅、消融雪施設の整備 

ウ 除雪機械等の整備 

エ 電力、通信施設の耐雪強化 

２ 民生的対策 

(1) 家屋倒壊の防止 

地震時も含め屋根雪荷重による家屋倒壊を防止するため、克雪住宅の普及を促進するととも

に、地域が一体となった雪に強い住宅地づくりを促進する。 

ア 克雪住宅の普及促進 

イ 屋根雪下ろしの奨励 

ウ 住民参加型除排雪方法の確立 

(2) 積雪時の避難所および避難路の確保等 

積雪時において地震が発生した場合においても住民が円滑に避難することができるよう避難

所および避難路の確保等を図る。 

ア 避難所の確保 

市は、地域の人口および地形、なだれ等の危険性、施設の耐雪性、感染症対策を考慮し、

被災者が避難生活を送るための指定避難所を指定する。 

(ｱ) 建物周辺にオープンスペースを確保する。 

(ｲ) 消融雪施設を備えるなど雪に強い駐車場の確保を図る。 

(ｳ) 雪を考慮した建築物の配置を図る。 

(ｴ) 克雪型建築の普及を図る。 

イ 避難路の確保 

市は、地震、なだれ等が発生した場合に備え、住民が円滑に避難所等に避難することがで

きるよう、次の対策を行う。 

（ｱ） 積雪および堆雪に配慮した体系的街路を整備する。 

（ｲ） 小型除雪車を増強し、歩道除雪を推進する。 

（ｳ） 機械による除排雪が困難な人家連たん地域や冬期交通のあい路となる箇所において

は、重点的に消融雪施設等を整備する。 
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ウ 避難誘導等設備の確保 

(ｱ) 市は、積雪時における避難誘導等設備の除排雪等に留意し、その確保に配慮する。 

(ｲ) 市は、住民が安全に避難所に到達することができるよう、降積雪の影響を考慮して避難

誘導のための標識を設置する。 

第３ 降積雪期前の対策 

降積雪期を前に、「鯖江市雪害対策関係行政機関等連絡会」を開催し、相互の連絡調整を行

い、次の対策について総合的かつ計画的な推進を図る。 

１ 道路交通網の確保対策 

(1) 国、県、市道相互間の除雪計画の調整 

(2) 公共建物の除排雪計画 

(3) 町内会、事業所による除雪協力体制の確立 

(4) 公共施設の屋根雪おろし基準の周知 

(5) 民間除雪機械借上げ、除雪作業委託体制の確立 

(6) 排雪場所の確保 

(7) 除雪機械の整備と要員体制の確立 

(8) 交通規制区域の周知徹底 

２ 火災予防対策 

(1) 消防機械器具の保全整備 

(2) 防火水槽、消火栓等周辺の除雪および水利確保 

(3) 地域ぐるみの防火活動の推進 

３ なだれ危険箇所対策 

(1) 住民に対するなだれ危険箇所および避難等の周知 

(2) 交通規制および迂回路の設定 

４ 民生対策 

(1) ひとり暮らし要配慮者対策 

ア 屋根雪おろしに対する支援、協力体制の確立 

イ 通信連絡方法の徹底と緊急時における救援活動体制の確立 

(2) ゴミ・し尿対策 

(3) 非常持出品の周知 

寒冷期における非常持出品について、通常の持出品に加えて耐寒用品等の移行にも配慮する

よう住民に対し周知を図る。  
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第７節 危険物等災害予防計画 

第１ 計画の方針 

危険物、高圧ガス、火薬類、毒劇物の災害予防を図る。 

第２ 危険物保安対策 

消防法上の危険物は、貯蔵方法または取扱いの不備が直ちに災害の原因となる。また、他の原

因による災害発生時により、被害を拡大させる要因ともなり、鯖江・丹生消防組合消防本部は、

危険物施設の立入検査、従事者に対する取扱いの指導および訓練または災害時における緊急措置

の徹底し、災害の防止に万全を図る。 

１ 立入検査の実施 

(1) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、危険物施設などの関係者に対して、立入検査を実施し、法

令に基づく適切な維持、管理をさせるとともに貯蔵、取扱い等の厳正を期するよう十分な監督

指導を行う。 

(2) タンクローリーによる事故は、人家付近で発生する可能性があり、必要に応じて、警察と協

力し公道にて立入検査を実施する。 

２ 自衛保安体制の確立 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、危険物施設等の関係者に対し、予防規程の作成、自衛消防組

織等の育成指導を行い、自衛保安体制の確立を推進する。 

３ 化学消火剤等の備蓄 

(1) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、化学消防車および化学消火剤等の整備を図り、化学消防力

の強化を推進する。 

(2) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、大量危険物施設において事故が発生した場合、大きな災害

になる恐れがあるため、危険物施設などの関係者に対して災害時の処理体制と化学消火剤等の

備蓄を指導する。 

４ 保安教育の実施 

危険物施設関係者等に対して、関係法令および災害予防の具体的方法についての教育を実施

し、保安管理の向上を図る。 

第３ 高圧ガス、火薬類、毒物、劇物等保安対策 

高圧ガス、火薬類、毒物、劇物等の保安については、法令の遵守、自主保安体制の確立、自衛

消防隊の編成、事故発生時の連絡体制、従業員の防災教育および訓練などを図るよう推進する。  
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第８節 建築物災害予防計画 

第１ 計画の方針 

市は、所管施設の耐震性を保ち、浸水対策等を強化することにより、災害に対する建築物の安

全性を高め、被害の発生を防止する。 

また、民間の施設および一般建築物等については、防災対策の重要性を周知するとともに、日

常の点検等を促進する。 

第２ 防災上重要な建築物 

１ 市は、所管施設のうちから、災害応急対策上の重要性、有効性等を考慮し、防災対策上重要な

建築物（以下、重要施設）を指定し、耐震診断を実施する。特に必要な重要施設は、耐震補強お

よび浸水防止対策等を推進し、安全性の向上を図る。 

２ 市は、長期停電に備え、非常用発電機を整備し、７２時間外部からの供給なしで稼働できるよ

う、燃料を備蓄する等、電力の確保に努める。 

第３ ブロック塀倒壊防止対策 

１ 市は、ブロック塀を新設または改修しようとする者に対し、建築基準法に定める基準の順守を

指導する。 

２ 市は通学路を中心にブロック塀の倒壊危険個所の把握に努めるとともに、危険個所の改修につ

いて必要な助言等を行う。 

３ 市はブロック塀の安全点検、耐震性の確保、補強方法等について市民への周知に努める。 

第４ 落下物対策 

県が行う窓ガラス、看板その他地震時における落下物の実態調査に基づき策定した改修指導計

画による危険個所の改修等必要な助言、勧告等の実施に協力する。 

第５ 空き家対策 

市は、平時から、災害による被害が予測される空き家等の把握に努める。 

第６ 罹災証明書交付の実施体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査の担当者の育成、

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進める

など、罹災証明書の交付に必要な業務の実施の体制の整備に努める。  
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第９節 災害に強いまちづくり計画 

第１ 計画の方針 

防災空間の確保等都市防災の総合的推進を図るとともに、積雪時にも配慮した災害に強いまち

づくりを推進する。 

第２ 都市防災構造化対策推進 

市は、国の「防災都市づくり計画策定指針」に従い、防災都市づくり計画を策定し、都市防災

構造化対策の推進を図る。 

第３ 都市防災の推進 

１ 市は、市街地再開発事業や地区計画などを活用し、積雪時にも配慮しながら既成市街地の耐震

性、耐火性の向上を図るとともに、土地区画整理事業などの実施により災害に強い安全で快適な

まちづくりを推進する。 

２ 市は、地域防災計画や立地適正化計画等を踏まえ、災害の危険性などの地域の実情に応じて、

住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保に努める。 

第４ 建築物の不燃化の推進 

市は、防火、準防火地域の指定拡大や建築物の不燃化の推進等により、災害時の被害防止に努

める。 

１ 防火、準防火地域の拡大 

市は、商業地域等について、防火および準防火を指定済であるが、その周辺および木造住宅が

密集する防火上、不燃化を必要とする地域において、防火、準防火区域の拡大を推進する。防

火、準防火地域等の指定については以下のとおりとする。 

(1) 防火地域は、容積率が 400％以上の商業地域については、原則として指定を行う。 

(2) 準防火地域は、建ぺい率 80％以上の商業地域、近隣商業地域について指定を推進する。 

第５ 防災空間の整備 

市は、都市公園、都市緑地、道路空間および河川空間の整備を進め、災害時における避難場

所、避難路の確保、延焼防止、救援活動の円滑な実施を図る。 

１ 道路網の整備 

市、県および国は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、高規格道路などによるア

クセス強化、ネットワーク機能の向上および道路防災対策などを通じて、強靭で信頼性の高い道

路網の整備を図る。 

２ 無電柱化の促進 

市は、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進す

る一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を

図る。 

３ 所有者不明土地の活用 

市、県および国は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそ
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れのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進する。 

４ 都市公園の整備 

市は、災害時の避難場所あるいは防火帯の用に供する都市公園の整備を推進する。 

５ 都市緑地等の整備 

市および県は、緩衝、避難等の用に供する都市緑地および街路樹の整備を推進する。 

６ 道路空間の整備 

(1) 広域的な防災体制および地域的な防災体制を確立するため、被災時の代替機能も考慮しなが

ら都市計画、地方道路計画および鯖江市幹線道路整備計画などに基づき整備を推進する。 

(2) 幹線道路は、災害時の緊急物資輸送ルート、避難ルートなどを考慮し整備する。 

(3) 幹線以外の道路は、幹線道路と有機的に連携し、避難場所への円滑な避難を考慮し整備す

る。 

７ 河川空間の整備 

市および県は、河川敷にヘリポート等、緊急用道路等を整備し、防災空間としての活用を図

る。 

第６ 被災宅地危険度判定士の養成 

市は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、適

切な応急対策を講じて二次災害の軽減および防止ならびに被災宅地の円滑な復旧に資するための

被災宅地危険度判定士を養成する。 

第７ 風水害に強いまちづくり 

１ リスク評価および防災・減災 

市およびは、治水・防災・まちづくり・建築を担当する各課の連携の下、有識者の意見を踏ま

え、災害に対するリスクの評価について検討する。 

特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度などを踏まえて検討するよう努

める。市および県はこれらの評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努める。 

２ 危険区域においての措置 

市は、豪雨、洪水および土砂災害などによる危険の著しい区域については、災害を未然に防止

するため、災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を行う。なお、災害危険区域の

指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や

住宅の建築禁止のみならず、市および県が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難

上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討する。 

市および県は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、洪

水、土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないことを基本とし、

必要に応じて、移転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。 
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３ 風水害に強いまちづくりの推進 

市は、立地適正化計画による都市のコンパクト化および防災まちづくりの推進について、災害

リスクを考慮し、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対

策、安全確保対策を定める防災指針を位置付ける。 

４ 山地災害危険地区の対策 

市、県および国は、山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害

危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地域の避難体制と

の連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進により、山地災害の発生

防止に努める。なお、流木による河川閉塞や河川氾濫への対応については、流域治水の取組と連

携しつつ、森林整備による土壌保全強化等による流木対策を推進する。 

５ 宅地造成および盛土の調査および指導 

市および県は、宅地造成および特定盛土等規制法に基づく市内の既存盛土等に関する調査等を

実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行

う。また、これらを踏まえ、危険が確認された盛土等について、宅地造成および特定盛土等規制

法などの各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防

止するために必要な措置を行う。 
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第１０節 電気通信施設、放送施設災害予防計画 

第１ 計画の方針 

災害に対処できるよう機関ごとに万全の予防措置を行い、通信の途絶防止および放送電波の確

保を図る。 

第２ 電気通信設備災害予防対策 

ＮＴＴ西日本（株）、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク(株)および楽天モバイ

ル（株）は、災害等異常時の電気通信サービスの確保を図るため、電気通信設備について浸水防

止対策等の予防措置を図る。 

１ 災害予防対策 

災害による故障発生を未然に防止するため、次のとおり防災設計等を行い、万全を図る。 

(1) 豪雨および洪水等のおそれがある地域に設置されている電気通信設備の耐水構造化 

(2) 暴風または豪雪の恐れがある地域に設置されている電気通信設備の耐風または耐雪化 

(3) 地震、火災災害に対する重要電気通信設備の耐震、耐火構造化 

(4) 主要な伝送路の多ルート構成またはループ構成 

２ 災害対策用機器等の配備 

災害対策用機器の配備災害が発生した場合において被害を迅速に復旧し、電気通信サービスを

確保するため、次の災害対策用機器等を配備する。 

(1) 非常用無線衛星通信装置、非常用無線装置 

(2) 移動電源車、発電発動機 

(3) 非常用移動電話局装置、車載型基地局装置 

(4) 応急復旧用ケーブル 

(5) その他災害対策用機器 

３ 災害時措置計画の作成 

災害が発生した場合において、電気通信サービスを確保するための計画を作成する。 

(1) 伝送措置（伝送路、回線切替、臨時回線の作成等） 

(2) 交換措置（う回路変更、利用制限等） 

(3) 手動台措置（手動台臨時中継、利用者への利用案内等） 

第３ 放送施設災害予防対策 

日本放送協会福井放送局、福井放送(株)、福井テレビジョン放送(株)および福井エフエム放送

(株)およびこしの都ネットワーク(株)は、災害が発生し、または発生するおそれのある場合の放

送電波の確保を図るため、放送設備、局舎設備について予防措置を行い、災害報道体制を整備す

る。 

１ 放送設備等の耐震対策および浸水防止対策を強化する。 

２ 非常用資機材および消耗品等を定量常備する。 

３ 放送設備等の整備、点検災害警戒時には、次の設備について整備、点検を行う。 
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(1) 電源設備 

(2) 給排水設備 

(3) 中継・連絡回線 

(4) 放送設備、空中線設備  
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第１１節 電気施設、ガス施設災害予防計画 

第１ 計画の方針 

電気施設およびガス施設の災害を防止する。 

第２ 電気施設災害予防対策 

北陸電力送配電(株)は、災害による電気設備の被害を軽減し、安定した電力供給の確保を図る

ため、施設、設備の整備、管理を行い、応急復旧体制の整備を図る。また、電気施設の耐震性お

よび浸水防止対策の強化を図る。 

１ 風水害対策 

(1) 発電設備および変電設備施設、付属設備およびその防護施設について点検、整備を行うとと

もに、非常用電源を整備する。 

(2) 送配電設備 

ア 重要設備、回線等に対する災害予防対策を実施する。 

イ 土砂採取等に対する鉄塔基礎周辺の保全対策を推進する。 

ウ 橋梁および建物取付部における耐震性の強化を図る。 

エ 電線路付近における飛来物に対する予防対策をとる。 

２ 落雷対策 

変電設備に耐雷遮へいおよび避雷器を重点的に配置するとともに、系統保護継電装置を強化す

る。送配電設備については、架空地線および避雷器を設置して雷害対策を強化する。 

３ 通信設備の強化 

主要通信系統の二重ルート化、健全回線の切替えによる応急連絡回線の確保、無停電電源およ

び予備電源の確保および移動無線応援体制の整備等を図る。 

４ 電気設備予防点検の実施 

電気設備に関する技術基準の定めるところにより、定期的に工作物の巡視、点検を実施するほ

か、自家用以外の電気工作物の調査等を行う。 

５ 災害対策用資機材の整備および輸送体制の確保 

(1) 資機材の整備 

関係機関は、地域的条件を考慮して、災害対策用資機材の必要数量を整備する。 

(2) 資機材の輸送 

関係機関は、災害対策用資機材の輸送計画を作成するとともに、輸送力を確保する。 

第３ ガス施設災害予防対策 

液化石油ガス事業者は、災害発生の未然防止を図るとともに、被災時のガス設備の被害を軽減

し、さらに、ガスによる二次災害の防止を図るため、設備の耐震性の点検調査の実施等安全性確

保対策を進める。 

１ 液化石油ガス事業者 

(1) 交換および点検時の確認 
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(2) 緊急措置マニュアルの作成および見直し 

(3) 従業員の教育、訓練の実施 

(4) 災害対策用資機材の整備および確認 

(5) 防災関係機関との相互協力体制の確保 

(6) 液化石油ガスの安全についての知識の周知 

２ 消費者 

液化石油ガスの安全についての知識の習得  
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第１２節 上下水道施設災害予防計画 

第１ 計画の方針 

市は、上下水道施設の災害予防を図る。 

第２ 上下水道施設の現況 

〈資料編〉上水道施設の現況および下水道事業の現況を参照 

第３ 上水道施設災害予防対策 

市は、災害による水道施設の被害を最小限に止め、速やかに水の供給を確保するため、水道施

設の整備増強および給水体制の整備を推進する。 

１ 施設等の整備 

水道整備事業および配水管整備事業等の実施について、水道施設設計指針および水道施設耐震

工法指針等により、施設の耐震化を図る。 

(1) 取水等の整備 

(2) 浄水施設の補強 

(3) 送配水施設の補強 

(4) 上水道管の維持管理 

ア 老朽化した上水道管の長寿命化計画の作成・実施 

イ 老朽化管の取り替え 

(5) 施設整備の優先 

市は、重要管路のうち、災害時に特に水を必要とする下記の施設に至る路線の耐震化を図

る。 

ア 病院・診療所等 

災害拠点病院、救急医療告示機関、人工透析設備機関を最優先にする。 

イ 避難行動要支援者利用施設等 

避難行動要支援者利用施設のうち、避難施設を最優先とする。 

ウ 公共施設等 

避難所になる施設を最優先にする。 

２ 応急復旧用資機材の整備 

原水処理薬剤や応急復旧用資機材の供給可能な体制づくりに努める。 

３ 応急復旧体制の整備 

災害により被災した水道施設の応急復旧を図るため、必要な体制を整備する。 

第４ 下水道施設災害予防対策 

市は、浸水災害等の被害を防止し、市街地の環境整備および公共用水域の水質汚濁を防止する

ため、下水道施設の整備増強を図る。 

また、応急復旧用資機材の整備、備蓄および応急復旧体制の整備を図る。 

また、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持または修繕に努
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めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可搬式排水ポンプその他

の必要な資機材の整備等に努める。 

１ 下水道管の維持管理 

ア 老朽化した下水道管について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に

努める。 

イ 老朽化管の取り替え 

２ 代替施設設備の整備 

下水道施設に支障がある場合に備え、仮設トイレ等の調達供給体制の確立を図る。 
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第１３節 交通施設災害予防計画 

第１ 計画の方針 

市内の各交通施設の事業者および管理者は、災害時の交通システムを維持するため、耐震性の

強化および被害軽減のための諸施策を実施するとともに、県および市等と連絡体制を整備し、被

害を最小限にとどめるよう万全の予防措置を講じる。 

第２ 道路施設 

道路管理者(国土交通省近畿地方整備局、中日本高速道路(株)、県、市等含む。以下「道路管

理者」という)は、道路施設の防災構造化を推進するとともに、災害が発生した場合の応急復旧

体制の整備を図るものとする。 

１ 補修工事の実施 

市は、災害時における道路施設の機能を確保するため、所管道路での道路法面等の路面への崩

落および路体の崩壊が予想される箇所、橋梁、横断歩道橋、隧道、アンダーパスなどについて調

査・点検を実施し、状況に応じて補修対策工事を実施する。 

特に、住宅密集地等の防災上必要な地域においては、重点的に迅速且つ安全な防災活動の確保

を図る。 

２ 道路啓開等 

道路管理者は、大規模災害において道路啓開等を迅速に行うため、関係機関と連携して、道路

啓開計画を策定し、必要に応じてその見直しを行う。また、事故車両、倒壊物、落下物等の道路

障害物の除去による道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等から緊急に

協力が得られるよう協定の締結に努める。 

第３ 鉄道施設 

鉄道事業者（西日本旅客鉄道(株)、福井鉄道(株)、(株)ハピラインふくい）は、鉄道施設の防

災構造化を推進するとともに、応急復旧体制の整備を図るものとする。 

１ 施設、整備の防災構造化 

(1) 風水害による浸水または盛土箇所の崩壊等による災害を防止するため、路線の盛土や法面改

良を実施する。 

(2) 耐震性を考慮した線区防災強化を推進し、橋梁等について要注意構造物を解消するよう努め

る。 

(3) 車事故による災害を防止するため、道路との立体交差化、自動列車制御装置の設置等安全施

設整備事業を推進する。 

２ 列車防護装置の整備 

(1) 地震発生時の列車安全運転確保のため、感震器の設置を推進する。 

(2) 列車無線を整備する。 

(3) 線路保守上、特に危険性のある箇所または工事中等で一般路線に比べて強度が低い線路構造

物の近くに特殊信号装置を設置する。 
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３ 防災関係資機材の整備および点検 

クレーン車、モーターカー、トラック、ジャッキ、発電機、レール、電線等を整備、点検する

とともに、重機械類については、民間企業から緊急に協力が得られるよう体制を整える。 

４ 避難誘導および応急復旧体制の整備 

異常事態発生時に旅客の避難誘導を円滑に行うとともに、鉄道施設の応急復旧体制を整備す

る。 
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第１４節 防災関係施設設備、資機材、物資整備等計画 

第１ 計画の方針 

防災関係機関が、応急対策の円滑な実施のために必要とする施設、設備の整備および緊急必要

物の確保に努める。 

第２ 情報通信施設の整備 

市は、災害の初動期において情報の収集・伝達が重要であるため、情報通信施設設備の整備・

耐震化を推進するとともに、最新の情報通信関連技術の導入、情報伝達手段の多重化など、通信

設備の運用体制の強化を図る。 

１ 無線通信施設の整備 

(1) 防災行政無線 

市は、防災行政無線の強化および利用の効率化のため、以下に基づいて施設整備および運用

体制の強化を図る。 

ア 防災行政無線を有効に機能させるため、運用体制の確立 

イ 災害時における応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、防災行政無線の整備、充実 

ウ 防災行政無線のデジタル化や全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）との連動 

エ 臨時災害放送局（コミュニティー放送局を含む）、携帯端末の緊急速報メール機能、地上デ

ジタル放送の活用 

オ 県が構築した災害情報インターネットシステム（Ｌアラート（災害情報共有システム）を

含む）などの多様な媒体を活用 

(2) 消防無線 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防および救急活動を迅速かつ円滑に実施するため、以下

に基づいて施設整備および運用体制の強化を図る。 

ア 県内の各消防本部と相互に通信することや消防広域応援体制の確立に備えた共通波の充実 

イ 災害現場の情報を迅速かつ的確に収集するため、移動無線車の整備および携帯無線機の増

強 

２ 有線通信設備の整備 

市は、災害時優先電話の有効な活用体制を強化するため、ＮＴＴ西日本（株）福井支店と連携

し、同電話の位置付けを明確にするとともに、電話番号を関係機関に通知する。 

３ 防災相互通信用無線の整備 

市は、災害時において相互に通信することのできる防災相互通信用無線が重要であるため、整

備、増強に努める。 

(1) 無線局の整備、増強を図る。 

(2) 想定される災害に応じた運用体制の整備を図る。 
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４ 衛星携帯電話の整備 

市は、県の協力のもと、災害時に孤立するおそれのある集落等で停電が発生した場合に備え、

衛星携帯電話などにより、当該地域の住民と市の双方向の情報連絡体制を確保するよう努める。 

５ 防災情報システムの利用 

市は、県および国が行う防災情報の一元化および高度情報化に資する防災情報システム等の利

用体制を整備する。 

(1) 福井県災害情報インターネットシステム（福井県防災ネット） 

台風や地震など災害発生時等における人的被害や住家被害などの被害情報を迅速に収集・整

理し、県、市町、消防などの防災関係機関で情報を共有するシステム。 

(2) 福井県河川・砂防総合情報システム 

県内の雨量、河川水位、土砂災害警戒情報などをインターネット、携帯サイトで提供し、登

録者にメール配信を行うシステム。 

ア 県内各地に設置された観測装置にて、雨量や河川水位などの情報の提供 

イ 福井地方気象台から提供された雨量や注意報・警報などの気象情報の提供 

ウ 近畿地方整備局から提供された雨量、河川水位などの情報の提供 

エ 日野川(中流)の洪水予測の実施と洪水予報の提供 

オ 土砂災害警戒情報と土砂災害危険度の提供 

(3) 道路交通情報システム（みち情報ネットふくい） 

異常気象による災害を未然に防止するための道路の状況や道路交通の状況を収集、伝達する

システム。 

(4) 防災システム導入上の留意事項 

ア 所掌する業務についてシステム化を行う場合には、他機関への情報の提供に留意する。 

イ 市および県は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報を、新総

合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよう努める。 

６ 災害情報通知アプリケーションの普及 

市および関係機関は、災害情報を迅速に通知できるよう、住民に対し、災害情報を通知するア

プリケーションの周知および利用促進を行う。 

第３ 防災資機材等の整備、調達 

防災関係機関は、応急対策の実施のため、災害用装備資機材等を整備するとともに、保有資機

材等は随時点検を行い、保管に万全を図る。 

第４ 災害対策用ヘリポートの整備 

市は、災害時の救助救護活動、緊急物資の輸送等にヘリコプターの機動性を生かした応急活動

を円滑にするため、ヘリコプターが離着陸できるヘリポート等の選定および整備に努める。 

１ へリポートの選定 

ヘリポート等は、学校の校庭、公共の運動場、河川敷等から、次の事項に留意して選定する。 

(1) 十分に平坦であり、ヘリコプターの離着陸に耐えうる地盤堅固な土地であること。 



- 41 - 
 

(2) 最大縦断勾配および最大横断勾配は、それぞれ５％以内であること。 

(3) 車両の進入路があること。 

(4) 図の斜線上に障害物がないこと。 

ア 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、仮想離着陸地帯の略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 接 地 帯  ：長さおよび幅は使用機の全長以上の長さとする。 

(ｲ) 離着陸地帯：長さおよび幅は使用機の全長に２０ｍ以上を加えた長さとする。 

※全長が２０ｍを越す機材については全長の２倍以上の長さとする。 

※離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し、周囲環境により地上に設定できない場

合、障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として１５ｍまでの高さを限度に離着陸地

帯の上空に設定することができる。 

イ 進入表面断面図 
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ウ 転移表面断面図（転移表面は設定せず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 林野火災における空中消火基地 

林野火災における空中消火基地は、「１ ヘリポート等の選定」によるほか、特に次の事項に留

意して選定する。 

(1) 水利、水源が近いこと。 

(2) 複数の駐機が可能であること。 

(3) 補給基地が設けられること。 

(4) 気流が安定していること。 

３ 県への報告 

市は、新たにへリポート等を選定した場合には、地域防災計画に定めるとともに、県に次の事

項を報告する。また、既存のヘリポート等については、随時、点検を行い、変更を行う必要があ

る場合も同様とする。 

(1) へリポート等番号 

(2) 所在地（緯度、経度）および名称 

(3) 施設等の管理者および電話番号 

(4) 無障害地帯面積（○ｍ×○ｍ） 

(5) 付近の障害物等の状況（略図添付） 

４ へリポート等の管理 

市は、選定したヘリポート等の管理について、平時からへリポート等の管理者と連絡を保ち、現

状の把握に努めるとともに、常に使用できるように配慮しなければならない。  

仮想離着陸地帯 

H=Max15ｍ 

 

※接地帯の外側で接地帯表面より 

30cm 程度を限度として平坦な区域 

※ ※ 接地帯 

離着陸地帯 
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第１５節 緊急事態管理体制整備計画 

第１ 計画の方針 

緊急事態に備えるため、機能的な活動体制の整備を図る。 

第２ 階層的防災生活圏構想の推進 

１ 市は、消火、救助、避難、医療救護等の防災活動を有効かつ機能的に実施するため、町内会、

地区（10地区）、市、広域圏、県といった階層構造を防災生活圏とし、それぞれ上位の生活圏が下

位の防災生活圏の支援を行う。 

２ 市は、必要な機能（応援部隊・ボランティアの活動調整、支援物資の集配、備蓄）を備えた各

地区の拠点となる防災基地をそれぞれ整備し、応援部隊・ボランティアの活動調整や支援物資の

集配にあたるほか、平時における備蓄等の機能を分担する。また、必要に応じて、広域的な防災

活動拠点基地を西山公園区域内に設ける。 

３ 市は、小中学校等が避難所となった場合に備えて、教職員の緊急時の活動マニュアルを作成し

避難所機能と教育機能の両立を含め、避難所としての利用・運営方法等を定める。 

 

[防災生活圏の階層毎の役割] 

階 層 役   割 

町内会 
１ 町内公民館や社寺広場等を一時避難所（集合場所）として設定する。 

２ 基本的な防災資機材等を備蓄する。 

地区 

１ 地区公民館等を防災基地として設定し、各公民館・小学校を避難所として設定

する。 

２ 防災基地は、一時避難所等への物資等の供給拠点の役割も果たし、地区内の情

報収集・提供の拠点とする。 

３ 生活必需品や防災資機材等を備蓄するとともに、情報端末を整備する。 

市 

１ 防災活動の指揮命令機能や情報通信機能を有する拠点施設（災害対策本部）を

整備する。 

２ 避難所に対する食糧、生活必需品の供給等の調整やそのための備蓄をする。 

３ 要配慮者に対するサービスの拠点を整備し、必要物資を備蓄する。 

４ 必要に応じて、西山公園に広域的な防災拠点基地を設置する。 

広域圏 

１ 圏域内の市町に対する支援物資の集配や応援部隊、ボランティア等の調整の拠

点となる地域防災基地を整備する。 

２ 市町間における物資調達の調整、備蓄の融通を図る。 

県 

１ 県の災害対策本部となる防災センターやそのバックアップ施設となるサブセン

ターを設置する。 

２ 市町等と結ぶ防災行政無線、防災情報ネットワークを整備する。 
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第３ 地域防災活動体制 

市は、住民や自主防災組織が災害時に活動できる施設や資機材の整備に努める。 

 

[防災資機材の概要] 

初期消火用 消火器、組立型水槽等 

救助活動用 ハンドマイク、発電機等 

救護活動用 濾過器、救急医療器セット、防水シート、簡易トイレ等 

訓 練 用 ビデオ、映写装置、訓練用消火器具等 

 

第４ 防災活動体制 

１ 避難指示等の判断基準の策定 

市は避難指示等の意思決定を迅速・的確に実施するため、避難指示等の判断基準を策定する。 

(1) 雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報などの形式的判断基準を導入し、具体的に策定するよ

う努める。 

(2) 避難指示等の発令訓練の実施や、発令の経験等を踏まえ、必要に応じて基準の見直しに努め

る。 

(3) 夜間や早朝に突発的局地的豪雨が発生した場合のエリアを限定した伝達について、地域の実

情に応じて、エリア限定の有効性や課題等を考慮した上で検討する。 

(4) 避難指示および緊急安全確保を夜間に発令するおそれがある場合、早い段階で避難所を開設

して住民に伝達し、円滑な避難に努める。 

(5) 高齢者等避難の発令により、高齢者や障がい者など、避難行動に時間を要する避難行動要支

援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を促進

するよう周知する。 

(6) 避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を

発令する体制を構築する。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知する。 

(7) 市は、避難指示の発令の検討を行う際に、必要な助言を求めることができるよう、連絡調整

窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備

を行う。 

２ 市は、以下の施設の整備に努める 

(1) 物資の集積、救急、救援活動や災害時のボランティアの受入れを目的とした防災基地 

(2) 防災行政無線等の情報通信施設 

(3) 食糧・日用生活品等の備蓄倉庫 

(4) 避難所や庁舎等の７２時間対応可能な非常用電源等の整備 

３ 対応する災害に応じた施設の対策 

(1) 浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保等 



- 45 - 
 

(2) 災害時に緊急の救護所、被災者の一時収容施設になりうる施設や庁舎については、耐震化を

図る。 

４ 安否確認の体制整備 

市は、災害発生後の安否不明者の早期把握を行うため、自主防災組織の担当者に住民基本台帳

を公開し、被害状況を収集できるよう体制を構築する。 

５ 給水体制の整備 

(1) 災害時に使用できる水源の現況および給水用資機材および給水車等の保有状況ならびに給水

能力を平素から把握し、迅速かつ的確に応急対策を行えるように準備する。 

(2) 消毒用資材等についても必要数確保し、保管する。 

第５ 消防活動体制 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、災害発生時に迅速かつ的確な応急対策に必要となる防災資機

材等の整備充実に努める。また、災害時に避難誘導および情報伝達、救助等の防災業務の中心と

なる消防庁舎については、耐震化を図る。 

 

[消防資機材] 

消防水利 耐震性貯水槽（防火水槽）の整備 

車  両 消防自動車、特殊車両（緊急消防援助隊用を含む）等の整備 

資 機 材 油圧救助器具、熱画像直視装置等の救助用資機材 

 

第６ 企業等との連携強化 

企業等と行政の連携の強化を図るため、事業者と業界・商工団体、農林水産関係団体、行政間

の連絡体制を整備し、連携を強化する。 

１ 事業者および業界・商工団体と行政間の連絡体制の整備、連携の強化 

(1) 市および県は、民間事業者との間で協定を締結し、協力体制を構築する。 

(2) 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業

に対し、市が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよ

う要請する。 

(3) 市は、被災後、早急な産業復旧対策を講じるため、各事業者、各業種と協力し、以下のこと

を行う。 

ア 各種通信手段による連絡ルートの確立 

イ 営業再開に向けた復旧対策および支援体制等の整備 

ウ 緊急雇用対策等の周知 

２ 農林水産関係団体と行政間の連絡体制の整備、連携の強化 

市は、災害時に被害状況を早急に把握するため、県、関係団体等との連絡体制および役割分担

を定めた計画を策定し、毎年更新する。 
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第７ 緊急事態対応力の強化 

市は、消防機関等との人事交流や退職自衛官の人材活用制度などにより、緊急事態対応力の強

化に努める。 

第８ 市の業務継続性の確保 

市は、業務継続性の確保として、以下のことを行う。 

１ 全庁をあげた業務継続性の確保と体制の構築 

(1) 平時から災害時における優先すべき業務を絞り込みの実施 

(2) 当該業務を遂行するための役割の分担 

２ 業務継続計画の作成と見直し 

市は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要と

なる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化

を図る必要があることから、以下の点に着目し行う。 

(1) 地域や想定される災害の特性等の考慮 

(2) 必要な資源の継続的な確保 

(3) 定期的な教育、訓練および点検などの実施 

(4) 訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた業務継続計画の見直し 

(5) 計画の評価・検証等を踏まえた改訂 

３ 業務継続計画の修正時の注意点 

市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことから、

業務継続計画の修正について以下の点に注意しながら行う。 

(1) 修正時の状況に応じた、首長不在時の明確な代行順位および職員の参集体制 

(2) 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

(3) 電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

(4) 重要な行政データのバックアップならびに非常時優先業務の整理 

第９ 公共建築物における番号標示の管理 

公共建築物の管理者は、災害時において他府県、自衛隊等のヘリコプターが上空から容易に当

該建物を特定できるよう、標示番号が識別できる状態を確保する。 

第１０ 活動体制の整備 

１ 市は、活動体制の整備に当たっては、地域の実情に応じ計画的に整備する。 

２ 市は、事業の実施に当たっては、国や県と連携し、以下の事業を活用する。 

(1) 防災・減災対策等強化事業推進費 

(2) 防災基盤整備事業、公共施設等耐震化事業 

(3) 国庫補助事業 

(4) 県費補助事業等  
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第１６節 避難対策計画 

第１ 計画の方針 

市は、災害から人命の安全を確保するため、関係機関と連携して地域の災害特性や災害危険性

を踏まえ計画的に避難対策を推進する。 

なお、市は、指定緊急避難場所、指定避難所および避難路を指定し、住民に対し周知徹底を図

る。また、避難場所における救助施設等の整備に努める。 

第２ 指定緊急避難場所 

１ 指定緊急避難場所の指定 

(1) 市は、災害の危険が切迫した場合における住民等の安全確保のため、災害ごとに以下の基準

を満たした場所を、指定緊急避難場所として指定し、住民に対して周知徹底を図る。 

ア 災対法施行令（以下、政令という。）で定める基準に適合する災害の危険がおよばない場

所または施設 

イ 指定する施設の管理者の同意 

ウ 特に風水害においては以下の条件を有する場所 

(ｱ) 被災が想定されない安全区域内に立地する施設等または安全区域外に立地するが災害に

対して安全な構造を有する施設や場所 

(ｲ) 想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受け入れ部分および当該部分への避難経

路を有する施設 

(ｳ) 災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有する施設 

(2) 地域住民に対し、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難

のため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

(3) 市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近

隣市町に設ける。 

２ 指定緊急避難場所に関する通知等 

(1) 市は、指定緊急避難場所を指定した場合、県に通知するとともに、公示を行う。 

(2) 市は、指定緊急避難場所が廃止され、または政令で定める基準に適合しなくなった場合は、

指定を取消し、県に通知するとともに、公示を行う。 

(3) 指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、または重要な変更を加えよ

うとするときは、市に届出を行う。 

３ 住民への周知 

(1) 市は、平時から防災訓練の実施やハザードマップの作成・配布等により指定緊急避難場所の

住民への周知徹底に努める。 

(2) 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害

種別一般図記号を使用し、どの災害に対応した避難場所であるかを示し、記号を使った避難場

所標識の見方に関する周知に努める。 
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第３ 指定避難所 

１ 避難所の指定および周知 

(1) 市は、円滑な救援活動を実施し、避難者の一定の生活環境を確保するため、政令で定める基

準に適合する学校や公民館等の公共施設等を指定避難所として指定する。 

(2) 市は、平時から防災訓練の実施やハザードマップの作成・配布、看板等の設置等により指定

避難所の住民への周知徹底に努める。 

(3) 市は、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページ

やアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

２ 指定緊急避難場所を指定避難所としての活用 

指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。指定緊急避難場所と指定避難所

の役割が違うことについては、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

３ 学校施設における指定避難所について 

学校を指定避難所として指定する場合、学校が教育活動の場であることに配慮し、避難所とし

ての機能が応急的なものであることを認識の上、教育委員会等の関係者と調整を図る。 

４ 避難所における感染症対策の検討 

市は、感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平時からホテルや旅館

等の活用等を含めて検討を行う。 

５ 指定避難所に関する通知等 

(1) 市は、指定避難所を指定したときは、県に通知し、公示を行う。 

(2) 指定避難所の管理者は、当該指定避難所を廃止し、または重要な変更を加えようとするとき

は、市に届出を行う。 

(3) 市は、指定避難所が廃止され、または政令で定める基準に適合しなくなったときは指定を取

消し、県に通知するとともに、公示を行う。 

６ 避難所の備蓄 

(1) 市は、指定避難所またはその近傍に備蓄施設を確保し、食料、飲料水、マスク、消毒液、常

備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

(2) 市は、避難生活に必要な物資の備蓄について、想定避難者数の１日分相当の食料備蓄を目標

量として計画的な整備に努める。 

(3) 市は、備蓄状況の把握について、国が整備する新物資システム（Ｂ－ＰＬо（Busshi 

Procurement and Logistics support system））を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難

所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新する。  
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７ 避難所の設備 

(1) 市は、指定避難所等において、下記の必要な物資等の整備を図る。また、備蓄品の調達に当

たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

 

１ 給水のための設備（貯水槽、井戸、給水タンク） 

２ トイレ（仮設トイレ、マンホールトイレ、携帯トイレ、簡易トイレ） 

３ マット 

４ ベット（簡易ベット、段ボールベット） 

５ パーティション 

６ 非常用電源 

７ ガス設備 

８ 衛星携帯電話や衛星通信を活用したインターネット機器 

９ テレビ、ラジオ等の情報収集機器 

10 要配慮者に配慮した施設、設備の整備（空調機器、洋式トイレ） 

11 感染症対策に必要な物資 

12 家庭用動物の飼養に関する資材 

 

(2) 市は、指定避難所等で使用する設備等を、災害時に確実に活用できるようにするため、平時

から市民等に積極的に貸し出す。 

第４ 在宅避難および車中泊避難 

１ 在宅避難者への対応の検討 

市は、在宅避難者等の発生に備え、支援方策を検討するよう努める。 

２ 車中泊避難者への対応の検討 

市は、車中泊により避難生活を送る避難者が発生に備えて、車中泊避難者の支援方策を検討す

るよう努める。  
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第５ 階層ごとの避難所と避難所の設備 

 

地域 施設・設備 

町 内 会 
１ 町内公民館・社寺広場等を一時避難所（集合場所）として設定 

２ 鋸やバールなど基本的な防災資機材等を備蓄 

地区 

（10地区） 

１ 小中学校および各地区公民館を指定避難所として指定 

２ 情報端末となるパソコン等を整備し、非常食や防災資機材等を備蓄 

３ 西山公園および大規模公園等を広域的避難所として指定 

４ 仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、テレ

ビ、ラジオ、衛星携帯電話等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者に配慮

した施設・設備を整備 

５ 施設内またはその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、

常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資を備蓄 

６ 再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備を整備 

市 

１ 防災活動や防災基地に対する指揮命令機能や情報通信機能等を整備 

２ 避難所等に対する食糧、生活必需品等の供給のために所要量を備蓄 

３ 健康福祉センターを要配慮者に対するサービスの拠点として整備し、必要

物資を備蓄 

 

１ 新たな技術を用いた設備の活用 

市は、指定避難所等において衛星通信設備や循環式の手洗い所など、新たな技術を用いた設備

が活用できるよう導入を進め、体制の構築に努める。 

２ 避難所の運営管理に必要な知識の普及 

市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に

努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所を運営できるように努

める。 

また、避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボ

ランティア人材の育成・確保するため、知識の普及に努める。 

第６ 避難路等避難誘導体制の整備 

１ 市は、発災時の避難誘導に係る計画を作成し、防災訓練の実施や防災マップ、コミュニティタ

イムライン、マイタイムラインを住民に周知する。 

２ 市は、防災マップ、コミュニティタイムライン、マイタイムラインの作成にあたっては住民も

参加するなどの工夫をすることにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう

努める。 
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第７ 避難所運営体制の整備 

１ 整備方針 

災害発生後、速やかに管理運営体制を構築するため、避難所の維持管理体制および災害発生時

の要員の派遣方法をあらかじめ定める。 

また、指定避難所となっている施設の管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を

定めるよう努める。 

２ 避難者の自治体制 

避難所運営を円滑に運営するため、運営の中心となる自主防災組織等と協議し、避難所ごとに

避難者の自治組織に係る事項や、避難者に対する情報伝達に係る事項などを定める「避難所管

理・運営マニュアル」をあらかじめ作成する。 

３ 施設管理者の支援体制 

避難所の施設管理者は、避難所設置時には避難所の管理運営に協力するほか、運営の支援を行

う。 

第８ 避難所情報通信体制の整備 

市は、避難所における情報通信体制の整備として、以下のことを行う。 

１ 防災基地、避難所、医療救護所の予定施設へのパソコン設置 

２ オペレーターの確保および常設ネットワーク化 

３ 災害情報インターネットシステム（福井県防災ネット）の活用 

第９ 広域避難のための体制の整備 

市は、大規模災害時に円滑な広域避難および広域一時滞在が可能となるよう、県との連携のも

と、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等および広域一時滞在に

おける被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等と

の協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入れ方法を含めた手順等を定めるよう努める。 

また、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用に供することについても定めるな

ど、他の市からの被災者を受け入れることができる施設等を決定しておくよう努める。 

第１０ 避難所における良好な生活環境の確保 

市は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等と

の定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に

努める。 

第１１ 協定・届出避難所の把握 

市は、協定・届出避難所として位置付けられた避難所についても、情報を把握する。  
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第１７節 医療救護予防計画 

第１ 計画の方針 

災害時の医療救護活動の確保について、初期医療体制、後方医療体制および広域的救護体制の

整備を図る。 

第２ 医療救護活動体制の確立 

１ 初期医療体制の整備 

(1) 市は、応急救護所の設置、救護班の編成、出動について地元医師会と協議して、計画を定め

るとともに、自主防災組織等の軽微な負傷者等に対する応急救護や救護班の活動支援体制の計

画を定めておく。 

(2) 災害時の救急医療に対応できるよう、避難、患者受入れ、トリアージ（傷病者の選別）等に

関する研修および訓練を行う。 

２ 後方医療体制の整備 

市は、救護所における救護班で対応できない重傷者等を収容するため、災害拠点病院を後方支

援病院と位置付け、重篤患者の受入れ施設の確保体制の整備を促進する。 

３ 広域応急医療体制の確立 

(1) 市、国、県および医療機関は、広域応急医療体制を確立するため、医療救護班の派遣、患者

の受入れ、対応する患者の分担など連絡体制等災害時の広域的な医療体制を整備する。 

(2) 市、国、県および医療機関は、災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に確保するた

め、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の利用環境整備に努め、入力操作等の研

修・訓練を定期的に行う。  
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第１８節 広域的相互応援体制整備計画 

第１ 計画の方針 

大規模災害における広域の相互応援体制を整える。 

第２ 県内広域相互応援体制 

１ 福井県・市町災害時相互応援協定 

市独自では十分な災害応急対策が実施できない場合に備え、当該市町が他の市町に要請する災

害応急対策を円滑に遂行するための協定。 

２ 福井県広域消防相互応援協定 

県内の消防における相互応援体制を確立し、消防広域応援体制を整備するための協定。 

第３ 災害時応援協定 

市が締結している災害時応援協定等は下記のとおりである。 

１ 岐阜県大垣市 平成 ７年 ７月２６日 

２ 滋賀県長浜市 平成 ７年 ９月 １日 

３ 石川県加賀市 平成２４年 ５月２８日 

４ 愛知県知立市 平成２５年 １月３１日 

５ 静岡県袋井市 平成２５年 ３月 ４日 

６ 新潟県村上市 平成２９年１０月１３日 

第４ 協定締結機関との協議および合同訓練 

市は、応援協定の締結機関等と、通信訓練等を含めた合同防災訓練を実施する。 

第５ 広域受援体制の整備 

１ 市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体および防災関係機関から

応援を受けることができるよう、鯖江市受援計画を策定する。 

２ 市および県は、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対し

て紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地

など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。 

３ 市は、感染症対策のため、派遣職員の健康管理等を徹底する。 

４ 市は、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切

な空間の確保に配慮する。  
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第１９節 防災訓練計画 

第１ 計画の方針 

災害に際し応急対策活動を迅速・的確に実施するため、地域の災害リスクに基づいた各種の防

災訓練を行い、防災体制の確立と防災意識の高揚を図る。 

第２ 実施責務および協力 

１ 市は、個別にまたは共同して、必要な訓練を行う。 

２ 市民その他関係団体は、市の行う防災訓練に参加、協力する。 

３ 市は、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うととも

に、次回の訓練に反映させるよう努める。 

第３ 訓練の種別 

訓練の種別と内容は以下のとおりとする。 

種 別 内  容 

１ 総合防災訓練 市は、防災関係機関および住民が一体となって、相互に連携協力

し、災害時における応急対策が迅速かつ適切に行えるよう、毎年１

回以上実施する。 

２ 水防訓練 市は、その区域の水防活動の円滑な遂行を図るため、「鯖江市水防

計画」に基づき実施する。 

３ 消防訓練 (1) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防活動の円滑な遂行を図

るため、独自にまたは相互に協力して訓練を実施する。 

(2) 鯖江・丹生消防組合消防本部は、学校、病院および民間事業

所など多数の者が出入りし、勤務し、利用する場所における自衛消

防組織等の訓練の実施を推進する。 

４ 救助・救護訓練 市、県および災害救助実施機関は、災害発生の際、迅速かつ的確な

救助、救護を実施するため、避難、救出、医療、助産、炊出し、給

水、物資輸送等について訓練を実施する。 

５ 通信連絡訓練 市、県および各防災関係機関は、災害時における通信情報連絡を迅

速かつ的確に実施するため、平素より連絡体制の整備と通信手段、

機材の操作等について万全を期するため、訓練を適時実施し、連携

体制の構築を図る。 

６ 災害情報連絡訓練 市は、気象予警報その他災害に関する情報、指示、命令および報告

等を円滑に実施するため、連絡体制の強化を主に実施する。 

７ 非常通信連絡訓練 市は、災害時において、有線通信系統の不通または利用が著しく困

難になった場合、無線通信系統の円滑な利用を図るとともに、北陸

地方非常通信協議会の構成機関が所有する無線局による県および各

防災関係機関との通信確保のための訓練を実施する。 
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種 別 内  容 

８ 非常招集（参集）

訓練 

市、県および防災関係機関は、応急活動を実施するために必要な職

員の招集または参集が迅速かつ確実に実施できるよう、非常招集

（参集）訓練を実施する。 

９ 避難訓練 市は、災害に際し、迅速に避難が実施できるよう地域、学校、病

院、青少年教育施設、事業所、交通機関等においてあらゆる状況を

想定した避難訓練を実施する。感染症対策に配慮した避難所開設・

運営訓練を積極的に実施する。 

10 図上訓練 災害予防責任者は、個別にまたは共同で災害時における応急対策を

迅速かつ適切に行うため、図上において訓練を実施する。 

11 自主防災組織と 

自衛消防組織の 

合同訓練 

市および県は、事業所における自衛消防組織が、地域における自主

防災組織と連携を強め、一体的な防災活動を実施するため合同訓練

の実施について指導助言を行う。 

12 関係機関との合同

訓練等 

自衛隊等に対する派遣要請等を迅速に行うため、要請の分野ごと

に、要請手順、連絡方法・窓口、連絡班の受入れ・活動拠点等を取

り決め、これらに基づく通信訓練や図上訓練等を含めた合同防災訓

練や定期協議を実施する。 

13 広域防災訓練 広域的な応援協力を前提とする県域を越えた近隣府県等との合同に

よる総合的な防災訓練を定期的に実施する。 

 

第４ 防災訓練に関する普及啓発 

防災訓練の参加者となる住民に対して、各種の媒体を通じた普及啓発を行い、防災訓練への参

加意識を高める。 

第５ 要配慮者に対する配慮事項 

要配慮者に対する配慮事項については、本章第２２節「要配慮者災害予防計画」による。 
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第２０節 防災知識普及計画 

第１ 計画の方針 

防災業務に従事する関係職員および地域住民に対し、防災に関する教育、広報を実施し、防災

知識の普及を図る。 

第２ 防災知識の普及 

１ 市は、市民の防災意識の高揚を図るため、気候変動の影響も踏まえつつ、各種の手法を活用し

た教材、マニュアルを作成するほか、市民に対する社会教育、防災に関する様々な動向や専門家

の知見も取り入れた各種データの発信などを通じて、防災に対する関心を高め、防災知識を普及

させる。 

２ 市は、災害による人的被害を減らすには、市民等の避難行動が基本であり、「自らの命は自ら

が守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとることや、警報等や避難指示等の意味と内

容の説明など、啓発活動を市民等に対して行う。 

３ 市は、指定避難所や、仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者等が性

犯罪やＤＶの被害に遭わないよう、お互いに助け合いを促す環境づくりに努める。 

第３ 普及の内容 

防災知識の普及内容は、概ね次のとおりである。 

１ 地域防災計画の概要 

２ 気象等に関する知識 

３ 危険物等に関する知識 

４ 災害に対する心構え 

 

(1) 平時の心得「自らの身の安全は、自らが守る」（非常持出品の準備） 

(2) 最低３日間、推奨１週間分の水・食料・簡易トイレ・1トイレットペーパーなどの

備蓄やローリングストックの実施 

(3) 給水用の 10 リットル～20 リットル入りポリ容器の準備 

(4) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

(5) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

(6) 災害発生時の心得 

(7) 警報等発表時、高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保の発令時にとるべき行動、

避難場所での行動や周囲の状況等により、避難がかえって危険を伴う場合の行動 

(8) 災害時の家族内の連絡体制の整備 

(9) 各機関の防災対策 

(10) その他必要な事項 

 

５ 過去の主な被害事例 

６ 浸水想定区域、土砂災害危険箇所 

７ 指定緊急避難場所、指定避難所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避難場所、避
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難経路等 

８ 飼い主による家庭用動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

９ その他災害に関する知識 

第４ 普及の方法 

防災知識の普及方法は、概ね次のとおりである。 

１ 市の広報媒体の活用 

２ 講習会、講演会、実地研修等の開催（要配慮者にも十分配慮する。） 

３ 災害時サポートガイド等の配布 

４ 報道機関を通じた広報 

５ 防災訓練の実施 

６ 防災知識啓発行事の開催 

７ 市民、県民運動としての地域的取組の推進 

８ SNS 等を活用した情報発信 

第５ 防災関係職員の防災研修 

市は、防災業務に従事する職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、各機関における

防災活動の円滑な実施を期するため、専門家の知見を活用するほか、次により防災研修の徹底を

図る。 

 

研修の方法 

１ 講習会、講演会等の開催 

２ 見学、現地調査等の実施 

３ 防災活動手引書等の配布 

４ 訓練による実践的研修 

研修の内容 

１ 市地域防災計画およびこれに伴う各機関の防災体制と任務分担 

２ 非常参集の方法 

３ 災害の特性 

４ 防災知識の技術 

５ 防災関係法令の運用 

６ その他必要となる事項 

 

第６ 学校における防災教育 

１ 市は、学校における体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整

理、防災教育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努める。 

特に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては，避難訓練と合わせた防災教育の実施に

努める。また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュ

アルの策定が行われるよう促す。 
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２ 児童生徒に対しての防災教育児童生徒に対しての防災教育を推進し、防災知識の普及啓発、実

践的な行動力の修得等を図る。 

(1) 学校教育における防災知識の指導 

(2) 防災訓練の実施 

(3) 学校行事等における指導 

３ 市は、教職員に対して防災に関する知識の普及を図るとともに、応急時における処置方法を研

修する。 

第７ 防災上重要な施設の管理者等の防災教育 

防災関係機関は、防災上重要な施設や危険物を有する施設等の管理者に対して、施設の耐震化

の促進や災害時の防災教育を実施する。 

第８ 要配慮者に対する防災知識の普及 

要配慮者に対する防災知識の普及については、本章第２２節「要配慮者災害予防計画」によ

る。 

第９ 災害教訓の伝承 

１ 市民は自ら災害教訓の伝承に努める。 

２ 市および県は、災害教訓の伝承の必要性について啓発を行う。 

３ 大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により市民が

災害教訓を伝承する取組を支援する。  
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第２１節 自主防災組織等整備計画 

第１ 計画の方針 

地域住民で組織する自主防災組織を育成し、防災活動が効果的に実施されるよう自主防災体制

の確立を図る。 

第２ 自主防災組織 

自主防災組織は、防災コミュニティを構成する最も重要な組織であり、各町内の自治会活動に

防災活動を取り入れるなどにより、各町内の実情に応じた組織化を図る。 

１ 平時の活動 

(1) 防災関係機関と住民との間で災害情報を正確かつ迅速に伝えるシステムの確立 

(2) 防災意識の普及 

(3) 防災訓練（避難誘導、初期消火、救出救護等）を実施 

(4) 火気使用設備器具等の点検を指導 

(5) 防災用資機材等の早急な整備および点検 

(6) 住民が非常食・救急医薬品等を常時、備蓄するよう指導 

(7) 住民参加のもとで地域ぐるみの安全点検の実施 

(8) 要配慮者の把握 

２ 災害発生時の活動 

(1) 地域内の被害状況および必要な情報を収集し、市などに通報 

(2) 防災関係機関からの災害に関する情報を地域住民に伝達 

(3) 被災者の救出救護 

(4) 各家庭に対し、出火防止の呼びかけ 

(5) 出火した場合の初期消火 

(6) 要配慮者を含む地域住民の避難誘導 

(7) その他、防災関係機関の行う応急対策活動に協力 

第３ 市の措置 

１ 市は、さまざまな機会をとらえて自主防災組織の組織づくりを推進する。 

２ 市は、自主防災に関する認識を深め、自主防災組織を充実するために、研修会を開催し、活動

の中心となる防災リーダーを育成する。 

３ 自主防災組織の災害発生時の初期活動を迅速・効果的に行うため、必要な防災資機材の助成を

行う。 

４ 市は、各町内において自主防災組織の必要性および災害時の自助・共助・協働の重要性につい

て、出前講座等を開催する。 

第４ 事業所等における防災活動の推進 

１ 活動内容 

事業所等は、それぞれの実情に応じた防災計画に基づき、効果的な防災活動を行うよう努め
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る。また、生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生を十分に考

慮し、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努める。 

(1) 平時の活動 

ア 防災関係機関と事業所等の間で災害情報を正確かつ迅速に伝えるシステムを確立と地域と

の連携の強化 

イ 従業員等に対し、防災教育の実施 

ウ 防災訓練の実施 

エ 火気使用設備器具等の点検 

オ 消防用設備等の整備、点検 

(2) 災害発生時の活動 

ア 事業所内で災害が発生した場合は直ちに防災関係機関に通報 

イ 地域における防災活動に積極的に協力 

ウ 火災が発生した場合は、初期消火活動を実施 

エ 避難誘導措置 

オ 負傷者の救出救護 

カ その他、防災関係機関の行う応急対策活動への協力 

２ 市の措置 

(1) 特定の危険物等を取り扱う事業所および多数の者が利用する施設等については、消防法によ

り消防計画を作成し、自衛消防組織を設置することが義務付けられているが、それ以外の組織

についても自衛消防組織の設置を推進するため、市は指導に努める。 

(2) 市は、事業者等が組織する自衛消防組織の組織率向上や事業者等の事業継続計画（ＢＣＰ）

策定に向けて、商工団体、事業者団体、地域団体等を通じた指導や広報を推進するとともに、

活動の活性化のため、リーダーの育成等に努める。 

第５ 自主防災組織と自衛消防組織の連携 

市は、事業所における自衛消防組織が、地域における自主防災組織と連携を強め、一体的に防

災活動が実施できるよう体制づくりを進める。 

第６ 地区防災計画の作成 

１ 市内における各地区の住民および事業所を有する事業者は、地区における防災力の向上を図る

ため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防

災活動の推進に努める。 

この場合、必要に応じて、地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区

防災計画の素案として防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。 

２ 市は、本計画に地区防災計画を位置づけるよう市内の一定地区内の住民および当該地区に事業

所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防災計画を

定める。  
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第２２節 要配慮者災害予防計画 

第１ 計画の方針 

高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者に配慮した災害予防対策を推進する。 

第２ 高齢者、障がい者に配慮したまちづくり 

１ 福祉のまちづくりの推進 

(1) 市は、高齢者や障がい者の社会参加の基盤となる生活環境の改善について、地域社会全体と

して推進するため、「福井県福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者や障がい者に配慮した

まちづくりを進める。 

(2) 市は、ご近所福祉ネットワークを推進し、地域での要配慮者の支えあい対策を進める。 

(3) 市は、町内における顔の見える関係の構築に努める。 

２ 避難路の整備および確保 

(1) 市は、要配慮者利用施設から避難所に至るまでの経路を各施設において点検し、避難する際

に障害となる物を除去するなど、避難路の安全確保を図る。 

(2) 市は、不特定多数の人が利用する公共施設において、目や耳の不自由な人のため、光と音を

使った非常時用の避難誘導システムの導入を促進するよう検討する。 

第３ 災害応急体制の整備 

１ 要配慮者利用施設の防災化 

市および県は、要配慮者利用施設の管理者は、耐震診断やその結果に基づく計画的な改修を実

施し、要配慮者利用施設の耐震化を図るなど防災化のための施設設備の整備を行う。 

２ 管理体制の整備 

要配慮者利用施設の管理者は、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成

するとともに、夜間等における災害発生時に的確な対応がとれるよう、災害が発生した場合の職

員動員体制、発生時の初動対応等を定めておく。 

３ 緊急連絡体制の整備 

要配慮者利用施設等の管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期連絡が可能な非常通

報装置の設置に努める。 

第４ 地域ぐるみの救護体制の整備 

要配慮者は、災害時に自らの安否を連絡できるよう、近隣の住民や近隣の要配慮者利用施設等

とのつながりを保つよう努める。 

１ 鯖江市避難行動要支援者避難支援プランの整備 

市は、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、福祉専門職等の避難支援等に携わる関係者と

連携して、要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ

迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）に対

して複数の避難支援者を定める等、具体的な避難支援計画として「鯖江市避難行動要支援者避難

支援プラン」（以下「避難支援プラン」という。）を整備する。 

２ 避難行動要支援者名簿の作成・更新 
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(1) 市は、要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ

迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）を

適切に避難誘導し、安否確認等を行うため、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平時

より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。 

(2) 市は、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、福祉専門職等の避難支援等に携わる関係者

と連携して、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な

避難支援計画（以下「個別避難計画」という。）を整備するよう努める。 

(3) 市は、個別避難計画について、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや

更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新する

とともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても計画の活用に支障が生じないよう、個

別避難計画情報の適切な管理に努める。 

(4) 市は、避難行動要支援者名簿等について、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難

支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の

被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管

理に努める。 

(5) 市は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿および個別避難計画

の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する。 

３ 避難行動要支援者の範囲 

(1) 在宅の身体障がい者（身体障害者手帳所持者のうち肢体、視覚・聴覚の者〔1～2級〕） 

(2) 在宅の知的障がい者（療育手帳所持者 A1、A2） 

(3) 在宅の精神障がい者（精神保健福祉手帳所持者 1級） 

(4) 在宅の介護保険における要介護３以上の認定者 

(5) ７５歳以上の高齢者のみの世帯員で親族の支援がなく、親族以外の第三者の支援がないと避

難できない者（同意者のみ） 

※ 施設入所や長期入院の者、日中のみ高齢者世帯になる者、ほぼ毎日親族と交流がある者は

対象外 

(6) その他援護を必要とする者で、市長が特に必要と認めた者 

４ 避難行動要支援者名簿の提供等 

(1) 市は、災害の発生、または発生する恐れがある場合に備え、必要な限度で、避難支援等関係

者に対し、名簿情報を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安

否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 

ただし、名簿情報を提供することについて本人の同意が得られていた場合に限る。 

(2) 市は、真に避難支援が必要な方を洗い出すことを目的に、条例の定めにより、必要な限度

で、区長および民生委員・児童委員に対して名簿情報を提供する。 

(3) 市は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、避難行動要支援者の生命ま
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たは身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意の有無に関わ

らず、必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。 

なお、名簿情報の提供にあたっては、提供先に守秘義務の厳守を指導する等、名簿情報の漏

えい防止のための措置を講じる。 

(4) 避難支援等関係者となる者 

ア 消防機関 

イ 警察機関 

ウ 民生委員・児童委員 

エ 社会福祉協議会 

オ 区長 

カ 町内会・自主防災組織および防災・福祉委員会 

キ 支援者 

ク ケアマネジャー・相談支援専門員および指定福祉避難所に指定された事業所 

ケ 区長または自主防災組織の長が指名した者 

５ 名簿作成に必要な個人情報およびその入手方法 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、または記録

する。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所または居所 

(5) 電話番号その他の連絡先 

(6) 避難支援等を必要とする事由 

(7) 町内会名 

(8) 緊急連絡先の氏名、住所、電話番号、対象者との関係 

(9) 担当するケアマネジャーまたは相談支援専門員の事業所名 

(10) その他避難支援等の実施に関し、必要と認める事項 

市は、名簿の作成に必要な個人情報の収集方法について、基本法に基づき、関係課で把握し

ている情報の集約、または県および関係者に対して情報提供を求めることにより取得する。 

６ 避難支援等関係者の安全確保 

市は、避難行動要支援者に対する支援については、避難支援等関係者の安全が確保できる範囲

とし、避難行動要支援者の理解が得られるように努める。 

第５ 在宅者対策 

１ 避難行動要支援者避難支援プランの更新 

市は、防災関係機関、福祉関係機関および自主防災組織などと連携し、避難行動要支援者に関
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する情報（住所、情報伝達体制、必要な支援内容）を、個人情報保護に配慮した上で、平時から

電子データ、ファイル等で管理するとともに、一人ひとりに対して複数の避難支援者を設定する

等、避難行動要支援者避難支援プラン（以下「避難支援プラン」という。）に基づき、随時更新

を行う。 

２ 防災知識の普及、啓発 

一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者等に対して、災害時における的確な対応能力を高めるため

防災知識の普及、啓発に努める。 

特に消防機関は、消防団等と役割分担のうえ、ひとり暮らし高齢者宅等を訪問し、防災等の相

談を行うとともに、必要に応じて防災環境の整備について指導を行う。 

第６ 要配慮者に配慮した情報伝達体制の整備 

１ 基本方針 

災害発生時は、被災者等に対して適宜、適切な情報提供、意思疎通が必要となることから、要

配慮者にも配慮した情報伝達体制の整備を図る。 

２ 必要な施策の実施 

(1) 市は、障害の種類および程度に応じて要配慮者が防災および防犯に関する情報を迅速かつ確

実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備または機器の設置の推進そ

の他の必要な施策を実施する。 

(2) 市は、障害の種類および程度に応じて要配慮者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速か

つ確実に行うことができるようにするため、コミュニティ放送局や文字放送受信装置など、多

様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を実施する。 

３ 手話通訳等の活用 

市は関係機関と連携し、災害時の情報伝達について、テレビ媒体での手話通訳や外国語放送・

文字放送の積極的な活用を図るとともに、携帯電話メール等による避難情報の提供、避難所等で

の文字媒体の活用等、迅速・確実な情報取得のための設備・機器（電光掲示板等）の設置につい

ても検討し、具体化を図る。 

また、手話通訳者等の育成を図り、地域ごとの手話通訳者を予め確保する。 

第７ 避難所の整備 

１ 市は、災害時に避難所となる施設の管理者は、要配慮者の利用を考慮して施設の整備に努め

る。 

２ 市は、病院、社会福祉施設、民間宿泊施設、近隣ビルの高所等の避難場所（一時的な避難場所

を含む）への活用について、管理者の理解が得られるよう努める。 

第８ 福祉避難所の確保 

市は、要配慮者が必要な生活支援や相談等が受けられ、安心して生活ができる体制が整備され

た避難所（以下、指定福祉避難所という。）の確保に努める。 

１ 指定福祉避難所の指定 
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市は、指定福祉避難所の指定を行う場合、原則として、耐震・耐火構造で、バリアフリー化さ

れた社会福祉施設等を指定する。また、指定福祉避難所に受入を想定していない避難者が避難し

ないよう、受入対象者を特定して公示する。 

２ 指定福祉避難所と個別避難計画の関連性 

市は、指定福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成

し、要配慮者の避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努める。 

３ 二次避難所の確保 

市は、二次避難所としてホテル等との活用を進めるとともに、協定福祉避難所の整備に努め

る。 

第９ 防災知識の普及 

１ 要配慮者に対する防災知識の普及啓発 

(1) 要配慮者の実情に配慮した防災知識の普及啓発の実施 

(2) 防災と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携による、高齢者の避難行動

に対する理解の促進 

２ 社会福祉施設および事業所等の防災知識の普及啓発 

社会福祉施設や要配慮者を雇用している事業所等の管理者は、施設職員や入所者等に対し、マ

ニュアル等に基づく防災訓練を実施するなど防災教育の充実を図る。 

第１０ 防災訓練における配慮事項 

１ 市は、防災訓練を実施する際、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の

多様なニーズに十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 

２ 市および県は、要配慮者利用施設の避難確保計画や避難訓練の実施状況等について、定期的

に確認するよう努める。また市は、当該施設の所有者または管理者に対して、必要に応じて、

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

第１１ 要配慮者に対する災害対策の配慮 

市は、各災害対策を講じるにあたっては、要配慮者のための二次避難所の確保など要配慮者に

配慮する。 

１ 要配慮者の安否確認や必要な支援の内容の把握 

２ 生活支援のための人材確保 

３ 障がいの状況等に応じた情報提供 

４ 乳児用粉ミルク・液体ミルク（乳アレルギーに対応したものを含む。）や柔らかい食品など特

別な食糧を必要とするものに対する当該食糧の確保、提供 

５ 避難所・居宅への必要な資機材の設置・配布 

６ 避難所・居宅への相談員の巡回による生活状況の確認、健康相談の実施 

７ 避難所または在宅の要配慮者のうち、第二次避難を要する者についての該当施設への受入れ要

請の実施（二次避難所の設置を含む。） 
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８ 精神的ケアやメンタルヘルスに関する支援体制の整備 

９ 避難所のレイアウト計画段階でのゾーニング（動線・音・視線の配慮等）の検討 

10 宗教に合わせた非常食や資機材、スペースの確保 

第１２ 外国人に係る対策 

１ 防災知識の普及啓発 

市、鯖江市国際交流協会と協力し、外国人への災害時に取るべき行動や防災知識の普及啓発を

「やさしい日本語」等を活用して推進する。 

２ 外国人を含めた防災訓練等の実施 

市は、防災訓練を実施する際、外国人の参加を呼びかけるなど、地域において外国人を支援す

る体制が整備されるよう努める。 

３ 外国人相談体制の充実 

市および鯖江市国際交流協会は、防災を含む日常生活の中での様々な問題について、気軽に相

談し、適切な助言が受けられるように相談窓口の充実を図る。  
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第２３節 ボランティア活動支援計画 

第１ 計画の方針 

市は、災害時には、行政や関係機関による防災活動だけでなく、地域住民や地域外からのボラ

ンティアによる各種の活動が重要であることから、その確保と活動の活性化、円滑化を図るた

め、ボランティア意識の普及啓発や各種講座の開催、既存のボランティアの活用等を推進する。 

第２ 既存ボランティアの活用 

１ 既存ボランティアの活用 

市は、災害時のボランティアの確保とボランティア活動への参加の促進のため、登録または組

織化されている既存の各種のボランティア団体に対し、災害時におけるボランティア活動の参画

を働きかけるとともに、広報や普及啓発活動等により福井県社会貢献活動支援ネットへの登録者

の増加を図る。 

２ 災害ボランティア活動の参加の促進 

市は、企業や各種団体に対して、災害ボランティア活動の参加を呼びかけるとともに、ボラン

ティアセンターの活用と外国人通訳も視野にいれた対応を図る。 

第３ リーダー、コーディネーター等の養成 

市は、ボランティア活動のリーダー、コーディネーター、アドバイザーの養成等を県と連絡し

て行うほか、ボランティア希望者に対する講座開催の情報提供等によりグループづくりの支援を

行う。 

第４ 災害時支援ボランティアの活動運営・広域応援（派遣・受入れ）体制の整備 

１ 環境整備 

市および市社会福祉協議会は、災害時にボランティア活動が円滑に実施されるよう、ボランテ

ィア自身による自主的な活動運営の環境を整備するとともに、他地域との連携を図る。 

２ 応援、調整組織に対する支援 

市は、災害支援のボランティアの活動を円滑化するために、行政とボランティア団体が協働し

て活動を調整することが望ましいため、防災活動拠点基地にボランティアセンター等を設置する

とともに、活動が円滑に行われるよう環境整備を進める。 

３ 広域応援体制の整備 

市は、災害時のボランティア活動を円滑に立ち上げて実施するためには、ボランティアの斡旋

や隣接の場合のサポートも含め、あらかじめ相互に可能な事項を確認して、市町相互による広域

的な応援協定や遠隔地との応援体制を整備する。 

４ 災害ボランティアセンター 

市は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るためこの計画等において、災害ボランテ

ィアセンターの運営者である鯖江市社会福祉協議会と「鯖江市災害ボランティアセンター連絡

会」を開催し、平時から役割分担等を定めるよう努める。 
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第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 緊急活動体制計画 

第１ 計画の方針 

市および防災関係機関は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、迅速か

つ的確に応急対策を行い、災害の拡大を防止するために必要な事項について定める。 

第２ 鯖江市災害対策本部 

１ 設置および廃止基準 

市長は、次の場合に災害対策本部（以下「本部」という。）を設置または廃止する。 

(1) 設置 

ア 市に特別警報が発表された場合 

イ 大規模かつ広範囲にわたる災害が発生し、または発生するおそれがある場合 

ウ 避難指示および緊急安全確保を発令する場合 

エ その他災害対策本部の設置の必要がある場合 

(2) 廃止 

ア 災害応急対策がおおむね完了した場合 

イ 災害の発生するおそれがなくなった場合 

２ 設置場所 

本部は、鯖江市役所に設置する。 

ただし、市庁舎が被災し、使用不可能の場合は、被災を逃れた近くの公共施設等を使用し、職

員、市民および防災関係機関に周知する。 

３ 防災関係機関への通知 

災害対策本部が設置された場合、直ちに県および防災関係機関にその旨を通知または報告する。 

４ 設置の公表 

災害対策本部を設置したときは、本部の標識を市庁舎正面玄関に掲示する。 

５ 組織、事務分掌等 

(1) 本部長（市長）は、本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

(2) 副本部長（副市長）は、本部長を補佐し、本部長の事故のときはその職務を代理する。 

(3) 副本部長代理（危機管理監）は、本部長および副本部長に事故があるときはその職務を代理

する。 

(4) 本部に参与を置き、教育長を充てる。 

(5) 本部に本部付を置き、鯖江・丹生消防組合消防本部次長を充てる。 

(6) 本部に次の部を置き、各部の長は次に掲げるものを充て、本部員として部の事務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 



- 69 - 
 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

災害対策本部 

設置時の部名 
部長名 

総務部 総務部長 産業交流部 産業交流部長 

政策経営部 政策経営部長 都市整備部 都市整備部長 

市民生活部 市民生活部長 教育部 教育委員会事務部長 

健康福祉部 健康福祉部長 支援部 議会事務局長 

 

(7) 各部に班を置き、その主な事務分掌は資料編に記載のとおりとする。 

(8) 本部は、本部長、副本部長、参与、本部付および本部員をもって組織する。この場合におい

て、本部長は必要により班長その他の班員を会議に出席させることができる。 

(9) 本部会議に本部員付を置き、職員課長、秘書広報課長および土木課長を充てる。 

(10) 必要に応じて本部長は本部の設置前に本部員等を招集し、本部員会議を開催することができ

る。 

(11) 本部の組織図については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 水防本部（災害警戒本部） 

１ 設置および廃止基準 

市長は、次の場合に水防本部を設置または廃止する。 

(1) 設置 

鯖江市水防計画に定める基準に達した場合 

(2) 廃止 

ア 災害応急対策がおおむね完了した場合 

現地対策本部 

避難所運営班 
班 長 

本部長（市長） 

副本部長（副市長） 

参 与（教育長） 

副本部長代理（危機管理監） 

本部員付 
（職員課長 
秘書広聴課長 
土木課長） 

本部付 
（鯖江・丹生消防組合消防本部次長） 

本部員（部長） 
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イ 災害の発生するおそれがなくなった場合 

ウ 鯖江市災害対策本部が設置された場合（同本部に統合される） 

２ 設置場所 

本部は、鯖江市役所に設置する。 

３ 組織 

鯖江市災害対策本部の組織と同様とする。 

第４ 雪害対策本部（災害警戒本部） 

１ 設置および廃止基準 

市長は、次の場合に雪害対策本部を設置または廃止する。 

(1) 設置 

鯖江市雪害対策要綱に定める基準に達した場合 

(2) 廃止 

ア 災害応急対策がおおむね完了した場合 

イ 災害の発生するおそれがなくなった場合 

ウ 鯖江市災害対策本部が設置された場合（同本部に統合される） 

２ 設置場所 

本部は、鯖江市役所に設置する。 

３ 組織 

鯖江市災害対策本部の組織と同様とする。 

第５ 職員配備体制 

１ 配備体制 

災害に対する本市の配備体制は、本部設置前において注意体制、警戒体制、本部設置後におい

て第１配備、第２配備、第３配備とし、災害の規模に応じ順次移動しうる体制とする。 

(1) 本部設置前 

種別 配備時期 配備内容 

注意体制 
気象、洪水等の注意報が発表され災害

の発生が予想されるとき。 

防災担当部局等の職員による情報連絡活動が

円滑に行いうる体制 

警戒体制 

１ 気象等の警報が発表され、災害の

発生するおそれがあるとき。 

２ 小規模の災害が発生したとき。 

上記の配備を強化し、小規模の災害応急対策

を実施するとともに、災害対策本部の設置の

場合に備える体制 
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(2) 本部設置後 

種別 配備時期 配備内容 

第１配備 

１ 小規模の災害が発生し、さらに被害の

拡大のおそれがあるとき。 

２ 相当規模の災害の発生が予想されると

き。 

３ その他本部長が必要と認めたとき。 

関係部（班）の職員による情報連絡活動

および相当規模の災害応急対策を実施す

る体制とし、さらに第２配備体制に円滑

に移行しうる体制 

第２配備 

１ 相当規模の災害が発生したとき。 

２ 局部的であるが、大規模の災害が予想

されるとき。 

３ その他本部長が必要と認めたとき。 

各部（班）の必要人員をもってあたるも

ので、事態の推移に伴い、速やかに第３

配備体制に切り替えうる体制 

第３配備 
１ 大規模の災害が発生したとき。 

２ その他本部長が必要と認めたとき。 

本部の全力をあげて防災活動を実施する

体制 

 

２ 配備体制の決定 

市長は、災害の発生が予想される場合または災害の状況により配備体制を決定する。 

３ 配備の方法 

(1) 職員の配置は、市長の指令により各部長が行う。 

(2) 各部長は、職員を配備したときはその状況を市長に報告する。 

４ 職員の参集 

職員は、災害応急対策活動を迅速確実に実施するため、次により参集および招集する。 

(1) 緊急参集 

防災担当部局の職員は、勤務時間以外または休日等において災害が発生し、または発生のお

それがあることを覚知したときは、直ちに登庁する。 

(2) 非常招集 

ア 招集体制の確立 

各課は、勤務時間以外または休日等においても、注意報、警報が発せられた場合、遅滞な

く職員の招集が行われるよう職員を自宅待機させるとともに職員の招集順位、連絡方法等招

集体制を確立する。 

イ 招集の実施者 

各部内の招集は、各部長が行う。 

ウ 招集の方法 

職員の招集にあたっては、電話、メールまたは急使を派遣するなどの方法で行う。 
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５ 応援のための動員 

災害対策活動を行うにあたり、各部課(班)の職員では不足する場合は、当該部長は、市長に対

し応援のための動員を求める。この場合、市長は、余剰人員およびその他の職員に応援を命ず

る。 

第６ 現地対策本部 

１ 災害状況により市長が必要と認めたときは、現地対策本部（以下「基地」という｡）を置き、応

急対策実施の指揮および現地での応急対策活動に係わる関係機関との連絡調整活動（応援要請等

を除く｡）を行うとともに、市長に応急対策の実施状況を報告する。 

また、基地の廃止は、状況に応じ市長が決定する。 

２ 基地は、各地区公民館（公民館に設置できないときは、最寄りの公共施設）に設置する。３ 

基地に、所長、副所長その他の職員を置き、あらかじめ市長が任命する。 

 

 

 

 

 

 

 

職員の業務分担、編成等は、災害の状況に応じ、所長が指示決定する。 

所長、副所長に事故あるときは、上席職員が職務を代理する。 

４ 基地の業務は次のとおりとする。 

本部との連絡調整に関すること。 

ただし、通信途絶のときは、次の要領で本部に伝令員を派遣すること。 

(1) 基地を設置したとき 

(2) 基地を設置してから２時間後 

(3) その他重要な情報を入手したとき 

ア 区長等地区関係者との連絡調整に関すること 

イ 避難所（自主避難所を含む）の開設要請および連絡調整に関すること 

ウ 被害状況等の情報収集に関すること 

エ この計画に定める応急対策活動の実施に関すること 

オ その他基地の運営に関すること 

第７ 防災関係機関相互の連絡調整体制への参加 

市は、防災関係機関相互の連絡調整体制を確保するため、県と協議し、県が設置する「災害対

策連絡調整会議」に参加し、情報の共有および活動の調整を図る。 

 

基 地 要 員 

各班支援職員 

避 難 所 要 員 副 所 長 所 長 
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第８ 合同調整所の設置 

市は、必要に応じて合同調整所を設置し、災害現場で活動する警察・消防・自衛隊の部隊の活

動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有および活動調整を行う。ま

た、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連

携して活動する。 

第９ 複合災害発生時の体制 

市は、複合災害が発生した場合、対策本部で想定している班や要員の重複を調整し、一元的に

災害対応を行うための体制づくりに努め、現地対策本部についても、同様の対応を行う。 
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第２節 防災関係機関応援計画 

第１ 計画の方針 

災害時において他の機関の協力を求め、広域的な応援による災害対策を実施する体制を整備す

る。 

第２ 災害対策基本法に基づく応援協力等の要請 

１ 応援要請の判断 

市は、応急対策活動を実施するにあたり、本市だけ対応では困難と判断した場合、県および他

自治体などに対し、応援要請を行う。 

２ 応援要請の順位 

応援要請は、被災の範囲・被害規模等の状況に応じ、次の順位により要請する。 

(1) 県内相互応援 

災対法、消防組織法、県・市町村災害時相互応援協定、福井県広域消防相互応援協定に基づ

く要請を行う。 

(2) 県外からの応援 

市は、県外からの応援を行う場合、災害時相互応援協定に基づき協定締結都市に最初に要請

を行う。 

３ 受入れ体制 

   応援の受入れは次の原則に従い、担当部署を明確化する。 

(1) 警察、消防の応援隊はそれぞれの機関が受け入れる。 

(2) 自衛隊の受入れは、基本的には市が行い、広域にわたる場合は県が受け入れる。 

(3) 自治体および行政ボランティアの受入れは、市および県が行う。 

(4) 民間ボランティアの受入れは、災害ボランティアセンターが行う。 

４ 防災活動拠点 

適切な役割分担のもとに大規模災害時に長期的な物資の流通配給拠点、各種の応援部隊、ボラ

ンティア等の活動拠点、救急・救護の活動拠点となるスペースを西山公園区域内に確保する。 

５ 防災機関の応援等 

(1) 市町への要請 

市は「福井県・市町村災害相互応援協定」に基づき、県内の市町に応援を求める。 

ア 災害の状況および応援を求める理由 

イ 応援を希望する機関名 

ウ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量ならびに応援人員 

エ 応援を必要とする場所および活動の具体的内容 

(2) 県外市町村への要請 

市は、県外の市町村との個別協定に基づき、応援を要請する。その際、県に対して報告す

る。 
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(3) 県への要請 

ア 職員の斡旋 

市は、災害応急対策または災害復旧のため、必要があると認めたときは、県に対して必要

な事項を示し関係指定地方行政機関または指定公共機関の職員の派遣について斡旋を求め

る。 

イ 災害応急対策 

市は、災害応急対策を実施するため必要があるときは、県に必要な事項を明らかにして応

援または実施を要請する。 

ウ 災害救助法の適用 

(ｱ) 災害発生の日時および場所 

(ｲ) 災害の原因および被害の状況 

(ｳ) 適用を要請する理由 

(ｴ) 適用を必要とする期間 

(ｵ) 既に行った救助措置および行おうとする救助措置 

エ 被災者の他地区への移送要請 

(ｱ) 移送を必要とする被災者の数 

(ｲ) 希望する移送先と被災者を収容する期間 

オ 応援要請または応急処理の実施要請（災対法第 68条） 

(ｱ) 災害の状況および応援または応急処置の実施を求める理由 

(ｲ) 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量 

(ｳ) 応援を必要とする場所、期間 

(4) 指定地方行政機関等に対する場合 

市は、応急対策または災害復旧のため、必要があると認めたときは、関係指定地方行政機関

または関係指定公共機関に対し、必要な事項を明らかにして職員の派遣を要請する。 

ア 災害の状況および応援または応急処置の実施を求める理由 

イ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量 

ウ 応援を必要とする場所、機関 

(5) 民間団体等への要請 

市は、応急対策または災害復旧のため、必要があると認めたときは、民間団体等に協力を要

請する。 

６ 消防の応援 

(1) 県内市町消防への要請 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、単独で対処不可能な地震火災が発生した場合は、福井県広

域消防相互応援協定に基づき他の市町に応援要請を行う。 
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(2) 他都道府県消防機関への要請 

本部長は、他の都道府県消防機関の応援が必要なときは、消防組織法第 44条の規定に基づ

き必要な事項を明らかにし、県を通じて消防庁長官に緊急消防援助隊の出動等を要請する。 

７ 自衛隊の災害派遣 

市は、災害の発生により市民の生命または財産の保護のため、必要があると認めるときは、本

章２６節により、県に対し自衛隊の派遣を要請する。ただし、災害状況から事態が切迫し、県と

連絡がとれない場合などは、直接、自衛隊に災害派遣の通知を行い、事後、県に対して速やかに

所定の手続をとる。この場合において、市長は、必要に応じて、その旨および市の地域に係る災

害の状況を自衛隊に報告する。 

第３ 各機関の協力および経費の負担 

１ 協力の実施 

(1) 各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの応急措置の実施の遂行に支障のな

い限り協力または便宣を供与する。 

(2) 各機関の協力業務の内容は、「第１章第４節防災関係機関の処理すべき事務または業務の大

綱」に定めており、協力方法は、協力方法は、要請先と協議のうえ定める。 

(3) 各機関相互の協力が円滑に行われるよう、必要に応じ事前に協議を整えておく。 

２ 経費の負担 

他市町、国または県からの派遣職員に対する給与および経費の負担方法は、災対法に定めると

ころによる。  
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第３節 通信計画 

第１ 計画の方針 

災害における通信を確保し、災害応急対策に必要なことを迅速かつ的確に行う。 

なお、次の災害時の通信連絡は、この計画に定めるほか、各々の計画に定める。 

１ 気象予警報等の収集伝達……第３章第４節「防災気象計画」 

２ 応急対策の実施に必要な情報の収集報告…第３章第５節「情報および被害状況報告計画」 

３ 被害情報の報告……第３章第５節「情報および被害状況報告計画」 

第２ 災害時における通信連絡 

１ 防災関係機関の通信方法 

災害に関して各防災関係機関が行う通信連絡は、第２章第１４節「防災関係施設設備、資機

材、物資整備等計画」掲げる情報通信設備および一般加入電話により行う。 

２ 各種通信設備の利用 

(1) 電話の優先利用 

市は、災害時において最優先に確保すべき通話を行うために、ＮＴＴ西日本（株）の承諾を

受け、一般加入電話を災害時優先電話として利用する。これによる通話は、通信網に異常ふく

そうが生じて一般の通話を規制した場合も、通話の規制を受けない。 

(2) 電報の優先利用 

非常扱い電報または緊急扱い電報を発信する場合は、、１１５番通話により行い、その際、

どちらの電報かを申し出る。 

ア 非常扱いの電報 

災害その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認められる場合、他の電報

に優先して取り扱われる。 

イ 緊急扱いの電報 

非常扱い電報で発信できるものを除き、公共の利用のために通報することを要する事項を

内容とする電報については、緊急扱い電報として取り扱われる。 

(3) 有線電気通信法に基づく有線、無線通信設備の使用 

防災関係機関は、有線電気通信法第３条第４項第３号に基づき、次に掲げる者が設置する有

線および無線通信設備を使用し、通信連絡手段を確保する。 

ただし、災対策法第 57条による警報の伝達等を行う場合は、協議して定めた手続きにより

行う。 

 

１ 警察事務を行う者 

 

４ 航空保安事務を行う者 ７ 軌道業務を行う者 

２ 消防事務を行う者 ５ 気象業務を行う者 ８ 電気業務を行う者 

３ 水防事務を行う者 ６ 鉄道業務を行う者 ９ 自衛隊 

  



- 78 - 
 

(4) 放送局の利用 

市は、災害に関する伝達、通知または警告について、放送の要請を行うときは、原則として

県を通して行うことができる。 

３ 電波法に基づく非常通信の利用 

防災関係機関は、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、または発

生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、またはこれを利用す

ることが著しく困難であるときは、電波法第 52条および第 74条ならびに非常通信規約に基づい

て非常通信を利用し、通信連絡手段の確保を図る。 

この場合において、無線局およびその他の機関は、北陸地方非常通信協議会を中心に、無線設

備の保守点検、通信訓練の実施等を通じて、非常通信の円滑な運用を期する。 

非常通報を希望する者は、非常通信用紙（別紙様式）に電報形式（片カナ）または文書形式

（通常の文書体）により、最寄りの無線局に依頼する。 

４ その他の通信連絡手段 

(1) 市は通信連絡手段が途絶、不足した場合など、必要に応じて、北陸総合通信局に対し災害対

策用移動通信機器および災害対策用移動電源車の貸出要請を行う。 

(2) 市は、通信連絡手段が途絶した場合、電気通信事業者（固定電話、携帯電話事業者）に対

し、通信設備の早期復旧、代替通信設備の設置を要請する。 

第３ 通信の統制 

通信施設の管理者は、災害の発生により有線および無線通信がふくそうした場合には、必要に

応じ適切な通信統制を実施する。  
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 非常通信協議会 

非 常 通 信 用 紙 

あ
て
先 

機関名： 

ＴＥＬ：(      )      － 

ＦＡＸ：(      )      － 

発
信
人 

発信日時   月   日   時   分 

 

機関名 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ) 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

通
報
文 

 

 

 

 

 

 

伝
達
経
路 

１ 

受信（  時  分）・送信（  時  分） 

 

機関名： 

 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ） 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

２ 

受信（  時  分）・送信（  時  分） 

 

機関名： 

 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ） 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

３ 

受信（  時  分）・送信（  時  分） 

 

機関名： 

 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ） 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

４ 

受信（  時  分）・送信（  時  分） 

 

機関名： 

 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ） 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

５ 

受信（  時  分）・送信（  時  分） 

 

機関名： 

 

（取扱者：          ） 

伝達方法：無線 有線 使送 

回線種別：（           ） 

伝達手段： 音声 ＦＡＸ 電信 映像 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

＊回線種別には使用した回線の種別を記載すること。 

＊中継依頼機関は伝達経路欄の各項目に記入の上、回送すること。 

＊ＦＡＸによる通報の場合は着信確認を行うこと。  
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第４節 防災気象計画 

第１ 計画の方針 

福井地方気象台の特別警報・警報・注意報等の発表または伝達によって、市内の異常気象等に

よる災害を防止し、または被害を軽減する。 

第２ 特別警報・警報・注意報等の発表 

１ 防災気象情報の地域細分区域 

予報区 
地域細分区域 

一次細分区域 二次細分区域 該当市町村 

福井県 

嶺北 

嶺北南部 鯖江市、越前市、池田町、南越前町 

嶺北北部 福井市、坂井市、あわら市、永平寺町、越前町 

奥越 大野市、勝山市 

嶺南 
嶺南東部 敦賀市、美浜町、若狭町 

嶺南西部 小浜市、おおい町、高浜町 

 

２ 気象注意報および気象警報の種類および発表基準 

(1) 現状 

 ア 特別警報 

種 類 発 表 基 準 

特別 

警報 

大雨 

特別警報 

・ 特に異常な大雨のため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想されたときに発表。 

・ 警戒事項ごとに大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、

大雨特別警報（土砂災害、浸水害）に細分。 

・ 警戒レベル５に相当。 

大雪 

特別警報 

・ 特に異常な大雪であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表。 

暴風 

特別警報 

・ 特に異常な暴風であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表。 

暴風雪 

特別警報 

・ 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表。 
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イ 警報 

種 類 発 表 基 準 

警報 

大雨 

警報 

・ 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 警戒事項ごとに、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報

（土砂災害、浸水害）に細分。 

・ 大雨警報（土砂災害）：土壌雨量指数が 111 で発表。警戒レベル３相当。 

・ 大雨警報（浸水害）：表面雨量指数が 17で発表。 

洪水 

警報 

・ 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 警戒レベル３に相当。 

・ 基準については、別表に記載。 

大雪 

警報 

・ 大雪により重大な災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 平地で 12時間降雪の深さが 30cm、山地で 12時間降雪の深さが 40cm の時

に発表。 

暴風 

警報 

・ 暴風により重大な災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 平均風速が 20ｍ/s の時に発表。 

暴風雪 

警報 

・ 雪を伴う暴風により重大な災害発生のおそれがあると予想されたときに発

表。 

・ 雪を伴い、平均風速が 20ｍ/s の時に発表。 

 

ウ 注意報 

種 類 発 表 基 準 

注意報 

大雨 

注意報 

・ 大雨による災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 警戒レベル２。 

・ 大雨注意報（浸水害）は表面雨量指数が９の時に発表。 

・ 大雨注意報（土砂災害は土壌雨量指数が 77の時に発表。 

洪水 

注意報 

・ 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害発生のおそれが

あると予想されたときに発表。 

・ 警戒レベル２。 

・ 発表基準は「オ（別表）洪水警報、洪水注意報の発表基準」に記載 

大雪 

注意報 

・ 大雪により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 平地で 12時間降雪の深さが 15cm、山地で 12時間降雪の深さが 20cm の時

に発表。 

強風 

注意報 

・ 強風により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 平均風速が 12ｍ/s の時に発表。 

風雪 

注意報 

・ 雪を伴う強風により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 雪を伴い、平均風速が 12ｍ/s の時に発表。 
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種 類 発 表 基 準 

注意報 

濃霧 

注意報 

・ 濃い霧により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 視程が 100ｍ以下の場合に発表。 

雷 

注意報 

・ 落雷により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ 発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」による

災害についての注意喚起が付加されることもある。 

・ 急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥 

注意報 

・ 空気の乾燥により災害発生（火災）のおそれがあると予想されたときに発

表。 

・ 最小湿度が 30％で、実効湿度が 65％の時に発表。 

なだれ 

注意報 

・ 「なだれ」により災害発生のおそれがあると予想されたときに発表。 

・ ２４時間降雪の深さが 50ｃｍ以上である場合に発表。 

・ 積雪が 100cm 以上であって最高気温が 10 度以上の場合に発表。 

着氷 

(着雪) 

注意報 

・ 著しい着氷（着雪）により災害発生（通信線や送電線などへの被害）のお

それがあると予想されたときに発表。 

融雪 

注意報 

・ 融雪により災害発生（浸水、土砂災害などの災害）のおそれがあると予想

されたときに発表される。 

・ 積雪地域の日平均気温が 12 度以上の場合に発表。 

・ 積雪地域の日平均気温が 10 度以上かつ日降水量が 20mm の場合に発表。 

霜 

注意報 

・ 霜により災害発生（農作物への被害）のおそれがあると予想されたときに

発表される。 

・ 早霜期、晩霜期に最低気温が３度以下の場合に発表。 

低温 

注意報 

・ 低温により災害発生（農作物などに著しい被害や水道管凍結や破裂による

著しい被害）のおそれがあると予想されたときに発表される。 

・ ７月から８月の日平均気温が平年よりも３度以上低い日が３日以上継続し

た場合に発表。 

・ 12 月から３月の最低気温が平野部で―５度以下、山沿い以下の場合に発

表。 
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エ 防災気象情報 

種 類 発 表 基 準 等 

早期注意情報 

(警報級の可能性) 

・ ５日先までの警報級の現象の可能性がある場合に［高］、［中］の２段階

で発表。 

・ 当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ

発表単位（嶺北、嶺南）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週

間天気予報の対象地域と同じ発表単位（福井県）で発表。 

・ 大雨に関して、[高]または[中]が予想されている場合は、災害への心構

えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

全般気象情報 

北陸地方気象情報 

福井県気象情報 

・ 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起

する場合や、特別警報、警報・注意報が発表された後の経過や予想、防

災上の注意を解説する場合等に発表。 

・ 雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その

内容を補足するため「記録的な大雨に関する福井県気象情報」という表

題の気象情報が発表される。 

・ 線状降水帯が福井県内に発生した場合に「顕著な大雨に関する福井県気

象情報」という表題の気象情報が発表される。 

土砂災害警戒情報 

・ 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険をおよぼす土砂災害がいつ発

生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断

や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町を特定して警

戒を呼びかける情報で、福井県と福井気象台から共同で発表される。 

・ 市内で危険度が高まっている詳細な領域は「大雨警報（土砂災害）の危

険度分布」で確認できる。 

・ 警戒レベル４相当。 

記録的短時間 

大雨情報 

・ 県内で大雨警報発表中に、危険度分布の「危険」（紫）が出現し、かつ

数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨（1時間雨 80

ｍｍ以上）を観測（地上の雨量計による観測）または解析（気象レーダ

ーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したとき（1時間雨量 80mm 以

上）に、福井県気象情報の一種として発表される。 

・ この情報が発表されたときは、土砂災害や低地浸水、中小河川の増水、

氾濫といった災害発生につながるよう猛烈な雨が降っている状況であ

り、実際に災害発生の危険度が高まっている場所について、危険度分布

で確認する必要がある。 
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種類 発 表 基 準 等 

竜巻注意情報 

・ 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対し

て注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において

竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気

予報の発表区域（嶺北、嶺南）単位で発表される。 

・ 実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャスト

で確認することができる。 

・ 竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、そ

の周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まって

いる旨を付加した情報が天気予報の発表区域（嶺北、嶺南）単位で発表

される。この情報の有効期間は、発表から 1時間である。 

顕著な大雪 

に関する 

気象情報 

・ 特別豪雪地帯、豪雪地帯の一部において短時間に顕著な降雪が観測さ

れ、今後も継続すると見込まれる場合に、気象台から発表される情報で

ある。（鯖江市は豪雪地帯である） 

・ 過去 6時間に顕著な降雪が観測された上、その後も大雪警報の発表基準

を一定量上回ると見込まれる場合に、大規模な交通障害などへの警戒を

呼びかける。 

・ 当情報は降雪量を基準としており、積雪深を基準とする大雪特別警報と

は性質が異なる。 

指定河川洪水予報 

・ 河川の増水や氾濫などに対する水防活動のため、あらかじめ指定した河

川について、区間を決めて水位または流量を示して発表する警報および

注意報である。警戒レベル２～５に相当する。 

火災気象通報 

・ 消防法の規定（消防法第 22 条）により行う通報で、気象の状況が火災

の予防上危険と認められるときに福井地方気象台が県に対して通報し、

市町に伝達される。 

 

オ （別表）洪水警報、洪水注意報の発表基準 

(ｱ)洪水警報基準 

市町を 

まとめた 

地域 

市 流域名 
流域雨量 

指数基準 

複合 

基準 

指定河川洪水予報 

による基準 

嶺北南部 鯖江市 

浅水川流域 25    7, 22.5  

九頭竜川水系 

日野川中流 

［糺橋］ 

  

九頭竜川水系 

足羽川 

［九十九橋］ 

穴田川流域 9.5    

鞍谷川流域 19.8  7, 13.4  

河和田川流域 11.1  7, 9.9  

吉野瀬川流域 13.7    

天神川流域 3.9  7, 3.4  

神通川流域 7.1    

日野川流域   7, 32.5  
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(ｲ) 洪水注意報基準 

市町を 

まとめた 

地域 

市 流域名 
流域雨量 

指数基準 

複合 

基準※ 

指定河川洪水予報 

による基準 

嶺北南部 鯖江市 

浅水川流域 20    7, 16  

九頭竜川水系 

日野川中流 

［糺橋］ 

穴田川流域 7.6    

鞍谷川流域 15.8  5, 15.8  

河和田川流域 8.8  7, 7  

吉野瀬川流域 10.8    

天神川流域 3.1  7, 3  

神通川流域 5.5    

日野川流域   7, 27.9  

※流域雨量指数：河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高ま

るかを把握するための指標。 

※複合基準：複合基準は（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。 

 

 (2) 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル） 

種 類 内  容 

土砂キキクル 

  

大雨警報 

（土砂災害） 

の危険度分布 

・ 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四方の領域

ごとに 5 段階に色分けして示す情報。 

・ 2 時間先までの雨量分布および土壌雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたとき

に、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に

相当。 

「危険」（紫）  ：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

「警戒」（赤）  ：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

「注意」（黄）   ：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル 

  

大雨警報 

（浸水害） 

の危険度分布 

・ 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四方の

領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。 

・ 1 時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大

雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に

確認することができる。 

「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に

相当。 
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種 類 内  容 

洪水キキクル 

  

洪水警報 

の危険度分布 

・ 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川およびその他河

川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね 1km ご

とに５段階に色分けして示す情報。 

・ 3 時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪

水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認するこ

とができる。 

「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に

相当。 

「危険」（紫）   ：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

「警戒」（赤）   ：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

「注意」（黄）   ：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら   

            の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数

の予測値 

・ 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川およびその他河

川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測

を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す

情報。 

・ ６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに

更新している。 

 

(3) 令和８年出水期以降 

ア 警報、注意報 

警戒 

レベル 

大雨浸水 河川氾濫 土砂災害 

住民がとるべき行動 低地の浸水や 

小さな河川の氾濫 

１級河川などの 

大きな河川の氾濫 

急傾斜地の 

がけ崩れや土石流 

５相当 
レベル５ 

大雨特別警報 

レベル５ 

氾濫特別警報 

レベル５ 

土砂災害特別警報 

命の危険 

直ちに安全確保 

４相当 
レベル４ 

大雨危険警報 

レベル４ 

氾濫危険警報 

レベル４ 

土砂災害危険警報 

危険な場所から 

全員避難 

３相当 
レベル３ 

大雨警報 

レベル３ 

氾濫警報 

レベル３ 

土砂災害警報 

避難に時間を要する人は

早めに避難、避難準備など 

２ 
レベル２ 

大雨注意報 

レベル２ 

氾濫注意報 

レベル２ 

土砂災害注意報 

避難行動を確認 

（避難場所や避難ルート、

避難のタイミングなど） 

１ 早期注意情報 災害の心構えを高める 
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イ 防災気象情報 

現在の名称 新たな防災気象情報の名称 

記録的短時間大雨情報 気象防災速報(記録的短時間大雨) 

顕著な大雨に関する気象情報 気象防災速報(線状降水帯発生) 

（なし） 気象防災速報(線状降水帯直前予測) 

顕著な大雪に関する気象情報 気象防災速報(短時間大雪) 

竜巻注意情報 気象防災速報(竜巻注意/竜巻目撃) 

全般/地方/府県気象情報 気象解説情報（大雨等の要素） 

全般/地方/府県気象情報 気象解説情報（線状降水帯半日前予測） 

全般台風情報 気象解説情報(台風第〇号) 

 

第３ 警報等の伝達 

１ 福井地方気象台は、気象業務法に基づく特別警報・警報･注意報等を発表、切り替えまたは解除

したとき、専用通信設備または加入電話等を用いて、当該特別警報・警報･注意報等により措置を

行う必要のある機関へ速やかに伝達する。 

ただし、ＮＴＴ西日本（株）ヘの伝達は、特別警報・警報のみとする。 

特別警報・警報･注意報等の伝達先および伝達系統は「特別警報・警報・注意報の伝達系統図」

のとおりとする。 
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[特別警報・警報・注意報の伝達系統図] 

 

 

  

鯖江・丹生 

消防組合消防本部 

福井県出先機関 

鯖江市 

住 
 
 

民 
 
 

等 

福

井

地

方

気

象

台 

福井県 

（砂防防災課） 

○ 

ＮＴＴ西日本 (株) 
 

消防庁 
 

放 送  
日本放送協会 

福井放送局 

福 井 放 送 (株 ) 
放 送 ○ 

(株)日刊県民福井 

(株)福井新聞社 
朝日新聞福井総局 
中日新聞福井支社 

新 聞 
○ 

 
国 土 交 通 省

福井県警察本部 

北陸電力送配電(株)福井総合制御所 

西日本旅客鉄道（株） 

福井鉄道(株) 

（株）ハピラインふくい 
 

※その他防災関係機関等 

○ 

福井県 

（危機管理課） 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

◇凡例 

□ 

○ 

法令(気象業務法等)による通知系統 
 
上記通知系統で特別警報の通知 
若しくは周知の措置系統 
 

法令(気象業務法等)による公衆への

周知依頼及び周知系統 
 
その他の伝達系統 

法令（気象業務法）により、気象官署 

から特別警報・警報を受領する機関 

 
防災情報提供システム(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 
または気象庁ＨＰ 
 
県防災行政無線 
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２ 市による伝達 

(1) 特別警報の伝達 

市は県の通知事項を、可能な限り多くの手段を用いて、直ちに住民等に周知する。 

(2) 気象警報等の伝達 

市は県から通知された事項を、定める方法により、ただちに住民等に周知する。 

(3) 災害の予告にあたる重要な気象情報の伝達 

市は土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報および指定河川洪水予報等の大きな被害をも

たらす災害の予告にあたる重要な気象情報を、住民の自主避難の参考となるよう、速やかな住

民等へ伝達に努める。 

(4) 警報等気象情報の伝達 

市は、さまざまな環境下にある住民等および地方公共団体職員に対して警報等が確実に伝わ

るよう、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コミュ

ニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた

伝達手段の多重化、多様化を図る。 

第４ 洪水予報の周知 

１ 洪水予報の発表基準等 

洪水予報の対象河川、種類および発表の基準は、資料編に記載する。 

２ 洪水予報の伝達 

市は、県から通知された事項を速やかに住民および所在の官公署等へ周知する。 

第５ 消防法による火災気象通報および火災警報 

１ 火災気象通報 

市は、福井地方気象台が、気象の状況が火災の予防上危険であると認めた場合は、消防法第 22

条第１項に基づき、県を通じて通報を受ける。 

２ 火災気象通報の実施基準火災気象通報は、「乾燥注意報」および「強風注意報（陸上）」の基

準のいずれかを満たしたときとする。 

(1) 実効湿度が 65％以下で最小湿度が 30％以下になる見込みのとき 

(2) 平均風速 12m/s以上の風が１時間以上続いて吹く見込みのとき 

第６ 異常現象発見者の通報義務 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、災対法第 54条に基づき、遅滞なくそ

の旨を市または警察に通報する。通報を受けた警察は、その旨を速やかに市に通報し、市は速や

かに県および福井地方気象台およびその他の関係機関に通報する。 
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[異常現象発見者の通報図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県および福井地方気象台等に通報すべき事項 

(1) 異常な増水、山崩れ、地すべり、堤防決壊、なだれ等で大きな災害となるおそれがあると

き。 

(2) 竜巻、強いひょうがあったとき。 

(3) 火災があったとき。 

(4) その他災害に関する異常な現象があったとき。 

２ 市から県、福井地方気象台および関係機関への通報は、第３章第５節「情報および被害状況報

告計画」に定める。  

鯖江市 福井県 

発見者 

警察 

福井地方気象台 

その他関係機関 
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第５節 情報および被害状況報告計画 

第１ 計画の方針 

災害時における被害状況の収集は、災害応急対策を迅速かつ確実に実施する基礎となるもので

あり、市および防災関係機関が、災害が発生し、またはその発生が予想される場合には、速やか

に状況を把握して関係機関に報告する。 

第２ 情報の収集および伝達 

１ 情報収集 

市は、発生した災害または発生するおそれのある災害に関する情報をもらさず収集するよう努

める。情報通信技術（ICT：Information and Communication Technology）の活用により、現場の

状況や情報伝達体制を確立する。 

また、気象警報等の発表時には、自主避難および市の避難指示等判断の目安として、おおよそ

次の事項について情報収集にあたる。 

(1) 火災の発生の状況 

(2) 建物の倒壊状況 

(3) 死者、負傷者の人的被害の発生状況 

(4) 電気・水道等の被害状況 

(5) 道路、橋梁の被害状況 

(6) 住民の動向 

(7) その他必要な事項 

２ 情報伝達 

収集した情報は、本章第６節「災害広報計画」により行う。 

３ 調査方法 

被害の状況調査は、「鯖江市被害状況報告要領」に基づいて行い、市民の生命、財産に関する

事項および市の管理する施設について、各班、基地が調査し行政管理課が集計する。 

(1) 市は、被災世帯人員等について、現地調査に加えて住民登録等の諸記録とも照合し、その正

誤を確認する。 

(2) 市は、死者および負傷者が出た場合は、その氏名、住所および年齢等を速やかに確認する。 

４ 参集途上職員の情報収集 

参集途上にある職員は、周囲の被災状況を把握し、参集後所属班長に報告し、各部は、職員の

報告内容を市長に報告する。 

５ 通信関係のボランティアの活用 

市は、大規模な災害が発生し、情報収集要員が不足した場合には、アマチュア無線利用者など

通信関係のボランティアの協力を得る。 

６ 防災関係機関の協力 

市、県および防災関係機関は、各種情報の収集について十分に連絡調整を行い、または相互に
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情報を交換して、応急対策が円滑に実施できるように協力する。 

７ 情報の優先順位 

情報収集および通報は、人的被害および住家被害に関連あるものを優先する。その他について

は本章第３節「通信計画」による。 

８ 安否不明者の情報収集 

市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）について

は、県、防災関係機関、自主防災組織の協力を得て、積極的に情報収集を行う。市は、「災害時

における安否不明者の氏名等の公表方針」に基づき、県が要救助者の迅速な把握による救助活動

の効率化・円滑化のために必要と認めた場合、住民基本台帳の閲覧制限措置の有無等を確認の

上、安否不明者の氏名等の公表を行い、その安否情報を収取・精査することにより、速やかな安

否不明者の絞り込みに努める。 

第３ 県等への報告 

市は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害、火災、土砂災害の発生状

況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する情報を含め、把握できた範囲から県へ報告す

る。通信の途絶等により県に報告できない場合は、直接国（消防庁）へ報告する。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町に住民登録を行っていることが判明した場合

には、当該登録地の市町または県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省）

に連絡する。 

１ 報告すべき災害 

(1) 災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、地滑りおよび液状化な

どのその他の異常な自然現象または大規模な事故等災対法第２条第１号に規定する原因により

生ずる被害である。 

(2) 報告の基準 

被害状況報告に当たっては、おおむね次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに報告す

る。 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

イ 市が災害対策本部を設置したもの。 

ウ 災害が２市町以上にまたがるもので、１市町における被害は軽微であっても、全県的にみ

た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの。 

エ 災害による被害に対し、国、県の特別の財政援助を要するもの。 

オ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後ア～エの要件に該当する災害に発展するお

それがあるもの。 

カ 地震が発生し、県内の区域内で震度４以上を記録したもの。 

キ その他災害の状況およびそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると認めら

れるもの。 
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ク 注意報・警報が発表された場合において発生し、上記基準に該当しないもの。 

ケ その他特に報告の指示があったもの。 

２ 調査機関 

被害状況の調査は、次の区分により実施する。 

(1) 市……………市民の生命、財産に関する事項および市町の管理する施設等 

(2) 関係機関……被害状況報告系統図に掲げる機関の管理する施設等 

３ 被害程度の認定基準 

市が被害程度の認定を行う場合は、「鯖江市被害状況報告要領」により行う。 

４ 報告の種類 

(1) 災害即報 

災害を覚知したとき、原則として覚知後 30分以内で可能な限り早く、わかる範囲で行う。 

(2) 災害確定報告 

応急対策終了後 10日以内に行う。 

(3) 災害中間報告 

毎年１月１日から 12月 10日までの災害状況について、12月 10日現在で明らかになったも

のを、１２月１５日までに行う。 

(4) 災害年報 

毎年１月１日から 12月 31日までの災害状況について、翌年の４月１日現在で明らかになっ

たものを、４月 15日までに行う。 

５ 報告の方法 

(1) 報告の責任者 

災害報告責任者は、危機管理監とする。 

(2) 報告の方法 

災害即報等は、原則として防災ネットにより行うが、やむを得ない場合には、電報あるいは

非常無線等を用いて報告する。災害確定報告および災害年報は、必ず文書で報告を行う。 

(3) 報告先 

市および関係機関は被害状況の報告を直接、県に行う。なお、現地対策本部が置かれたとき

はこの本部を経由して行う。 
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６ 収集すべき情報項目および情報収集源 

(1) 警戒段階（災害発生前における情報項目および情報収集源） 

情 報 項 目 情 報 の 内 容 収 集 源 

雨量等の気象情報

の収集 

１ 予警報の内容 

２ 降雨（雪）量 

３ 河川の水位等 

気象台（県） 

各雨量観測実施機関 

各水位観測実施機関 

住民 

地域の災害情報の

収集 

１ 河川周辺地域および災害危険個所に

おける発災危険状況 

市、消防機関 

 

(2) 発災段階（災害発生直後における情報項目および情報収集源） 

情 報 項 目 情 報 の 内 容 収 集 源 

発災情報 １ 河川の氾濫状況 

２ 土砂災害の発生状況 

３ 発災による物的、人的被害に関する

情報 

４ ライフラインの被災状況 

５ 工場、化学施設内の発災状況 

市、消防機関等の職員 

住民 

各施設管理者 

各ライフライン関係機関 

住民の避難状況 １ 避難実施状況 避難所管理者 

住民 

 

(3) 復旧段階（災害復旧における情報項目および情報収集源） 

情 報 項 目 情 報 の 内 容 収 集 源 

全体的な被害状況 

 

１ 所定の様式に基づく物的、人的被害

の確定値 

市各部 

消防機関 

住民の避難に関す

る状況 

１ 避難所周辺の状況 

２ 開設された避難所名、収容人員等 

避難所管理者 

ライフライン等の

復旧見通し 

１ 各ライフラインの復旧状況 各ライフライン 

関係機関 

各関係機関の応急

復旧対策の実施状

況 

１ 応急復旧工事等の進捗状況 

２ 食糧物資等の調達支給状況 

３ 環境対策情報等 

各防災関係機関 

市各部 

 

７ 通信の途絶等により県に報告できない場合 

市は、通信の途絶等により県に報告できない場合、速やかに消防庁に対し被害状況を報告し、

当該報告をもって内閣総理大臣に報告する。なお、被害状況の報告先は次のとおりである。 
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[報告先一覧] 

時間帯 通常時 夜間・休日時 

連絡先 消防庁応急対策室 消防庁宿直室 

電話番号 

ＮＴＴ回線 03－5253－7527 03－5253－7777 

消防防災無線 90－49013 90－49102 

地域衛星通信 

ネットワーク 

発信特番－048－500 

       －90－49013 

発信特番－048－500 

－90－49102       

ＦＡＸ 

番号 

ＮＴＴ回線 03－5253－7537 03－5253－7553 

消防防災無線 90－49033 90－49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

発信特番－048－500 

－90－49102       

発信特番－048－500 

－90－49036       

 

８ 防災会議に対する報告 

市長は、必要に応じ、被害状況および応急対策等の措置について、市防災会議に報告する。 

 

[被害状況報告系統図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注：関係機関） 

近畿地方整備局福井河川国道事務所、近畿中国森林管理局福井森林管理署、 

ＮＴＴ西日本㈱福井支店、西日本旅客鉄道㈱金沢支社、 

中日本高速道路㈱福井保全・サービスセンター、北陸電力㈱福井支店、 

北陸電力送配電㈱、福井鉄道㈱、㈱ハピラインふくい 

  

内閣総理大臣 中央防災会議 

県関係
分 

関係機関
（注） 

鯖江市 
福井県関係 
出先機関 

被害 

県庁内関係課 県庁内関係課 
県集計 

（危機管理課） 
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第６節 災害広報計画 

第１ 計画の方針 

市は、災害時における各種応急対策の推進、社会的混乱の防止、実情周知による人心の安定、

復興意欲の高揚等に果たす広報が重要であるため、広報活動の積極的推進を図る。 

第２ 災害広報活動の実施 

秘書広報班は、各課と相互に緊密な連絡を取り、統制のとれた迅速な情報の発表に努める。 

第３ 情報の収集と発表 

１ 各班（課）の動き 

各班は、災害に関する情報と写真を秘書広報班に提供する。秘書広報班は必要に応じ班員を現

地に派遣して情報の収集ならびに取材を行う。 

２ 広報の実施 

災害情報や市の災害応急対策等は、秘書広報班を通じ、原則として定時に報道機関に発表す

る。 

なお、特に重要な事項の発表については、事前に県および関係防災機関に通報する。 

３ 報道機関に対する情報発表 

記者発表室を設置し、収集した災害に関係する情報や対策等は、原則として秘書広報班を通じ

て定期的（概ね４時間ごと）に各報道機関に発表する。 

ただし、重要な情報は必要に応じて発表する。 

第４ 市民に対する広報 

１ 広報内容 

災害広報は、主に次の事項につい行う。 

(1) 気象関係予報、警報等 

(2) 災害の現況および予測 

(3) 市その他防災関係機関の応急対策状況 

(4) 交通機関の運行状況および交通規制状況 

(5) 避難措置その他住民の保護措置 

(6) 治安、警備の士気高揚その他住民の相互扶助の高揚に関する事項 

(7) 住民の生活確保、指導に関する措置 

(8) 避難施設避難者への情報伝達 

２ 広報手段 

報道機関を通じて、市民に必要な情報や注意事項および市の対策などを周知するほか、SNSなど

多様な媒体での広報を行う。 

なお、市および県が発する災害情報等については、それらを集約し、テレビやネット等の多様

なメディアを通して一括配信するＬアラート（災害情報共有システム）を活用し、周知する。 
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第５ 災害広報資料の収集および保存 

１ 各部は、災害に関する資料・写真・動画を積極的に収集し、秘書広報班に提供する。 

２ 秘書広報班は、取材したものと合わせて広報用に供し、保存するとともに、必要に応じて災害

記録等を作成し、有効的に活用するように努める。 

第６ 相談窓口、情報提供窓口の設置 

１ 市は、災害が発生した場合、必要に応じて相談窓口を設置し、被災者からの相談、問い合わせ

等に対応する。 

２ 被災者に総合的な情報を提供するポータルサイト等の情報提供窓口の設置に努める。 

第７ 安否情報の提供 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、可能な限り安否情報を回答する

よう努める。ただし、配偶者からの DVなどを受け、追跡により危害を受ける恐れがある被災者も

いることから回答には十分に注意しなければならない。また、救助等で人命に関わる応急措置に

支障を及ぼさないよう配慮する。 
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第７節 災害救助法の適用に関する計画 

第１ 計画の方針 

災害に際し、食糧品その他の生活必需品の欠乏、住居のそう失、疾病等によって生活難に陥っ

た被災者に対し、被災者の保護と社会秩序の保全を図り、応急的な救助を行う。 

第２ 実施機関 

災害救助法の適用による救助は、国が行うが、その実施にあたっては、法定受託事務として県

に委任されている。ただし、救助事務の一部が市に委任されたときは、市が行う。 

第３ 適用基準 

災害救助法の適用基準(災害救助法施行令に規定する住家滅失世帯数)は、次のとおりである。 

 

区 分 
人 口 

（Ｒ2．10．１国調） 

施行令第１条第１項第

１号による法適用基準

世帯数 

同第２号による 

適用基準世帯数 

（県全体で 1,000世帯

以上の場合） 

鯖 江 市 68,302人 80世帯 40世帯 

備 考 

法適用基準には上欄のほか次のものがある。 

１ 施行令第１条第１項第３号前段 

県全体で 5,000世帯以上の住家が滅失した場合で、市内で多数の世帯の

住家が滅失したとき 

２ 施行令第１条第１項第３号後段 

災害が隔絶した地域で発生したものである等被災者の救護を著しく困 

難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失した

とき（県は内閣府に事前協議を要する） 

３ 施行令第１条第１項第４号 

多数の者が生命または身体に危害を受けまたは受けるおそれが生じた 

とき（県は内閣府に事前協議を要する） 

（注）１ 基準世帯数とは住家が全壊（焼）もしくは流失した世帯数である。 

２ 半壊（焼）の場合は１／２世帯として換算し、床上浸水の場合は１／３世帯として

換算する。 

３ 床下浸水、一部破損世帯は対象外である。 

 

第４ 適用手続 

市は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込みであるときは、迅速

かつ的確に被害状況を把握し速やかに県に報告するとともに、併せて法の適用を要請する。 

災害救助法の適用は、市が県あて被害の状況を情報提供してから行われる。 
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第５ 適用内容 

１ 避難所の開設および収容 

県の救助事務を委任された市は、災害により被害を受け、または受けるおそれのある者を避難

施設に収容し保護する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により、この期間を延長する必要がある場

合には、市は、県に事前協議（内閣府との協議を含む）をしなければならない。 

(2) 避難所設置のための費用 

避難所の設置、維持および管理のための賃金職員雇上賃、消耗器材費、建物または器物の使

用謝金、器物の使用謝金、借上金および購入費、光熱費ならびに仮設トイレ等の設置費とす

る。 

ただし、福祉避難所（高齢者、障がい者等に配慮した避難所）を設置した場合、当該地域に

おける通常の実費を加算できる。 

(3) 避難所設置の方法 

避難所は、学校、公民館等の既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を得がたい

ときには、野外に仮設物等を設置し、または天幕の設営により実施する。 

(4) 避難所開設状況報告 

市が避難所を設置した場合には、直ちに避難所開設の状況を県に情報提供しなければならな

い。この場合の情報提供事項は、概ね次のとおりで、とりあえず電話または電報で情報提供す

る。 

ア 避難所開設の日時および場所 

イ 箇所数および収容人員 

ウ 開設期間の見込 

２ 応急仮設住宅の供与 

災害のため、住宅が全壊、全焼、流失により滅失し、自己の資力では住宅を確保することがで

きない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の確保を図る。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から 20 日以内に着工し、速やかに完成させる。 

その供与期間は、建築工事が完了した日から２年以内とする。 

(2) 設置場所 

市が決定する。なお、市は、事前に仮設住宅の建設可能場所を把握しておく。 

仮設住宅を建設する際にその場所が私有地の場合は所有者との間に賃貸借契約を締結する。 

(3) 入居者の選定 

仮設住宅の入居者の選定については、県が市の協力を得て行うが、状況に応じ市長に救助事

務の一部として委任できる。入居基準は下記のとおり。ただし、全ての項目に該当する者が３
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割を超える場合は、生活能力が低く、住宅の必要度の高い者を選定するほか、抽選による方法

で決定する。 

ア 住家が全壊（焼）流失した世帯 

イ 居住する住家がない世帯 

ウ 自己の資力では住宅を確保することができない世帯 

(ｱ) 生活保護法の被保護者および要保護者 

(ｲ) 特定の資産のない失業者 

(ｳ) 特定の資産のない母子家庭 

(ｴ) 特定の資産のない高齢者、病弱者および身体障がい者など 

 (4) 要配慮者に配慮した仮設住宅 

仮設住宅の建設にあたっては、高齢者、障がい者等に配慮した福祉施、住宅の建設を考慮す

る。 

３ 炊き出しその他による食品の給与 

市（災害救助法が適用された場合は、県の救助事務を委任された市）は、住家の被害等により

自宅で炊飯等ができず、また食品の購入ができない被災者に対し、応急的に炊き出し等を実施

し、被災者の食生活を保護する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から７日以内とする。ただし、相当大規模な災害が発生し、この期間内で炊き

出し等による食品の給与を打ち切ることが困難な場合には、市は、県に事前協議（内閣府との

協議を含む）をしなければならない。 

(2) 供給の実施については、「本章第 11節米穀等食料供給計画」による。 

(3) 給与のための費用 

主食、副食および燃料費等の経費とする。 

(4) 炊き出し等の方法 

炊き出しは、避難所またはその近くの適当な場所を選んで実施する。その際市は、各現場に

実施責任者を指名して、その任にあたらせる。 

４ 飲料水の供給 

県の救助事務の一部を委任された市は、災害のため飲料水が枯渇しまたは汚染し、現に飲料に

適する水を得ることができない者に対し、飲料水を供給する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により、この期間を延長する必要がある場

合には、市は、県に事前協議（内閣府との協議を含む）をしなければならない。 

(2) 飲料水供給のための費用 

水の購入費、給水および浄水に必要な機械器具の借上費、修繕費および燃料費ならびに浄水

用の薬品費および資材費とし、当該地域における通常の実費とする。 
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(3) 飲料水供給の方法 

飲料水の供給は、災害のため飲料に適する水がない場合に、輸送による給水、ろ水器による

給水、家庭用井戸水等による給水の方法により実施する。 

５ 被服寝具その他生活必需品の給貸与 

災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品およ

び生活必需品を喪失または毀損し直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して、急場をしのぐ

被服、寝具その他の衣料品および生活必需品を給与または貸与する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、大災害により交通通信が途絶え、物資の買い

付けが困難であるような場合等、この期間を延長する必要がある場合には、事前に内閣府と協

議しなければならない。 

(2) 給貸与の方法 

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内で現物により行う。 

ア 被服、寝具および身の回り品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具および食器 

エ 光熱材料 

６ 医療および助産 

災害のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を失った場合に、応急的に医療を施

し、被災者の保護を図る。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から 14 日以内（助産は分べんした日から７日以内）とする。ただし、災害の

規模が大きく死傷者が極めて多い場合、また、社会的混乱の著しい場合等この期間を延長する

必要がある場合には、事前に内閣府と協議しなければならない。 

(2) 医療のための費用 

ア 医療救護班による場合 

使用した薬剤、治療材料および医療器具の修繕費等の実費 

イ 一般の病院または診療所による場合 

国民健康保険の診療報酬の額以内 

ウ 施術者による場合 

協定料金の額以内 

(3) 医療の方法 

医療救護班の編成は、福井県立病院による医療救護班、健康福祉センターによる救護班、公

立丹南病院・療養所による医療救護班、福井大学医学部附属病院による医療救護班、公的医療

機関による医療救護班、県から委託を受けた福井赤十字病院医療救護班ならびに現地医療班、
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県とＤＭＡＴ指定病院との協定に基づく災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とする。 

７ 被災者の救出 

県の救助事務を委任された市は、災害のため生命身体が危険な状態にある者を捜索し、または

救出して保護する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から３日以内とする。ただし、災害が断続的に発生し、被害が続出している場

合で、この期間を延長する必要がある場合には、市は県と事前協議（内閣府との協議を含む）

をしなければならない。 

(2) 救出のための費用 

船艇その他救出のための機械、器具等の借上げ費、修繕費および燃料費とし、当該地域にお

ける通常の実費とする。 

８ 住宅の応急修理 

災害のため、住宅が半壊、半焼し、当面の日常生活が営み得ない状態であり、自己の資力では

応急修理をすることができない者に対し、応急修理を行い一時的な居住の確保を図る。 

(1) 適用期間 

３か月以内（国の災害対策本部が設置された災害においては 6か月以内）に完成する。 

(2) 応急修理の内容 

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分について行う。 

(3) 協力要請 

県は、市の協力を得て、応急修理場所、戸数、規模等の把握を行い、被災住宅の応急修理等

にあたっては、関係業界団体に対して協力を要請する。 

９ 学用品の給与 

学用品の給与は、災害による、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等により、学

用品を喪失またはき損し、就学上支障のある小学校児童および中学校生徒（特別支援学校の児童

および生徒を含む）に対して行う。 

(1) 給与する品目 

学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において行う。 

ア 教科書 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

(2) 適用期間 

教科書、教材については、１か月以内、文房具、通学用品については、15日以内に給与を完

了しなければならない。 

(3) 給与の実施 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は、原則として県の救助事務を委任された市が
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行うが、教科書については、県が、市教育委員会等からの報告に基づき、教科書提供所から一

括調達し、その配給を講じることもある。 

10 遺体の捜索、処理、埋葬 

災害による行方不明者に対して捜索を実施するほか、災害による死亡者について、その遺族等

が混乱期のために遺体の処理が実施できない場合に処理を行い、また、遺族の資力にかかわら

ず、埋葬を行うことが困難な場合または死亡者の遺族がいない場合に埋葬を実施する。 

(1) 適用期間 

災害発生の日から 10 日以内とする。 

11 障害物の除去 

災害のため、住宅に土石等障害物が流入し、自己の資力では除去することができない者に対

し、障害物の除去を行う。 

(1) 適用部分 

居室、炊事場等生活に欠くことのできない最小限度の部分について行う。 

(2) 適用期間 

災害発生の日から 10 日以内に完了する。 

12 応急救助のための輸送および人員傭上げ 

救助の実施に必要な人員傭上げを行い、その人員および物資を迅速かつ円滑に輸送あるいは配

分し、応急救助活動に万全を期する。 

[輸送および人員傭上げを行う救助の範囲および適用期間] 

範 囲 期  間 

被災者の避難 １日～２日以内（内閣府との協議により延長できる。以下同じ） 

医療および助産 ７日～14日以内 

被災者の救出 ３日以内 

飲料水の供給 ７日以内 

遺体の捜索 10 日以内 

遺体の処理 10 日以内 

救援用物資の整理配分 輸送される物資により異なり、それぞれ救助種目に定められた期間内 

(1) 輸送および人員傭上げのための費用 

輸送のために支出できる費用は、運送費、借上げ料、燃料費、消耗器材費、修繕費とし、当

該地域における通常の実費とする。 

(2) 輸送力の確保 

ア 応急救助は緊急を要するので常に輸送手段を考慮して輸送の確保に努める。 

イ 県、市は動員できる車両（オフロード車、大型トラック等）船艇を把握しておく。 

ウ 鯖江・丹生消防組合消防本部は施設班と常に連絡し、事態が急迫した場合は従事命令を発

する。  
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第８節 避難計画 

第１ 計画の方針 

災害時において、危険地域にある住民、児童生徒等を避難させ、人的被害の軽減を図る。 

第２ 避難情報の種類 

 

避難情報 発令時の状況 住民に求める行動 

高齢者等避難 

（警戒レベル３） 

１ 避難行動要支援者等、特に避

難行動に時間を要する者が避難

行動を開始しなければならない

段階であり、大雨、洪水警報が

発表される等、人的被害の発生

する可能性が高まった状況 

１ 避難行動要支援者等、特に避難行

動に時間を要する者は、計画された

避難所への避難行動を開始（避難支

援者は支援行動を開始） 

２ 上記以外の者は、家族等との連

絡、非常用持出品の用意等、避難準

備を開始 

避難指示 

（警戒レベル４） 

１ 通常の避難行動ができる者が

避難行動を開始しなければなら

ない段階であり、土砂災害警戒

情報が発表される等、人的被害

の発生する可能性が明らかに高

まった状況 

２ 堤防の隣接地等、地域の特性

等から重大な洪水災害による人

的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断された状況 

１ 通常の避難行動ができる者は、計

画された避難所等への避難行動をと

る。 

２ 災害が発生するおそれが極めて高

い状況等となっており、緊急に避難

する。 

３ 指定緊急避難所への移動を行うこ

とがかえって危険を伴う場合等やむ

を得ないと住民等自身が判断する場

合は、近隣の緊急的な待避場所への

移動又は屋内での待機等を行う。 

緊急安全確保 

（警戒レベル５） 

１ 人的被害の発生または切迫し

た状況 

１ 既に災害が発生している状況であ

り、命を守るための最善の行動をと

る。 
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第３ 実施責任者および基準 

 

 

  

事項 

区分 
実施責任者 措  置 

実施の基準 

〔検討の時期〕 
その他 

避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
準
備
そ
の
他
の
措
置 

市長 

 

災害対策 

基本法 

第 60条 

立ち退き準備 

の勧告 

 

避難行動要支援者

に対し避難の確保

が図られるよう 

必要な情報を提供 

１ 避難行動要支援者が避難できる時間を

残して災害が発生する可能性が高まった

場合 

(1) 水害 

ア 河川水位が一定時間後に避難判断水位

もしくは氾濫危険水位（特別警戒水位）

に到達すると予測される場合等 

イ 降雨を伴う台風が夜間から明け方に接

近・通過し、多量の降雨が予想される場合  

 

(2) 土砂災害 

ア 大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過

したとき 

イ 数時間後に避難経路等の事前通行規

制等の基準値に達した場合 

ウ 大雨注意報が発表され、当該注意報

の中で、夜間から翌日早朝に大雨警報

（土砂災害）に切り替わる可能性が言

及されている場合 

エ 強い降雨を伴う台風が夜間から明け

方に接近・通過することが予想される

場合 
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事項 

区分 
実施責任者 措  置 

実施の基準 

〔検討の時期〕 
その他 

避 

難 

の 

指 

示 

市長 

 

災害対策 

基本法 

第 60条 

立退きの指示 

および 

立退き先の指示 

１ 災害が発生し、または発生するおそれ

ある場合において特に必要があると認め

られる場合 

(1) 水害 

ア 河川水位が避難判断水位に到達かつ

降雨を伴う台風が夜間から明け方に接

近・通過し、多量の降雨が予想される

場合等 

イ 異常な漏水等堤防の決壊につながる

おそれがある場合 

ウ 内水地域で浸水深が深く、屋内安全

確保では身体に危険が及ぶ可能性があ

る場合 

 

(2) 土砂災害 

ア 土砂災害警戒情報が発表された場合 

イ 大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

の予測値で土砂災害警戒情報の判定基

準を超過し、さらに降雨が継続する見

込みがある場合 

ウ 大雨警報（土砂災害）が発表されてい

る状況で、記録的短時間大雨情報が発表

された場合 

エ 土砂災害の前兆現象が発見された場

合（湧き水、地下水の濁り、渓流の水

量の変化等） 

速やかに 

知事へ報告 

避難の必要

がなくなっ

たときは直

ちに公示す

るとともに

知事へ報告 
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事項 

区分 
実施責任者 措  置 

実施の基準 

〔検討の時期〕 
その他 

避 

難 

の 

指 

示 

知事または

その命を 

受けた職員 

 

水防法 

第 29条 

地すべり等 

防止法 

第 25条 

立退きの指示 

１ 洪水・地すべりにより著しい危険が切

迫していると認められる場合 

鯖江警察署

長に通知 

水防管理者 

 

水防法 

第 29条 

１ 洪水により著しい危険が切迫している

と認められる場合 

警察官 

 

災害対策 

基本法 

第 61条 

立退きの指示 

および 

立退き先の指示 

１ 市長が避難のための立退きを指示する

ことが出来ないと認めるときまたは市長

から要求があった場合 

直ちに市長

に通知 

速やかに知

事へ報告 

避難の必要

がなくなっ

たときは直

ちに公示す

るとともに

知事へ報告 

警察官 

 

警察官 

職務執行法 

第４条 

警告 

避難の措置 

１ 危険な状態が切迫したと認められると

きは、警告を発し、または特に急を要す

る場合においては危害を受けるおそれあ

る者に対し、必要な限度で避難の措置を

とる 

順序を経て

公安委員会

に報告 

自衛官 

 

自衛隊法 

第 94条 

避難について 

必要な措置 

 

警察官が 

その場にいない 

場合に限り 

１ 災害により危険な事態が生じた場合に

おいて警察官がその場にいない場合に限

り災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官

は避難について必要な措置をとる 

順序を経て

防衛庁長官

の指定する

者に報告 
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事項 

区分 実施責任者 措  置 
実施の基準 

〔検討の時期〕 
その他 

避 

難 

の 

指 

示 

市長 

 

災害対策 

基本法 

第 60条 

緊急安全確保 

措置 

 

高所への移動 

および 

近隣の堅固な建物

への待機等 

１ 災害が発生し、またはまさに発生しよ

うとしている場合において、避難のため

の立ち退きを行うことにより、かえって

人の生命または身体に危険が及ぶ恐れが

あり、かつ、事態に照らし緊急を要する

と認めるとき 

(1) 水害 

ア 氾濫発生情報、大雨特別警報（浸水

害）が発表されたとき等 

(2) 土砂災害 

ア 大雨特別警報（土砂災害）が発表さ

れたとき等 

速やかに知

事へ報告 

避難の必要

がなくなっ

たときは直

ちに公示す

るとともに

知事へ報告 

知事および 

その命を 

受けた職員

および 

水防管理者 

 

水防法 

第 29条 

緊急安全確保 

措置 

 

屋内での 

待機等 

１ 洪水によって氾濫によるより著しい危

険が切迫していると認められるとき 

 

退 
 

去 
 

等 

消防吏員 

または消防

団員 

現場にいる

警察官 

 

消防法 

第 28条 

その区域からの 

退去、出入りの 

禁止もしくは制限 

１ 火災その他の災害現場において、消防

警戒区域を設定する 

 

消防長 

または 

消防署長 

警察署長 

 

消防法 

第 23条の２ 

１ 火災警戒区域を設定する 警察署長は

直ちに消防

長に通知 
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災害が発生、または発生するおそれがある場合に、市民の生命または身体への危険を防ぐため

に、特に必要なときは「警戒区域」を設定し、災害対策従事者以外の者に当該区域の立ち入りを

制限、禁止または退去を命じる。警戒区域を設定した場合、鯖江警察署および鯖江・丹生消防組

合消防本部に通報し、当該職員と協力して、退去、立ち入りの制限、禁止を実施する。警戒区域

が小規模の場合は、バリケードの設置またはロープ等で区域を明示し、広範囲におよぶ場合は道

路を封鎖する。 

１ 避難指示等の発令方法 

市は、下記のことに留意し、時期を失することなく避難指示を発令する。 

(1) 雨量や土砂災害警戒情報等とあわせて河川の水位計や河川監視カメラを活用し、避難情報発

令や住民の主体的な避難行動の判断基準の資料として活用する。 

(2) 住民に対する避難のための準備情報の提供や指示等を行うにあたり、対象地域の適切な設定

等に留意する。 

(3) 避難指示の発令の際には、避難場所を開設していることが望ましいが、避難のためのリード

タイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を発令する。 

(4) 避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努める。 

２ 避難指示等の発令内容 

市は、避難指示等の発令にあたっては、住民が生命に係る危険であることを直感的に認識でき

るよう具体的でわかりやすい内容で発令するよう努める。 

３ 避難指示等の助言の要請 

市は、避難指示を行う際に、国および県に必要な助言を求めることができる。また、必要に応

じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に避難指示の発令の判断

を行う。 

４ 避難指示実施責任者の代理 

市長が実施責任者となる避難指示等を発令するときに、市長に事故がある場合は次の順位で代

理する。 

(1) 副市長 

(2) 危機管理監 

５ 避難指示等の伝達 

市は、避難指示等の伝達を下記のとおり行う。なお、詳細については、「避難情報の発令に関す

る判断・伝達マニュアル」に定める。 

(1) 市民等への避難指示等の伝達は、防災行政無線（同報系）・広報車・サイレン・緊急一斉配

信メール・市ホームページ・ＳＮＳ・こしの都ネットワークおよびたんなん夢レディオ等多様

な情報伝達手段により行い、状況に応じて報道機関等に協力要請を行う。 

(2) 避難指示等を発令する際には、その対象者を明確にし、対象者ごとにとるべき避難行動がわ

かるように伝達する。 
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(3) 伝達内容は次のとおりとする。 

ア 避難指示等の伝達者の名称 

イ 避難指示等の実施者 

ウ 避難指示等の理由 

エ 対象となる地域（地区名等） 

オ 避難先、避難経路等 

カ その他注意事項 

(4) 避難のための立退き、および立退き先を指示した場合は、次の事項について県に報告する。

また、避難の必要がなくなった場合は、直ちにこれを公示し、県に報告する。 

ア 避難指示等の理由 

イ 避難指示等した地域 

ウ 世帯数および人員 

エ 立退き先 

第４ 避難の区分および誘導等 

１ 避難の区分 

避難の区分 内  容 

事前避難 
洪水、暴風、山崩れなどのおそれがある場合は、気象予警報等により数

時間前には高齢者、子供、病人など要配慮者を安全な場所へ避難させる。 

緊急避難 
浸水、地震、火災、山崩れ等により事前避難の暇がなく著しく危険が切

迫しているときは、至近の安全な場所へ避難させる。 

収容避難 

一時的な避難場所から、必要に応じて指定避難所へ移動収容させる。 

避難のための立退きの万全を図るため、避難場所、避難経路および避難

上の心得を市民に周知徹底を行う。 

２ 避難の経路および誘導 

避難のための立退きを円滑かつ安全に行うために、各自主防災組織は避難経路を適切に選定

し、誘導責任者を定めておく。また、避難にあたっては、できるだけ自主防災組織、自治会ごと

の集団避難を行い、要配慮者を優先して誘導する。必要に応じ、警察、消防団および市に協力を

求める。 

(1) 避難指示等が出された場合、各自主防災組織は、一時避難場所（集合場所）、指定緊急避難

場所および指定避難所に誘導する。 

(2) 火災・浸水等で最初の避難所が危険と判断された場合、市は他の避難所へ誘導を伝達する。 
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[避難のパターン] 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 避難所の開設、収容等 

１ 避難所の選定 

避難所の設置は、指定避難所の利用を原則とするが、災害の態様に応じ、迅速かつ適切に選定

し、その他の公共施設および神社、寺院、広域的避難所等を応急的に整備して使用する。ただ

し、災害の状況によりこれらの施設が適当でないときは、指定避難所以外の施設についても、安

全性を確認の上、管理者の同意を得て、公園等にプレハブまたはテントを設ける。 

また、要配慮者のため、必要に応じて旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な

避難所の確保に努める。 

２ 対象者 

(1) 災害によって被害を受けたもので、居住の場所を失った者 

(2) 災害によって被害を受けるおそれのある者で、避難指示等を受けている者または、緊急に避

難することが必要である者 

(3) 開設方法等 

ア 市は、発災または発災のおそれがある時に必要に応じ、指定緊急避難場所および指定避難

所を開設し、住民等への周知徹底を図る。また市は、指定避難所の開設状況について、速や

かに県および関係者に情報提供または通報する。 

(ｱ) 避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所や指定避難所

への移動を原則とする。 

(ｲ) 避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所や指定避難所への移動を行うことがか

えって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場

所」への移動または「屋内安全確保」を行うべきことについて、住民等への周知徹底に努

める。 

(ｳ) 市は、災害が発生していない場合であっても、住民の自主避難に応じ、速やかに指定避

難所を開設するよう努める。 

(ｴ) 予定した避難所が使用できないときは、市はまたは隣接市町長と協議し、指定避難所の

設定または被災者の収容について所要の処置を行う。 

イ 市は、指定避難所を開設したときは、ただちに避難所開設における下記内容を「福井県防

家 庭 

職 場 

その他 

指定緊急 

避難場所 
指定避難所 広域避難 

災害の危険 

避難所運営が困難 

一時 

避難場所 
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災ネット」を用いて県に情報提供する。 

(ｱ) 避難所開設の日時および場所 

(ｲ) 避難箇所数・避難世帯数および人員数 

(ｳ) 開設期間の見込み 

なお、国有財産を避難所の用に供する場合には、国に対し無償借受等の申請を行う。 

(4) 避難所の開設要領 

ア 開設基準 

(ｱ) 市長が必要と認めたときに開設 

警戒体制、第１配備 

(ｲ) 配備と同時に開設 

第２配備、第３配備 

イ 開設要領  

(ｱ) 施設管理者は、勤務時間内外にかかわらず事由発生と同時に施設を開放 

(ｲ) 避難所・基地要員等の職員を避難施設に派遣する。 

第６ 避難所の管理、運営 

１ 避難所における業務 

(1) 避難所管理・運営委員会 

指定避難所における避難者の代表者からなる組織で、避難所における管理・運営主体。業務

については「避難所管理・運営マニュアル」に基づき、実施する。 

(2) 避難所・基地要員 

避難所・基地要員は地区ごとにあらかじめ市職員から市長が選出し、同委員会が避難所を円

滑に管理・運営できるよう支援を行うとともに、市災害対策本部との連絡を行う。また、同委

員会が立ち上がるまでの運営を行う。 

(3) 施設管理者 

避難所・基地要員とともに、同委員会の運営の支援を行うとともに、同委員会が立ち上がる

までの運営を行う。 

(4) 避難所の運営について、以下のことに注意して行う。 

ア 保健・衛生面、プライバシーの保護など幅広い観点から被災者の心身の健康維持および人

権にきめ細かく配慮した対策や福祉的支援を行い、生活環境が常に良好なものであるよう努

める。 

イ 避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等外部支援

者の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方公共団体に対して協力を求

める。 

ウ 避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地
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域全体で避難者を支えることができるよう留意する。 

２ 避難所の生活環境の整備 

(1) 市は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを早期に設置する

とともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮す

るよう努める。また、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理

等についても必要な措置を行う。 

(2) 市および避難所管理・運営委員会は、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置に努め

る。 

３ 要配慮者への対応 

市は、避難所に高齢者および障がい者などの要配慮者がいる場合は、災害派遣福祉チーム（Ｄ

ＷＡＴ)、民生委員、自主防災組織およびボランティアなどの協力を得て、速やかに適切な措置を

行うよう努める。 

４ 環境の変化への対応 

市は、生活不活発病やエコノミークラス症候群など環境の変化等から生じる避難者の健康不安

または体調の変化を早期発見するため、関係機関と協力して、医療関係者による巡回健康相談を

実施するとともに、災害による心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）等に対応するため、心の

健康に関する相談窓口を設置するよう努める。 

５ 女性や子育て世代、こども、若者への対応 

市は、避難所の運営における女性や子育て世代の参画を推進するとともに、男女のニーズの違

い等男女双方および性的少数者の視点等への配慮やこども・若者の居場所の確保に努める。生理

用品・女性専用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避

難所における安全性の確保、キッズスペースや学習スペースの設置など、女性や子育て家庭のニ

ーズに配慮した避難所の運営に努める。 

６ 避難所における犯罪防止の取組 

市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性犯罪・性暴力の発生を防止するため、ト

イレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、

性犯罪・性暴力についての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配

慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の

提供を行うよう努める。 

７ 車中泊避難者および在宅避難者への対応 

市は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配

布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等によ

り、生活環境の確保が図られるよう努める。 

特に、車中避難者に対しては、避難状況を調査し、避難所への誘導が困難な場合は、長時間の

同一姿勢による下肢の運動不足や水分不足等からエコノミークラス症候群等の疾病を引き起こし
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やすくなるため、予防方法を周知する等の健康への対策を図る。 

８ 福祉的支援の実施 

市は指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避

難スペースの確保、適切な避難レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。 

９ 避難所状況の情報発信 

市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページ

やアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する。 

10 避難所の適切な受け入れ 

市は、避難所に避難した者の市における住民票の有無等に関わらず適切に受け入れることとす

る。 

11 家庭用動物への対応 

市は、避難所に家庭動物と同行避難した者について、適切に受け入れるよう努める。また、必

要に応じ、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

12 避難所設置施設の平常業務再開に向けての協議 

避難所設置施設の平常業務再開に向けて、当該施設の管理者、避難所・基地要員、避難所管

理・運営委員会で協議を行う。 

第７ 広域避難の調整 

１ 地方公共団体間の応援協定に基づく広域避難 

地方公共団体間の応援協定に基づいて広域避難する場合の協議はその定めるところによる。 

２ 災害対策基本法に基づく広域避難 

(1) 事前に締結された地方公共団体相互の協定等が機能しない場合には、災対法に基づく広域避

難を行う。 

(2) 災害の予測規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化に鑑み、区域外への避難および応

急仮設住宅への収容が必要と判断した場合において、県内の他市町への受入れについては、当

該市町と直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し他の都道府県との

協議を求めることができる。 

ただし、市は、事態に照らし緊急を要する場合、県に報告したうえで、自ら他の都道府県内

の市町村と協議することができる。 

(3) 県は市の行政機能が被災によって著しく低下した場合、広域一時滞在のための協議を当該市

町に代わって行う。 

(4) 市は、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等を決定しておくよう努め

る。 

３ 情報の提供 

(1) 放送事業者を含め、市、県、国、公共機関および事業者は、避難者のニーズを十分把握する

とともに、相互に連絡を取り合い、連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供で
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きるように努める。 

(2) 市は、広域一時滞在の受入先の都道府県や市町村との間で、被災住民に関する情報を共有す

る。 

第８ 自主避難 

１ 自主避難所 

市民から自主避難受入の要請があったときは、避難所・基地要員により各地区公民館を自主避

難所として開設し、自主避難者を受け入れる。 

２ 開設方法 

市は、自主避難所を開設したときは、「福井県防災ネット」を用いてただちに避難所開設にお

ける下記内容を県に情報提供する。 

(1) 自主避難所開設の日時および場所 

(2) 自主避難世帯数および人員数 

第９ 被災地域における動物の保護等 

 市は、県に情報を提供するなど、被災地域において復旧活動の妨げとならないよう放浪動物の

救護を行うなど、動物の愛護および環境衛生の維持に努める。 
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第９節 救出計画 

第１ 計画の方針 

災害のため生命、身体が危険な状態にある者または生死不明の状態にある者を捜索または救出

する。 

第２ 救出の実施 

被害にあった者の救出は、市、鯖江・丹生消防組合消防本部、鯖江警察署および各防災機関が

緊密な連携の上で実施する。 

第３ 対象者 

災害が直接の原因となって速やかに救出しなければ生命の安全を保障できないような危険な状

態にある者とする。 

１ 火災の際に火中に取り残された者 

２ 災害時に倒壊家屋等の障害物の下敷きになった者 

３ 水害の際に流出家屋と共に流された者、孤立した地点に取り残された者 

４ なだれ、山崩れ等の下敷きになった者 

第４ 救出の方法 

１ 鯖江・丹生消防組合消防本部職員等による救助隊を編成し、救助に必要な車両、特殊機械器具

その他必要な資機材を調達し、鯖江警察署および地元防災関係機関の協力を得て迅速に救助にあ

たる。 

２ 市は、緊急時に(1)～(3)のヘリコプターを活用した救出を行う際には、関係機関に要請し、速

やかに緊急離発着場の指定して、空からの機動的な救出活動を実施する。 

(1) 県防災へリコプター 

(2) 県警察へリコプター 

(3) 自衛隊 

３ 災害の発生したところは、必要に応じ現場にある消防団等に協力を求めて危険区域を設定し、

同区域内の巡視を行い救出にあたる。 

第５ 行方不明者の捜索 

１ 市は、消防、警察および地域住民等の協力を得て、行方不明者の存否を確認する。確認は住民

基本台帳等と照合したうえで行う。また、行方不明者として把握した者が他の市町村に住民登録

を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村または都道府県（外国人のうち、旅

行者など住民登録の対象外の者は外務省）に連絡する。 

２ 行方不明者の捜索は、災害の規模等を勘案して、消防、警察、自衛隊等の関係機関および地域

住民の協力を得て実施する。 

３ 行方不明者の捜索期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、10日間を経過後に捜索

を要する場合は、期間を延長できる。  
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第１０節 要配慮者応急対策計画 

第１ 計画の方針 

災害発生または発生のおそれがある時には、高齢者、障がい者等の要配慮者に配慮した応急対

策を実施する。 

第２ 迅速な避難 

避難を行う場合、地域住民は地域の要配慮者の避難誘導について地域ぐるみで協力支援するも

のとする。 

１ 避難行動要支援者の避難のために、地域住民は「鯖江市避難行動要支援者避難支援プラン」に

基づく「個人情報提供同意者名簿」を活用し、避難の声掛けを行う。 

２ 地域住民は、個別避難計画作成者については同計画に基づき、避難支援を行う。 

第３ 市における対応 

市は、要配慮者を支援するため、次の措置を講じる。 

１ 避難行動要支援者の受け入れについて、「災害時における指定福祉避難所の設置運営に関する

協定書」に基づき、協定を締結した社会福祉法人施設等に、個別避難計画作成者の受入れを要請

する。 

２ 災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的

に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努める。 

３ 地域社会の協力を得て要配慮者が必要とする支援内容を把握する。 

４ ボランティア等生活支援・情報提供のための人材を確保し、必要に応じて派遣する。 

５ 特別な食料を必要とする場合は、その確保・提供を行う。 

６ 生活する上で必要な資機材を避難所等に設置・提供する。 

７ 避難所・居宅へ相談員を巡回させ、要配慮者の生活状況の確認、健康・生活相談を行う。 

８ 老人福祉施設、障がい者施設、医療機関、児童相談所等への二次避難が必要な者について、当

該施設への受入要請を行う。 

第４ 外国人に係る対策 

１ 外国人の避難誘導 

市は、インターネット等を活用して、やさしい日本語や外国語による広報を実施するなど、外

国人の避難誘導に努める。 

２ 外国人の安否確認、救助活動 

市は、警察、消防、自主防災組織、鯖江市国際交流協会等の協力を得て、外国人の安否確認や

被災状況の把握、救助活動に努める。 

３ 外国人への情報提供 

市および鯖江市国際交流協会は、災害時にテレビ、ラジオ、インターネット等を活用して、や

さしい日本語や外国語による情報提供に努める。 

４ 災害多言語支援センターの設置による支援 
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市は、県と福井県国際交流協会が実施する、被災外国人の被災情報の収集、多言語での情報提

供・相談対応および通訳派遣支援等を行うために設置する福井県災害多言語支援センターに協力

する。 

第５ 社会福祉施設における避難計画 

１ 火災への対応 

社会福祉施設の管理者は、消防法に基づく各施設の消防計画により、消防機関との年 1回以上

の合同訓練に努め、災害に際し必要と認める場合は、各施設で定められた方法で避難を行う 

特に、要配慮者に対する被害が拡大しないよう、施設の誘導責任者および誘導員は、平時から

避難の方法等検討、熟知していなければならない。 

２ 洪水および土砂災害への対応 

洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域内にある社会福祉法人等については、避難確保計画

に基づき、避難を行う。 
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第１１節 米穀等食料供給計画 

第１ 計画の方針 

市、北陸農政局福井県拠点、その他関係機関が協力し、災害時における被災者等に対する米穀

等食料の供給を実施する。 

第２ 米穀等の応急供給・調達 

１ 配布の対象者 

(1) 避難所へ避難した者 

(2) 住家に被害を受けて炊事のできない在宅避難者 

(3) 旅行者、宿泊人等 

(4) 救助作業その他の災害応急対策業務に従事する者 

(5) その他市長が必要と認める者 

２ 米穀等食料の供給 

(1) 避難所・基地要員等からの要請に基づいて、必要数量の把握を行い、炊出しおよび加工食品

を中心とした供給計画を作成する。 

(2) 米穀等食料の供給は、原則として避難所で実施し、赤十字奉仕団およびボランティア等の協

力を得るとともに、関係部署、協定団体と密接な連携を図りながら実施する。 

(3) 避難所等での受入れ、配布については、避難所内自治組織、地域各種団体、ボランティア等

の協力を得て実施する。 

(4) 避難所以外で避難生活を行っている被災者に対しては、広報車等により情報を提供する。避

難所まで取りに来ることが困難な者に対しては、ボランティア等の協力を得るなどの方法によ

り配布する。 

３ 米穀等食糧の調達・搬送 

(1) 食糧の種類 

食糧の種類 内  容 

備蓄食糧 ア 避難施設および備蓄庫より搬出して避難所等へ配布する。 

調達食糧 

ア 流通状況に応じ、卸売業者、小売販売業者からも必要品を調達する。 

イ 調達食糧は避難所等へ直接搬送することを原則とする。困難な場合は、一

時集積所に受入れ、仕分けのうえ、各避難所等へ搬送する。 

救援食糧 

ア 市において米穀等食糧の調達が困難な場合、県やその他の団体に要請する。 

イ 県およびその他自治体等からの救援食糧は、神明健康スポーツセンター、

総合体育館に受入れ、仕分けのうえ各避難所へ搬送する。 

 

(2) 市が実施する搬送については、公用車、応援車を用いるが、状況に応じて運送業者に委託す

る。 
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４ 実施の方法 

実施責任者は、被災者等に応急供給を実施する必要があると認めるときは、災害発生状況また

は給食を必要とする事情およびこれに伴う給食に必要な米穀等食料の所要数量を県に申請する。

米穀等食料の応急供給は、供給対象者に応じ、次に掲げる者が県に要請を行う。 

 

供給対象 限度数量 実施責任者 

被災者に対し、炊出しによる給食を行う必要があ

る場合 
必要数量 市長 

被災により販売業者が通常の販売を行うことがで

きないため、これに代って販売する場合 
必要数量 市長 

災害地における救助作業、急迫した災害の防止 

および緊急復旧作業に従事する者に対して給食を

行う必要がある場合 

必要数量 作業実施責任機関 

特殊災害（爆発、列車の転覆等） 

の発生に伴い、被災者に対し炊き出し等による給

食の必要がある場合 

必要数量 市長と災害発生機関が協議 

 

５ 要配慮者への配慮 

市は、物資の調達・供給について、要配慮者のニーズに配慮する。 

６ 食物アレルギーへの配慮 

市は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施および

食物アレルギーに配慮した食糧の確保等に努める。 

７ 宗教等への配慮 

市は、避難所における食物について宗教に配慮した食事の提供に努める。 

第３ 炊出し等による食品の給与 

１ 実施責任者 

(1) 炊出し等による食品の給与は市長が行う。 

(2) 災害救助法が適用された場合は、県の救助事務を委任された市が行う。 

２ 実施方法 

災害救助法が適用された場合に準ずる。 
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[炊き出しマニュアル] 

（例）１ヶ所 1,000人の避難者を想定した場合 

 
 炊き出しの米・水等必要量 
                            １日当りの必要量 
  （米） １食    120ｇ × ３食 ×  1,000人 ＝   360㎏ 
  （塩） １食当り  ３ｇ × ３食 ×  1,000人 ＝   ９㎏ 
  （梅干）１食当り  １個 × ３食 ×  1,000人 ＝  3,000個 
  （水） １食当り  100㏄ × ３食 ×  1,000人 ＝   300L 
 

 

炊き出しの容器等および必要量 
※お釜は、１個で 60食作れる。 
炊き出しに約１時間弱かかる。 

1,000人 

（お釜）    ÷ ３回 ＝ ６個 
60 食             １日当りの必要量 

（ガス）  500ｇ／１Ｈ × 17個 × ３食 ＝ 25.5㎏ 
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第１２節 衣料、生活必需品その他物資供給計画 

第１ 計画の方針 

被災者に配布する衣料、生活必需品その他の物資について、迅速かつ確実な確保および配布を

実施する。 

第２ 実施責任者 

１ 災害救助法を適用するに至らない災害における被災者に対する物資の給与は市が行う。 

２ 災害救助法適用の場合は次による。 

(1) 被災者に対する物資の給貸与は原則として市が行う。 

(2) 物資の確保および輸送は原則として県が行う。 

第３ 実施対象者 

災害により家屋の全焼、全壊、流失、埋没、半焼、半壊および床上浸水等の被害を受けた者

で、生活上必要な家財等をそう失またはき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者。 

第４ 支給品目 

支給する物資は、寝具、衣類、日用品、その他の生活必需品を必要に応じて現物で支給する。 

第５ 物資の調達および保管 

１ 所要物資は、流通状況に応じ、卸売および小売販売業者から調達する。 

２ 衣類品等（毛布、下着）の供給を日本赤十字社福井県支部に要請する。 

３ 所要物資は、市内で調達が困難な場合は県に依頼する。 

４ 調達物資は、避難場所等へ直接搬送することを原則とする。困難な場合は、物資集積所に受入

れ、仕分けのうえ各避難所等へ搬送する。 

５ 衣料、生活必需品の給与または貸与を実施する場合は、物資支給、配布状況表および物資調達

台帳等を整備する。 

６ 物資の調達・供給にあたっては、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼

養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど実情を考

慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 

第６ 救援物資の受入れ、集積、配分 

被災地域の必要物資の必要量や市に届いた物資を速やかに把握し、過不足となっている物資を

調整し、物資の適切な供給に努める。また、市内で調達が出来ない場合、必要物資の種類、数量

および受入れ場所を県および応援協定締結市に連絡し、応援を要請する。 

１ 配付方法 

避難施設に配付された物資は、各避難所の避難所管理・運営委員会を通じて、要配慮者を優先

しながら配付する。 

避難施設以外で避難生活を行っている被災者に対しては、広報車等により援助物資の情報を提

供する。避難施設まで取りに来ることが困難な者に対しては、ボランティア等の協力を得るなど

の方法により配付する。 
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２ 物資の受入れ、集積場所 

市は、神明健康スポーツセンター、総合体育館に職員を配置し、援助物資の受入れ作業および

仕分け作業を行う。 
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第１３節 給水計画 

第１ 計画の方針 

災害により飲料水を得ることができない者に対し、生命および健康の維持を目的として、衛生

的で清浄な飲料水を速やかに供給する。 

第２ 実施責任者 

飲料水供給は、原則として市が行う。市による対応が困難な場合には、県および他の市町と連

携し、応援協力を得て行う。 

第３ 給水方法 

給水の実施にあたっては、市は、給水場所、時間等について適切に広報を行い、自主防災組織

等の協力を得て、円滑に実施するよう努める。 

１ 輸送による給水 

(1) 給水車（給水車に代用できる散水車、水槽付消防ポンプ自動車等を含む｡）により補給を行

い、上水道の水源から取水した水を、被災地域内の適切な給水基地へ輸送する。この場合にお

いては、衛生上の安全を確保するため、上下水道課が主体となり、必要に応じて丹南健康福祉

センターと連携し、飲料水としての適切な水質管理および確認を行う。 

(2) 給水基地へは、給水タンク、飲料水用として衛生的に管理されたドラム缶等の容器により、

車両等を用いて水の輸送を行う。給水基地においては、ポリタンク、飲料水袋等の清潔な容器

を用いて、住民への配水を行う。 

３ 飲料水の試験検査の実施を要請 

(1) 市は、飲料水の水質検査については、厚生労働省の登録を受けた第三者水質検査機関への委

託により実施することを基本とする。 

(2) 災害時において当該検査体制による対応が困難な場合には、必要に応じて県に対し、飲料水

の試験検査の実施を要請する。 

第４ 給水量の把握 

被災者に対する飲料水の最低給水量は、災害初期においては１日１人３リットルを目安とし、

応急給水体制の強化および水道施設の復旧状況に応じて、段階的に給水量を増加するものとす

る。 

第５ 給水施設の応急復旧 

災害による上水道施設の事故に対処するため、水道関係職員を待機させ、必要な初動対応を行

う。 

１ 水道施設を巡回し、事故発生の有無および被害状況を確認する。 

２ 施設の損傷、漏水等の被害を認めた場合には、止水等の必要な応急措置を講じる。  
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第１４節 応急仮設住宅および住宅の応急修理等計画 

第１ 計画の方針 

市は、応急仮設住宅の設置、被災家屋の応急修理の実施または既存公営住宅等の活用により、

被災者の住居の確保を図る。 

第２ 実施責任者 

応急仮設住宅の建設および住宅の応急修理は原則として市が行う。 

災害救助法が適用された場合には、県（救助事務を委任した場合は市）が実施する。実施に係

る建設資材の調達は、県建設業協会等の業界団体に協力を求める。 

第３ 応急仮設住宅の建設 

１ 設置場所 

市は、洪水、土砂災害等の危険性を十分に配慮し、原則として市有地に建設する。仮設住宅を

建設する際にその場所が私有地となる場合は所有者との間に賃貸借契約を締結する。また、学校

の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。 

２ 入居者の選定 

仮設住宅の入居者の選定については、市が行う。ただし、災害救助法が適用された場合には、

県が市の協力を得て行う。 

入居者の選定にあたっては、民生委員等との協議を行う。 

３ 入居者の基準 

(1) 住家が全壊（焼）、流出した世帯 

(2) 居住する住家がない世帯 

(3) 自己の資力では住宅を建設することができない世帯 

ア 生活保護法の被保護者および要保護者 

イ 一定の資産のない失業者 

ウ 一定の資産のないひとり親家庭 

エ 一定の資産のない老人、病弱者および身体障がい者等の世帯 

ただし、全ての項目に該当する者が３割を超える場合は、生活能力が低く、住宅の必要度の

高い者を選定するほか、抽選による方法で決定する。 

４ 要配慮者に配慮した仮設住宅 

仮設住宅の建設にあたっては、高齢者、障がい者への配慮に努める。 

５ 応急仮設住宅の運営管理 

市は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、応急仮設住宅における安心、安全の確

保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成およ

び運営に努めるとともに、生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急

仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 
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第４ 住宅の応急修理 

１ 対象者 

(1) 住宅が半壊（焼）し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者 

(2) 自己の資金では応急修理を行うことができない者 

２ 応急修理の基準 

修理箇所は、居住・炊事場・風呂場・便所等日常生活上欠くことのできない部分とする。 

第５ 応急危険度判定制度 

１ 市は、建築物等の倒壊や落下物による二次災害を防止するため、建築技術者等を活用し、被災

建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い、応急措置を行うとともに、災害の

発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。なお、判定は福井県被災建築物

応急危険度判定マニュアル（実施本部業務マニュアル）を参考とする。 

２ 市は、必要に応じ応急危険度判定士を派遣するよう県に要請する。 

３ 応急危険度判定士は、建築物の被災状況を現地調査して建築物の被災度を判定し、建築物に判

定結果の表示および使用者（所有者・管理者）に勧告することにより注意を喚起する。 

第６ 公的賃貸住宅等の活用 

１ 市営住宅の活用 

市は、地方自治法第２３８条の４第７項に基づく目的外使用として市営住宅の空き家に被災者

を一時入居させることができる。また、県および近隣市町等協力のもとこれらの公的賃貸住宅の

空き家を被災者に斡旋する。 

２ その他の施設の活用 

災害の規模、被災者の避難および収容状況、避難の長期化などを考慮して旅館やホテル等への

移動を避難者に促すとともに、民間賃貸住宅や空き家等利用可能な既存住宅の斡旋および活用、

国有財産（未利用地、庁舎、国家公務員宿舎）の借り上げ等により、避難者の応急的な生活の確

保に努める。 

第７ 各種被災建築物調査の説明 

市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施

時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。また、県は、

市の活動の支援に努める。 

第８ 石綿応急措置の実施 

１ 建築物等の倒壊、損壊により石綿露出が確認された場合、建築物等の使用者（所有者・管理

者）は、周辺の立入禁止措置および石綿の飛散、ばく露防止の応急措置を実施する。 

２ 使用者が対応できず緊急の対応が必要と判断される場合には、県および市が周辺の立入禁止措

置等の応急措置を実施する。 
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第１５節 医療・助産計画 

第１ 計画の方針 

災害のため、医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を失った場合に、応急的に医療また

は助産を実施し、被災者を保護する。 

第２ 実施責任者 

医療および助産が困難または不可能となったときの対策は、原則として市が行う。災害救助法

が適用時は、県が実施する。 

第３ 救護活動 

１ 救護班の編成 

救護班編成は、市と鯖江市医師会との間において協定した「災害時の医療救護活動に関する協

定書」に基づき次のとおりとし、その指揮は医師があたる。また、必要に応じ、県、日本赤十字

社福井県支部等に応援を求める。 

(1) 班 長  １人（鯖江市医師会の指名する医師） 

(2) 看護師  ２人（指名された医師の所属看護師または市の保健師） 

(3) 班 員  ２人（市職員または赤十字奉仕団員） 

２ 救護所等の設置 

(1) 医療機関 

(2) 仮設救護所の設置 

病院または診療所施設から遠隔の地で災害が発生した場合は民家を借上げるか、またはテント

張りの仮設救護所を設ける。 

第４ 患者等の搬送力の確保 

市は、患者、医療従事者および医療資機材等の搬送体制を確保し、支障が生じた場合は県へ支

援要請を行う。 

第５ 療施設の応急復旧 

市は、公立医療機関、病院を中心に応急復旧が円滑に行われるように努める。 

第６ 広域的医療救護活動の要請 

市は、被害が甚大で、市の医療活動のみで対処できないときは、県に対して災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）等の災害支援チームの派遣、患者の搬送、医療敷材の調達等を要請する。 
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[災害医療体系図] 
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名  称 内  容 

災害医療 

コーディネーター 

必要に応じ、災害医療コーディネーターを保健医療福祉調整本部およ

び地域保健医療福祉調整本部に配置し、被災地の保健医療ニーズの把

握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言および支援を行う。 

ＤＭＡＴ 

災害派遣医療チーム 

DMATは、「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受

けた医療チーム」であり、医師、看護師、業務調整員（医師・看護師

以外の医療職および事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が

発生した事故などの現場に、急性期（おおむね 48時間以内）から活動

できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チーム。 

災害医療 

コーディネーター 

必要に応じ、災害医療コーディネーターを保健医療福祉調整本部およ

び地域保健医療福祉調整本部に配置し、被災地の保健医療ニーズの把

握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言および支援を行う。 

ＤＭＡＴ 

ロジスティックチーム 

地域保健医療福祉調整本部において、災害医療コーディネーターを支

援し、主に病院支援や情報収集等の活動を行う。 

日本医師会 

災害医療チーム 

（ＪＭＡＴ） 

日本医師会が被災都道府県医師会からの要請に基づいて各都道府県医

師会に依頼して結成される医療チームであり、救護班等と連携を取っ

て災害医療に当たる。 

災害支援ナース 

災害支援ナースは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保

に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支

えることを行う看護職員のことであり、都道府県と災害支援ナースが

所属する施設との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に

基づき、派遣される。 

日赤救護班 

災害時に派遣し、一人でも多くの人命を救助するとともに、被災地の

医療機関の機能が回復するまでの空白を埋める役割を果たす救護班。

主な業務として①医療救護、②救援物資の備蓄と配分、③災害時の血

液製剤の供給、④義援金の受付と配分、⑤その他災害に必要な業務

（防災ボランティアによる活動や外国人の安否調査）が挙げられる。 

災害派遣精神医療チーム 

（ＤＰＡＴ） 

自然災害や犯罪事件および航空機・列車事故等の集団災害が発生した

場合に被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行う

ための専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム。 

災害派遣福祉チーム 

（ＤＷＡＴ） 

災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、その避難生活中におけ

る生活機能の低下等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生

活へと移行できるよう、必要な支援を行う。 
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名  称 内  容 

災害時健康危機管理 

支援チーム 

（ＤＨＥＡＴ） 

災害が発生した際に、被災都道府県等の保健医療福祉調整本部および

保健所が行う、被災地方公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を

支援するため、専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員により

構成する派遣チーム。 

１班あたり５名程度（公衆衛生医師、保健師その他の保健医療専門

職、業務調整員で構成）からなる。 

日本災害 

リハビリテーション 

支援協会 

（ＪＲＡＴ） 

リハビリテーションの観点から被災者を支援する組織。リハビリテー

ション科医、理学療法士、作業療法士をはじめとした専門職が参入

し、生活不活発病や災害関連死の予防に努める。 

日本栄養士会 

災害支援チーム 

（ＪＤＡ－ＤＡＴ） 

災害発生時に栄養・食生活の支援を行う組織で、被災地の栄養士や管

理栄養士とともに活動を行う。災害発生後７２時間以内に行動を開始

し、緊急栄養補給物資の支援や避難所等で直接栄養補給の支援を行う。  

日本災害歯科 

支援チーム 

（ＪＤＡＴ） 

JDATは、災害発生後おおむね 72時間以降に地域歯科保健医療専門職に

より行われる、避難所等における応急歯科診療や口腔衛生を中心とし

た公衆衛生活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、地域歯

科医療の復旧を支援することなどを目的としたチーム。 

医療救護所 
患者の応急処置のほか、搬送を要する傷病者の後方支援病院への収容

の要請を行う。 

拠点医療救護所 

および後方支援病院 

救急告示病院等を被災現場に設置された医療救護所の拠点とするほ

か、災害拠点病院を医療救護所の後方支援病院とし、医療救護所から

の重篤患者の受入れ・調整等を実施する。県立病院は、医療救護所の

後方支援病院の役割を果たすとともに、基幹災害拠点病院として広範

囲熱傷や挫滅症候群等の特殊疾患患者の救命救急に当たる。 

航空搬送拠点 

県内の医療機関では対応しきれない事態のときには、必要に応じて、

福井県ドクターヘリ等の航空機を活用した患者等の県外搬送のため

に、福井空港等に航空搬送拠点を設置するものとする。航空搬送拠点

内には、患者の症状の安定化を図り、搬送のためのトリアージを実施

するための臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置するものとする。 
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第１６節 ボランティア受入れ計画 

第１ 計画の方針 

災害時において、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティア活動が円滑に行われるよ

うボランティア活動環境を整備する。 

第２ ボランティアの受入体制 

１ 市は、被災地等における災害ボランティア活動の円滑な実施を図るため、市災害ボランティア

センター連絡会に対し、「災害ボランティアセンター」の設置を要請する。同センターは県や災

害対策本部と情報交換を行うとともに、避難所、救援物資集積所等から情報収集し、ボランティ

アニーズの把握を行う。 

また、専門ボランティアの派遣に関しては中間支援組織等との連携に努める。 

２ 災害ボランティアの受入業務 

(1) 一般ボランティア 

ア 被災家屋の清掃、片づけ、家財道具運搬 

イ 避難所等の管理・運営補助 

ウ 避難者の生活援助 

エ 救援物資等の輸送・整理 

オ 炊き出しなどの食事サービス 

カ 情報収集活動 

キ その他災害時に必要となる活動 

(2) 専門ボランティア 

ア 介護 

イ 輸送 

ウ 応急危険度判定士 

エ 外国語通訳 

オ 点字・朗読・手話通訳・要約筆記 

カ ボランティアのコーディネート 

キ 被災動物等の保護および収容 

ク その他災害時に必要となる活動 

３ ボランティア保険への加入 

ボランティア活動時の事故等の補償のため、災害ボランティア活動者は、県の負担によるボラ

ンティア保険に加入する。 

４ 受入経費 

市（県から事務の委任を受けた場合）および県は、ボランティアセンターに係る人件費および

旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

第３ 奉仕団等の編成および活動 

市は、災害時において、日本赤十字社福井県支部のほか、区長会、女性、青年、壮年等の各種
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団体および民間組織の協力を得て、災害応急対策の万全を図る。 

１ 日本赤十字社福井県支部の協力 

(1) 日本赤十字社福井県支部は、発生した災害について、災害救助法が適用された場合、県の要

請により、鯖江市の市域に救護班および現地医療班を出動させ医療および助産ならびに遺体の

処理等災害救助活動に協力する。 

(2) 日本赤十字社福井県支部は、災害の状況により市長から災害救助の要請があったときは、可

能な限りこれに協力する。 

２ 民間奉仕団体および活動範囲 

(1) 奉仕団の編成 

ア 赤十字奉仕団 

日本赤十字社福井県支部は、市の区域に赤十字奉仕団を編成し、民間奉仕団と連絡を図

り、労力奉仕、義援金品募集、厚生指導等災害救助活動に協力する。 

イ 町内会 

（ｱ） 局地災害の場合は、隣接町内会は積極的に協力する。 

（ｲ） 市全域にわたる災害の場合は、市長の要請により災害応急対策活動に協力する。 

（ｳ） 区長会連合会等は、市長の要請に対して積極的に協力体制を組む。 

ウ その他各種団体および有志者 

女性、青年、壮年等の各種団体および有志者においては、必要に応じ市長の要請により災

害応急対策活動に協力する。 

(2) 奉仕団の名称等 

奉仕団には各団体別に名称を付し、団長および班長等を決定し、奉仕協力活動の実態に即し

た編成をする。 

(3) 奉仕団の協力活動範囲 

ア 被災者の避難誘導 

イ 被災者の救出および保護 

ウ 被災者および災害応急対策従事者に対する炊出し 

エ 清掃および防疫 

オ 災害応急対策用物資、資材の輸送 

カ 食糧、衣料等の物資の配給 

キ 救援物資の整理、輸送 

ク 被災者の家財の監視 

ケ 救援隊、自衛隊に対する協力 

コ 応急復旧作業現場における危険を伴わない軽易な作業 

サ その他応急対策活動の協力  
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第１７節 遺体の捜索および処理ならびに埋葬等計画 

第１ 計画の方針 

災害時において死亡していると推定される者の捜索および死亡者の収容、処理・埋葬を実施す

る。 

第２ 遺体の捜索 

１ 実施責任者 

死体の捜索は市長が、人夫を傭上げ捜索に必要な舟艇、その他機械器具を借上げて実施する。

ただし、市長において実施困難な場合には、鯖江・丹生消防組合消防本部、鯖江警察署のほか他

の機関からの応援を得て実施する。 

２ 捜索の対象 

(1) 捜索の方法は、「本章第９節救出計画」に準じて行う。 

(2) 市は、行方不明の状態にあるもので、各種の事情からすでに死亡していると推定されるもの

に対して行う。 

３ 応援要請等 

市は、市内において被災、その他の事情により実施が困難と考えられるとき、または死体が流

失等により、他市町に漂着していると考えられるとき等にあっては、次の方法により応援を要請

する。 

(1) 市においては、県に応援要請を行う。ただし緊急を要する場合にあっては、隣接市町または

死体漂着が予想される市町長に直接捜索の応援を要請する。 

(2) 応援の要請に当たっては次の事項を明示して行う。 

ア 死体が埋没または漂着していると思われる場所 

イ 死体数および氏名、性別、年令、容ぼう、特徴、着衣、持物等 

ウ 応援を求めたい人数または舟艇器具等 

エ その他必要な事項 

第３ 遺体の収容、処理 

１ 実施責任者 

死体を発見したときは、市長は速やかに県警察本部および鯖江警察署長に連絡し、その見分を

まって必要に応じ、次の方法により死体を処理する。 

２ 死体の収容、処理を行う場合災害の際に死亡した者について、その遺族等が社会混乱期のため

死体識別等のための洗浄・縫合消毒の処置、死体の一時保存あるいは捜索を行うことができない

場合に、応急救助としてこれらの処置を実施する。 

３ 方法 

死体の収容、処理は、市において、収容、処理場所を借り上げ、または仮設し、捜査機関が検

視または調査を行い、救護班または現地医師が死体の検案、洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。 

４ 遺体の身元確認は、警察および自治会等の協力のもとに実施し、身元が判明したものは、遺族
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に引渡すものとする。なお、遺族が判明しないものについては、市長が死亡届を提出し、火葬を

行い、遺骨を一時保管し、遺族が判明次第引渡すものとする。 

５ 身元が判明しないものについては、一定期間経過後に行旅死亡人として取扱うこととし、市長

が死亡届を提出し、４の処置を実施する。 

第４ 遺体の埋葬等 

１ 実施責任者 

市は、災害の際に死亡した者について、その必要を認めた場合、次の方法により応急的な埋葬

または火葬を行う。 

ただし、市において実施困難な場合は、近隣市町または県に応援要請を行う。 

２ 埋葬等を行う場合 

災害の際に死亡した者について、混乱期のためその遺族が資力の有無にかかわらず埋葬または

火葬を行うことが困難な場合、もしくは死亡した者の遺族がいない場合に、死体の応急的な埋葬

または火葬を実施する。 

３ 方法 

市長の指示により直接、埋葬または火葬に付し、棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物給付を

もって行う。なお、埋葬または火葬の実施に当たっては次の点に留意して行う。 

(1) 事故死等による死体については、警察機関から引継ぎを受けた後埋葬または火葬する。 

(2) 身元不明の死体については、警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たるとともに、埋

葬または火葬する。 

(3) 被災地以外に漂着した死体等のうち、身元が判明しないものの埋葬または火葬は、行旅死亡

人としての取扱いによる。 

４ 広域的な火葬の実施体制 

市は、災害により平時に使用している火葬場が使用できない場合や、平時の火葬能力を大幅に

上回る死亡者が発生した場合には、県内および県域を越えた広域的な火葬の実施について、必要

な措置を行う。  
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第１８節 障害物の除去計画 

第１ 計画の方針 

市は、災害時において、災害を受けた工作物等および災害により住宅付近に運ばれた土石、竹

木等で応急措置の実施に支障を及ぼしている障害物を除去する。 

第２ 実施責任者 

障害物除去の実施は、市が行うが、現場に市職員がいない場合には警察官が行うことができ

る。また市は、緊急を要する場合や実施が困難である場合は、県に応援を求める。 

第３ 実施対象物 

災害時における障害物（災害を受けた工作物または物件）除去の対象はおおむね次のとおりと

する。 

１ 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

２ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動の実施のため除去を必要とする場合 

３ 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

４ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

第４ 実施の方法 

１ 実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、または土木建築業者等の協力を得て速やかに

行う。ただし、市が自衛隊の協力を必要と認めたときは、県に対し自衛隊の派遣を要請する。 

２ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上、やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、事

後支障の起こらないよう配慮し行う。 

第５ 除去の範囲 

１ 住居内の障害物 

当面の日常生活が可能な程度の応急的除去を行う。 

２ 交通遮断の障害物 

市道、県道、国道上の障害物はそれぞれ市、県、国が除去し、相互に連絡協力して行う。 

第６ 障害物の保管等の場所 

校区（地区）ごとに定め、道路交通に障害とならない国、県、市有地を選ぶ。ただし、適当な

場所がないときには、民有地を使用するが、書類または口頭をもって了解を求め、事後の処理に

万全を期する。 

１ 障害物の大小によるが、原則として再び人命、財産に被害を与えない安全な場所 

２ 道路交通の障害とならない場所 

３ 盗難等の危険のない場所 

第７ その他 

１ 除去のみならず、移転、撤去および破壊も対象となる。 

２ 災害を受けた障害物等については、損害補償の対象とならない。 

３ 障害物の除去については、災害等廃棄物処理事業、堆積土砂排除事業等に留意して実施する。  
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第１９節 文教対策計画 

第１ 計画の方針 

災害発生または災害のおそれがある時における児童生徒等の安全確保および教育活動の再開、

それらに伴い必要となるその他の措置ならびに学校以外の文教施設等の応急対策について定め

る。 

第２ 実施責任者 

応急文教対策の実施責任者は次のとおりであるが、市、県および学校法人の依頼により、県ま

たは隣接市町が行うことがある。 

１ 県立学校については県が行う。 

２ 市立学校については市が行う。 

第３ 児童生徒の安全確保 

１ 災害発生のおそれがある場合の措置 

臨時休校や授業短縮による一斉下校や登校時刻変更等の措置をとり、児童生徒が家庭で保護者

といられるように配慮する。 

２ 災害発生後の措置 

(1) 在校時の場合 

児童生徒の安全確保のため、次の措置を順次、速やかに行う。 

ア 教職員は、安全確保のため児童生徒に的確な指示を行うとともに、火災等の二次災害の防

止に努める。 

イ 教職員は、避難経路の安全を確認の上、児童生徒をより安全な場所へ避難させる。 

ウ 教職員は、速やかに人員および負傷者の確認を行い、学校長に報告する。 

エ 帰宅経路の安全を確認の上、児童生徒を速やかに下校させる。被災状況により、教職員等

による引率または保護者への直接引き渡しにより安全を確保する。 

(2) 在校時でない場合 

学校長は、被害状況等（児童生徒、教職員、施設・設備）を調査し、災害の程度や範囲等に

応じて、休校措置その他必要な措置をとる。 

第４ 応急教育計画 

１ 学校教育の確保 

校舎等の施設が被災した場合、市は緊急に協議し、応急復旧および応急教育を実施する。 

(1) 被災により学校施設の一部が用途に供さない場合、学校運営および安全管理上緊急に修理を

要する箇所について応急修理または補強を実施し、できる限り休校を避ける。必要に応じて、

二部授業、圧縮学級の編成などを講じる。 

(2) 被災により学校施設のすべてが用途に供さない場合は、隣接学校の余剰教室・特別教室を借

用し、分散授業を実施する。余裕学校がない、または不足して被災学校の児童生徒を収容でき

ない場合には、臨時的施設等を建設するほか、公共施設に応急収容し、分散授業を実施する。 
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２ 教材、学用品等の調達および支給 

市は、被災により学用品を喪失または毀損し、就学上支障のある児童生徒に対し、教科書、文

房具および通学用品を調達・支給する。なお、災害救助法が適用された場合、同法施行規則に基

づき、迅速な措置を講じる。 

(1) 支給品目 

ア 教科書（教科書、副読本等の教材を含む。） 

イ 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、下敷、定規、絵具等） 

ウ 通学用品（運動靴、傘、鞄、長靴等） 

(2) 調達方法 

ア 教科書 

被災学校の学校別、学年別、使用教科書毎にその必要数量を速やかに調査し、県に報告す

るとともにその指示に基づいて教科書供給者などに連絡し、その供給を求める。また、市内

の他の学校および他市町に対し使用済教科書の供与を依頼して調達するが、それでもなお若

干量が不足する場合は県に対し調達供与依頼する。 

イ 文房具および通学用品 

必要数量を県に報告し、県から送付を受けたものを配布するか、市が調達するものを配布

する。 

３ 教職員の被災による不足教職員の確保 

市は、授業再開に必要な教職員を確保するため、教職員の被災状況に応じた代替教員等の補充

を県と連絡調整のうえ行う。 

(1) 被災教職員が僅少のときは校内において融通する。 

(2) 被災教職員が多数で一校内で融通できないときは、授業の実施状況に応じて市が管内の学校

間において融通する。 

(3) 市において融通できないときは、県に教職員派遣の要請をする。 

４ 通学路の安全確保 

市は、授業再開に向けて、通学に必要な道路や安全の確保について、関係機関と連携を取りな

がら、その確保に努める。 

５ 授業等再開対策 

市は、非常時の授業体制について、実施可能な教科や確保可能な授業時数および教室等につい

て検討し、当面の週時程および日課表を立案するなど、早期の授業再開対策について指針を示

し、その策定について指導する。 

第５ 学校給食計画 

１ 給食の確保 

学校内給食施設が被災した場合、速やかに復旧措置を講じ、正常な運営ができるように努め、

学校再開に合わせて学校給食が実施できるように努める。 
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２ 炊出し等に協力する基準 

緊急に学校給食の施設、設備を使用して炊出しを実施する場合、災害救助法を適用する分につ

いては法の定めるところによるが、法によらない分は、学校長が市立学校については市の承認

を、県立学校については県の承認を受けて実施する。 

３ 被害を受けた給食物資の処分 

市は、被害を受けた物資の状況を把握し、県学校給食会に報告するとともに、その物資の処分

方法について指示を受ける。 

第６ 保健厚生対策 

教育委員会は健康福祉部と密に連絡をとり、第 24節「防疫計画」に従い応急措置を行う。 

１ 被災教職員、児童生徒の保健管理 

市は、災害の状況により被災学校の教職員、児童生徒に対し、県の指示または協力により感染

症予防接種や健康診断等を実施する。 

２ 被災学校の清掃、消毒 

市は、学校が浸水等の被害を受けた場合、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 10年法律第 114号）に基づき、県の指示または協力により校舎等の清掃、消毒を

行う。 

第７ 育英補助に関する事項 

市は、被災による家屋の全壊や流失等のため就学に著しく困難を生じた児童生徒に対して(独)

日本学生支援機構(JASSO)の JASSO 災害支援金(給付型支援金)など、育英補助に関する周知および

支援を行う。 

第８ 転学手続き 

被災した児童生徒の中で、転校を希望する児童生徒については、保護者との連絡調整を図り、

隣接市町、他府県に速やかな受入れを要請する。 

第９ 児童生徒の精神保健対策 

カウンセリングが必要な児童生徒数を把握し、専門的知識を有する精神科医や臨床心理士の支

援を求めるなど、カウンセラー要員の確保に努める。 

第１０ 文化財保護対策 

１ 災害発生の届出 

文化財について災害が発生し、その文化財の一部を滅失し、き損し、または亡失したときは、

所有者（管理責任者）は速やかに文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、福井県文化財保護条

例（昭和 34年福井県条例第 39号）および鯖江市文化財保護条例（昭和 44年条例第 14号）の規

定に基づき、市に届け出なければならない。 

２ 文化財の保護復旧 

市は、前項の届出を受けた場合、直ちに職員を現地に派遣して被害状況を把握し、その現状を

維持するよう努めるとともに、その個々の実情に応じた復旧対策を講じる。  
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第２０節 輸送計画 

第１ 計画の方針 

災害時において、被災者の避難、災害応急対策要員の移送、災害応急対策用資材、生活必需品

および救助物資等の輸送を迅速に実施する。 

第２ 緊急輸送体制の確立 

１ 輸送計画 

市および各防災関係機関は、その所管する災害対策の実施にあたっては、原則として自己が保

有し、または直接調達できる車両等により輸送を行うとともに、その所管する業務について災害

時における輸送に関する計画を策定する。 

２ 輸送力の確保 

災害対策の実施にあたり、市の車両を使用するが、必要とする車両等などが不足し、または調

達不能のため輸送不可能となった場合は、次により輸送力を確保する。 

依頼先 内  容 

民間業者 
市内の自家用車・営業用車両などの保有者に対し、協力を依

頼し、災害の程度に応じた出動要請を行う。 

県 
応急対策活動にあたって市内での車両等の調達が不可能な場

合は、県に対して調達の斡旋、要請を行う。 

自衛隊 
災害の状況により自衛隊による輸送を必要とする場合は、県

に対して自衛隊災害派遣を要請する。 

第３ 緊急輸送の順位 

市および防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要があるときは、次の順位

を原則として、災害対策本部において調整する。 

第１順位 市民の生命の安全を確保するために必要な輸送 

第２順位 災害の被害拡大防止のために必要な輸送 

第３順位 災害応急対策のために必要な輸送 

第４順位 その他の人員、物資の輸送 

第４ 輸送の方法 

災害の状況により、次の輸送手段から迅速かつ適切な方法で輸送を行う。 

１ 自動車等による輸送 

２ 鉄道による輸送 

３ 船舶、舟艇による輸送 

４ 航空機による輸送 

５ 自転車、オートバイによる輸送 

６ 人力による輸送 
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第５ 緊急輸送の範囲 

１ 災害応急対策要員、情報通信、電力、ガス、上下水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な

人員、物資 

２ 救助活動、医療・救護活動の従事者、医薬品等人命救助に必要な人員、物資 

３ 消防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

４ 後方医療機関・被災地外へ搬送する負傷者および被災者 

５ 食糧、水等生命の維持に必要な緊急物資および他府県からの援助物資 

６ 罹災者を収容するために必要な資機材 

７ 二次災害防止用および応急復旧の資機材 

８ その他緊急に輸送を必要とするもの 

第６ 緊急通行車両等の確認制度の活用 

緊急通行車両については、公安委員会にその旨を申し出て確認を受ける。 

特に、災害応急対策に必要な車両については、公安委員会が行う緊急通行車両の事前届出制度

により届出を行い、事前に緊急通行車両としての指定を受けておく。  
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第２１節 交通対策計画 

第１ 計画の方針 

災害時における交通の混乱を防止し、災害応急対策に従事する者または災害応急対策に必要な

機械等の緊急輸送を行うため交通支障箇所の通報連絡、応急復旧、交通規制等を定める。 

第２ 道路 

１ 緊急輸送道路 

(1) 指定 

緊急輸送道路は「福井県緊急輸送道路ネットワーク計画」で規定する第１次緊急輸送道路、

第２次緊急輸送道路、第３次緊急輸送道路を基本とし、指定避難所と連絡する道路のほか、救

援物資集積地、防災活動拠点基地、ライフライン・生活物資拠点を連絡する道路としてあらか

じめ定める。 

(2) 災害時の確保 

災害により道路施設が被害を受けた場合、災害対策活動を迅速かつ効果的に推進するため重

点的に応急復旧する。 

２ 一般道路 

各道路管理者は安全かつ円滑な交通を確保するため、次の措置を講じる。 

(1) 防災関係機関等への連絡 

所管する道路の被害状況を速やかに把握し、措置状況等を含めた情報を関係機関へ連絡す

る。 

(2) 点検措置の実施 

災害発生直後、速やかに道路等の点検（状況把握、応急復旧箇所）を実施する。 

駐車車両、道路上への倒壊物・落下物等道路の通行に支障をおよぼす障害物を除去し、交通

の確保に努める。緊急輸送道路および主要道路から優先的に実施する。 

(3) 応急復旧の実施 

災害が発生した場合、所管の道路について、道路占用部での上・下水道管の被害、路面の沈

下陥没および亀裂、構造物と取付け部の段差、法面の崩壊、橋梁の損傷等、被害状況に応じた

応急復旧を行い、最も早い工法を選定し、交通の確保に努める。 

(4) 占用物件等他管理者への通報 

市は、電気、ガスおよび電話等の道路占用の施設に被害が発生した場合は、各施設管理者に

通報する。なお、緊急の場合は通行禁止等、住民の安全の確保のため必要な措置を講じ、事後

通報を行う。 
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第３ 交通規制対策 

１ 交通規制の区分 

交通の規制は次の区分により行う。 

 

区分 実施者 範  囲 根拠法 

道路管理者 国土交通大臣 

県知事 

市長 

１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通が

危険であると認めるとき 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認

めるとき 

道路法 46条 

警察 公安委員会 

警察署長 

警察官 

１ 災害応急対策に従事する者または災害応急対

策に必要な物資の緊急輸送を確保するため必要

があると認めるとき 

２ 道路における危険を防止し、その他の交通の

安全と円滑を図るため、必要と認めるとき 

３ 道路の損壊、火災の発生、その他の事情によ

り道路においての交通の危険が生じ、またはそ

のおそれがあると認めるとき 

災対法 76条 

道路交通法 

４・５・６条 

 

２ 交通規制の実施 

警察は、大規模な風水害等の災害が発生した場合、交通の混乱を防止し、住民の避難路および

緊急交通路を確保するため、次の交通規制計画を実施する。 

(1) 被災地域内の一般車両の流入制限 

主要各道路においては被災地域内に流入する車両のうち、緊急自動車および緊急輸送等災害

応急対策に従事する車両（以下「緊急通行車両」という。）以外の車両の抑制に努める。 

(2) 高速道路の通行禁止（被災直後） 

高速道路については、被災地を中心に全面通行禁止とし、道路の損壊状況を確認するととも

に、本線上の車両を直近のインターチェンジから流出させる。 

(3) 緊急交通路等の指定 

公安委員会は主要道路の被害調査結果に基づいて、災対策法第 76条の規定により、区域ま

たは道路の区間および期間を定めて緊急交通路を指定する。緊急交通路については、各検問所

およびルート内主要交差点において、緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止する。 

(4) 道路管理者への要請 

緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行う必要があるときは、道路管理者に対し、放置車

両や立ち往生車両等の移動等について協力を要請する。 
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３ 関係機関との協力・連携 

(1) 関係機関への連絡等 

交通規制の実施に際しては、各警察署・各道路管理者および関係機関と緊密に連絡し、状況

に即した交通規制を実施する。また、必要に応じて警備業者等に交通誘導の協力依頼を行うと

ともに、交通規制に必要な資機材の準備に努める。 

(2) 市民への周知 

交通規制を実施した場合は、避難者、運転者、通勤者、市民等に対してラジオ、テレビ、

交通情報板、看板等により適時、適切な広報を実施し、その周知徹底を図る。 

４ 緊急通行車両の範囲 

緊急通行車両および事前届出対象の規制除外車両の範囲は、道路交通法第 39条第１項の規定に

基づく緊急自動車のほか、災対法第 50条第１項に規定する災害応急対策の的確かつ円滑な実施の

ためその通行を確保することが必要として同法施行令第 32条の２第２号の規定に基づく車両とす

る。 

第４ 災害時交通マネジメントの設置要請 

市は、大雨、地震等の大規模な道路災害発生後、道路の通行止め状況や渋滞状況、迂回路状況

を各道路管理者や警察等で情報を共有し、渋滞緩和や交通量抑制のためのソフト・ハード対策な

どの検討が必要である場合、県に対して「福井県災害時交通マネジメント検討会」の設置を要請

する。  
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第２２節 要員確保計画 

第１ 計画の方針 

市は、災害応急対策実施のために必要な労働者および技術者等の動員、雇上げ等応急対策要員

を確保する。 

第２ 労務者等の雇用 

１ 労務者の雇用の方法 

市は、災害応急対策実施のため労務者等の雇用を必要と認めるとき、職業安定所等から斡旋を

受け雇用する。 

２ 賃金の基準および支給方法 

(1) 賃金の基準額は、職業安定所の業種別標準賃金の例による。 

(2) 賃金の支給は、各部において支払うものとし、原則として作業現場で当日労務者に対し直接

支払う。 

(3) 労務者雇上げの作業基準 

ア 被災者の避難誘導 

イ 医療および助産の移送 

ウ 被災者救出に必要な機械器具、資材の操作または後始末 

エ 飲料水の供給 

オ 救助用物資の整理、配分および輸送 

カ 遺体の捜索 

キ 遺体の処理 

第３ 労働者等確保の種別、方法 

災害応急対策を実施するために必要な労働者等の確保の手段はおおむね次によるが、災害時の

状況に応じ適切な手段を採用する。 

１ 市、県および防災関係機関の常用労務者および関係者等の労働者の動員 

２ 赤十字奉仕団等民間各種団体のボランティアの協力動員 

３ ハローワークのあっせん供給による一般労働者の動員 

４ 関係機関の応援派遣による技術者等の動員 

５ 緊急時等における従事命令等による労働者等の動員 

第４ 一般労働者の確保の方法 

市や応急対策実施機関は、応急対策の実施において不足する労働者の確保を県に連絡する。県

はこれを取りまとめ、当該労働者に係る労働条件を提示の上、速やかに福井労働局に対し斡旋を

要請する。  
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第２３節 食品衛生栄養指導計画 

第１ 計画の方針 

被災地における食品関係営業者および臨時給食施設（避難所その他炊き出し施設等）の実態を

把握し、被災者の食事について、適切な栄養・食生活指導を行い、かつ安全で衛生的な食品が供

給されるよう適切な指導を実施する。 

第２ 食品衛生対策 

市は、食中毒の発生を防止するため、避難所等で配給する食品の衛生状態の保持に努めるとと

もに、県の実施する食品衛生に関する指導について協力する。 

また、被災者のニーズ等に応じた栄養指導を行うとともに、被災者の健康管理を適切に実施す

る。 

１ 食品関係営業施設等における食品衛生の確保 

(1) 臨時給食施設の衛生監視指導 

関係機関と密接な連携のもと施設の実態を把握し、食品衛生監視員による現地指導の徹底

により、食中毒等事故の発生を防止する。 

(2) 食品衛生関係業者に対する監視指導 

乳処理場、魚介類販売業、食肉販売業、食品の冷凍冷蔵業、飲食店、喫茶店および菓子製造

業を重点的に監視するとともに、保存または製造されている食品の検査を実施することによっ

て不良食品の販売供給を防止する。 

２ 避難所等における食品衛生の確保 

次のことについて被災者に対して指導を行うとともに、避難所管理・運営委員会を通じて啓発

を行う。 

また、食中毒が発生したときは食品衛生監視員を中心とする調査班の調査に協力する。 

(1) 救援食品の衛生的取扱い 

(2) 食品の保存方法、消費期限等の遵守 

(3) 配布された弁当の適切な保管と早期喫食 

(4) 手洗い・消毒の励行 

(5) 食器、器具の消毒 

３ 食中毒発生防止の措置 

市は、避難所への弁当等の配給に当たっては、食中毒発生防止のため、次の措置を講じる。 

(1) 弁当等の搬送には、温度管理に留意する 

(2) 早期喫食のため、弁当等の搬送時間の調整 

(3) 避難者等に対し、早期喫食を指導 

４ 避難所における適切な栄養管理 

丹南健康福祉センターおよび市は、避難所等における適切な食事の提供および栄養管理に関し

て必要な助言およびその他の支援を行う。 

(1) 食料調達に関する業務を担当している部局と連携して、被災者に対する食事の確保および食
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事制限のある被災者に対するニーズに応じた配食に努める。 

(2) 被災者のニーズに的確に対応した栄養・食生活指導を行う。 

５ 給食施設に対する支援 

丹南健康福祉センターは、給食施設の被災状況を把握し、入所者への食事提供が中断すること

のないよう必要に応じて適切な支援を行う。  
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第２４節 防疫計画 

第１ 計画の方針 

市は、生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等の悪条件下に行われる防疫措

置を迅速かつ強力に実施し、感染症流行の未然防止を図る。 

第２ 防疫業務の実施方法 

１ 消毒場所 

感染症が発生し、または発生するおそれがある汚染地区の宅地および家屋の内外。 

２ 消毒方法 

ア 飲料水の消毒 

給水施設として井戸を使用した場合における井戸の消毒は、クロール石灰水（または次亜塩

素酸ソーダ）を使用する。 

イ 飲料水の供給 

県の指示に基づき、自家用水の停止期間中、飲料水の供給を行う。また、自家用水の使用停

止処分に至らない程度であっても、井戸水、水道水等の衛生処理について指導する。 

ウ 家屋内の消毒 

汚水などで汚染された台所、炊事場、便所等などはクレゾール水などの消毒薬を用い、床下

等の湿潤の場所には石灰を散布して消毒を行う。 

エ 鼠族昆虫等の駆除 

汚染地域を重点的に実施し、併せて消毒薬等防疫薬剤を各戸に配布する。 

第３ 防疫活動の実施要領 

１ 情報の収集および体制 

災害発生と同時に職員を現地に派遣して被災地の状況を把握するとともに、丹南健康福祉セン

ター等関係機関と連絡を緊密にし、防疫の実施計画を作成する。また、これに必要な器具、資

材、薬品および人員を確保して防疫体制を整える。 

２ 予防教育および広報 

パンフレット等の利用や報道機関の協力を得て行う。 

３ 検病調査および健康診断 

検病調査および健康診断は、県が検病調査班を編成し行うが、市は詳細な現況報告等について

協力する。 

この場合、集団避難施設の避難者や応急仮設住宅の入居者に対する調査を重点に実施する。 

検病調査の結果必要があるときは、検便などの健康診断を実施する。 

４ 感染症発生時の措置 

(1) 市は、感染症患者または病原体保有者が発生したときは、直ちに感染症指定医療機関への入

院勧告または入院措置を行うとともに、家屋、台所、便所、排水溝等の消毒を実施する。な

お、感染症指定医療機関への入院が困難なときは、適当な場所に臨時の隔離施設を設けて収容
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する。 

(2) 市は、やむを得ない理由によって、感染症指定医療機関への入院措置を講じることができな

い病原体保有者は、自宅隔離を行い、し尿の衛生的処理等について厳重に指導するとともに、

必要に応じて治療を行う。 

(3) 市は、家屋、台所、便所、排水溝等の消毒を行う。 

(4) 県において濃厚接触者の検病調査・健康診断を行う。 

５ 臨時予防接種 

市は、感染症予防上必要ある時は、県の指示により臨時予防接種に協力する。 

６ 県からの指示 

市は、県および丹南健康福祉センターから、感染症予防上必要と認めて発する次の命令、指示

を受けた場合は、災害の規模、態様などに応じ、その範囲および期間を定めて速やかに行わなけ

ればならない。 

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、本節において「法」とい

う。）第 27条第２項の規定による清潔方法、感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関す

る指示 

(2) 法第 28条第２項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示 

(3) 法第 29条第２項の規定による物件に係る必要な措置に関する指示 

(4) 法第 31条第２項の規定による生活の用に供される水の供給の指示 

(5) 予防接種法第６条の規定による臨時予防接種に関する命令（市長をして実施させることが適

当な場合に限る。） 

７ 防疫活動に必要な人員資材等の確保 

(1) 人員 

市長は清潔方法および消毒方法を施行するために必要と認めるときは、医師その他予防上必

要な人員を雇用する。 

(2) 器材 

市が保有している消毒用機器を使用するが、必要に応じて関係機関または民間取扱業者等よ

り借上げまたは購入する。 

(3) 車両 

市有車両を使用するが、必要に応じて民間車両を借上げる。 

(4) 薬剤 

市が保有する薬剤を使用する。ただし、不足する場合は薬剤取扱業者より購入する。 

８ 記録の整備 

市は、災害防疫に関し次の書類を県に報告するとともに記録の整備保管をする。 

(1) 災害状況報告書 

(2) 災害防疫活動状況報告書 
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(3) 防疫経費所要額調および関係書類 

(4) 各種防疫措置の指示命令に関する書類 

(5) 防疫作業日誌作業の種類および作業量、作業に従事した者、実施地域および期間、実施後の

反省、その他参考事項を記載する。 

９ 準備体制 

次の事項について事前に体制を整える。 

(1) 災害防疫対策連絡協議会の設置 

(2) 防疫資材の整備 

(3) 予防教育および広報活動 

第４ 家畜防疫 

畜舎等施設の被害、家畜の状況および防疫については、県の指導および指示に基づいて行うも

のであり、市は、調査および報告事項について県家畜保健衛生所長と緊密に連携をとり、被害の

軽減に努める。  
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第２５節 廃棄物処理計画 

第１ 計画の方針 

被災地におけるごみの収集およびし尿の取扱処分等清掃業務および災害により生じた廃棄物

（災害廃棄物）への対応を適切に実施し、環境衛生の万全を期する。詳細については、「鯖江市

災害廃棄物処理計画」に定める。 

第２ 清掃業務 

１ 処理体制 

(1) 被災地域のごみの発生状況と、収集運搬体制および処理施設の稼働状況を総合的に判断し

て、適切な処理体制をとる。 

また、日々大量に発生するごみの処理や一時保管が困難とならないよう、住民に対して集積

や分別の協力依頼を行う。 

なお、廃石綿等は、原則として、一時保管場所への受入れを行わないこととし、やむを得

ず、一時保管場所に廃石綿等を受け入れる場合には、適切な梱包・コンクリート固化等を行

う。石綿含有廃棄物は、区分して適切に保管する。 

(2) ごみ処理、し尿処理の実施に必要な機材、人員等については、可能な限り市の現有の体制で

対応するが、ごみ処理能力以上の排出量が見込まれる場合は、人員の派遣や処理施設の使用な

どについて県または近隣市町へ応援要請する。 

２ 処理方法 

(1) 市はごみの処理は、焼却のほか、必要に応じて埋立て等環境影響上支障のない方法で行う。 

(2) 施設の能力低下や一時的なごみの大量発生が予想される場合には、一時保管場所の確保、性

状に応じた処理順位の設定など、公衆衛生の確保と生活環境の保全に配慮する。 

(3) 倒壊家屋等の除去作業については、解体に伴う粉じんや騒音の発生抑止に十分配慮する。 

(4) 解体等する場合は、事前調査を実施し、石綿の使用の有無を確認する。石綿の含有が確認さ

れた場合には、作業計画を作成するとともに、県および武生労働基準監督署等と協議を行う。 

(5) 解体等作業の実施に当たっては、解体作業を行う者の責任において、掲示を分かりやすい場

所へ設置し、作業の安全確保と石綿の飛散防止を適切に行う。 

(6) 市は、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業者等と連携した解体体制を整備するととも

に、必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行う。 

第３ し尿処理 

１ 処理体制 

(1) し尿の発生量について、発生箇所、利用人員等を総合的に判断し、適切な処理体制をとる。 

(2) 仮設トイレ、避難施設のくみ取り便所については、貯蓄容量を超えることがないように配慮

する。機材、人員が不足する場合は、ごみ処理に準じ応援要請を行う。 

２ 処理方法 

し尿処理の方法は、し尿処理施設によることを原則とし、必要に応じ環境衛生に支障のない方
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法を併用する。 

第４ 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜（牛馬、豚、めん羊、山羊が死亡したもの）の処理は、市および獣畜所有者が、保健

所の指示、立会いのもとに次の方法で処理する。 

１ 移動できるものは、適当な場所に集めて埋却、焼却等の方法で処理する。 

２ 移動が難しいものについては、その場で個々に処理する。 

第５ 災害廃棄物の発生への対応 

市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努める。また市は、災害の種類

に応じ、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努める。さらに、広域処理を行う地域単位

で、平時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持

し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保を図る。  
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第２６節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１ 計画の方針 

災害に際して、人命または財産を保護するために自衛隊に対し災害派遣を要請するときの手続

き、受入等を定める。 

第２ 派遣要請の実施 

市は、災害が発生し人命、財産を保護するための災害応急対策の実施が、自衛隊以外の機関で

不可能または困難であると認められる場合、または災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、か

つ自衛隊の派遣以外に方法がない場合は、県に対し自衛隊の災害派遣を要請する。 

第３ 派遣の内容 

１ 被害状況の把握 

２ 避難の援助 

３ 遭難者等の捜索救助 

４ 除雪・水防活動の支援 

５ 道路または水路の啓開 

６ 応急医療、救護および防疫 

７ 人員および物資の緊急輸送 

８ 消防活動の支援（空中消火を含む。） 

９ 危険物の保安および除去 

10 給食および給水 

11 入浴支援 

12 救援物資の無償貸与または譲与 

13 その他臨機の必要に応じ、自衛隊の能力で対処可能なもの 

第４ 自衛隊の情報収集 

県内において震度５弱以上の地震が観測された場合において、自衛隊は、航空機等により被害

情報の収集活動を行い、その収集した情報を必要に応じ、県へ伝達する。その際、市は、その情

報について、県を通じて入手するよう努める。 

第５ 派遣要請の手続き 

１ 市は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生したときは、災害派遣要請書を県に提出する。た

だし、特に緊急の場合、電話をもって行い、事後速やかに県へ文書を提出する。口頭で要請する

場合の連絡事項は次のとおりである。 

(1) 災害の状況および派遣を要請する理由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域および活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 
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２ 派遣要請先 

機関名 連絡窓口 電話番号 

陸上自衛隊第 14 普通科連隊 第３科 076-241-2171 

陸上自衛隊第 372 施設中隊 司令職務班 0778-51-4675 

海上自衛隊舞鶴地方総監部 防衛部第３幕僚室 0773-62-2250 

航空自衛隊第６航空団 防衛班長 0761-22-2101 

自衛隊福井地方協力本部 総務課 0776-23-1910 

 

３ 留意事項 

市は、県に災害派遣の要請をする場合、特に次の事項に留意する。 

(1) 自衛隊が災害派遣をする場合は自衛隊法第 83条第２項「都道府県知事の要請があり事態や

むを得ないと指定部隊の長が認める場合には、部隊を救援のため派遣することができる」に該

当する事態であり、単なる災害という理由のみで要請しない。 

(2) 災害応急対策活動および災害予防（災害の発生が目前に迫り、かつ、これが予防のためには

部隊等の派遣を待つ以外に方法がないと思われるとき。）のための派遣要請ではあるが、自衛

隊が到着する頃には危険が去ったということのないよう的確に情勢判断をする。 

(3) 災害派遣を要請するときは、災害の状況および派遣を申請する理由、派遣を必要とする期

間、派遣を希望するその任務、希望する区域および活動等の概数、その他部隊派遣上特に参考

となる事項を県に連絡する。 

第６ 自主派遣 

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、県の要請を待つ時間がないときは、要請を

待つことなく次の基準により部隊等が派遣される。 

１ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う

必要があると認められる場合。 

２ 災害に際し、県等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められた場合に、

直ちに救援の措置を取る必要があると認められる場合。 

３ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関する

ものであると認められる場合。 

４ その他災害に際し、上記事項に準じ、特に急を要し、県等からの要請を待つ時間がないと認め

られる場合。 

５ 庁舎、営舎その他防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生し、自衛隊が自主的に派遣す

る場合。ただし、県の要請前に部隊等を派遣した後、県が派遣要請をした場合、その時点から県

の派遣要請に基づく救援活動を実施する。 
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第７ 派遣部隊の受入れ体制 

１ 関係機関の相互協力 

市は、派遣部隊の移動、現地進入および災害応急措置に係る補償問題等の発生、ならびに必要

な現地資材の使用等に関して、県、鯖江警察署、鯖江・丹生消防組合消防本部と緊密に連絡し協

力する。 

２ 作業計画および資材等の準備 

市は、自衛隊への作業の要請または依頼にあたっては、他の災害救助隊、復旧機関等と競合、

重複しないよう効率的な計画を策定するとともに、災害実態に必要な資材を準備し、かつ諸作業

について関係ある管理責任者の了解を得るようにする。 

３ 派遣部隊との連絡調整 

派遣部隊の受入れおよび活動を円滑に行うための連絡調整は県が行う。 

４ 派遣部隊の受入れ 

自衛隊の受入れが決定したときは、下記により速やかに受入れの体制を整備する。 

(1) 自衛隊連絡員室を市役所内に設置し、机、椅子を配備する。 

(2) 宿舎は、屋内宿泊施設（公共施設で隊員一人当り１畳の基準）をあてるが、その施設が避難

施設にあてられているときは、避難者との関係を十分に検討し、派遣部隊の活動を妨げないよ

う留意する。 

(3) 災害の状況により、野営の必要がある場合は、野営施設を設置する。 

(4) 材料置場、炊事場は野外の適当な広場を確保する。 

(5) 駐車場は、宿泊施設の近くに車両等を考慮して適当な広場を確保する。 

(6) 食糧等の供給の必要がある場合は、第３章第１１節「米穀等食糧供給計画」、第１２節「衣

類、生活必需品その他供給計画」等により調達の手配をする。 

(7) ヘリポートの設置等 

ア 被災地の状況、ヘリコプターの機種により異なるが、設置した地点を対象にその都度自衛

隊および県と協議して定める。 

イ 吹き流し、発煙筒、Ｈ の標示、警戒人員を配備する。 

ウ 通信筒投下のとき、＋（長さ 4ｍ）の標示、発煙筒、白布（30㎝×30㎝で通信筒を受取っ

たときの目印し）を準備する。 

エ 孤立地区偵察のときの赤旗（急病人が発生しているとき）、青旗（食糧が不足していると

き）を準備する。 

第８ 派遣部隊の撤収要請 

市は、応急対策、復旧対策等の進行状況により、派遣部隊の撤収要請をするときは、派遣部隊

の長と協議の上、県に撤収要請を行う。 
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第９ 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費のうち次に掲げるものは原則として派遣を要請した市が負担す

る。ただし、負担区分について疑義が生じた場合は、その都度協議して定める。 

１ 派遣部隊の宿泊等に必要な土地、建物等の使用料および借上げ料 

２ 派遣部隊の宿泊等に伴う光熱水費、電話等通信費および入浴料 

３ 活動に必要な自衛隊以外の資機材等の調達、借上げ、その運搬、修理費  
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第２７節 警備計画 

第１ 計画の方針 

地域住民の安全確保、社会的混乱に乗じて発生する各種犯罪の予防、交通秩序の維持等を図る

ため、災害警備活動を実施する。 

第２ 災害時における警察の任務 

大規模な災害が発生または発生のおそれがある場合、鯖江警察署に設置される鯖江警察署災害

警備本部が設置され、次の災害警備活動に従事する。また、市に設置される災害対策本部等と連

携を行い、住民の生命、身体および財産を保護し、公共の安全と秩序の維持に努める。なお、災

害時における警察活動は「福井県警察大規模災害警備計画」の定めるところによる。 

１ 情報の収集および伝達 

２ 被害の実態把握 

３ 被災者の救出救助 

４ 住民の避難誘導 

５ 行方不明者相談への対応および捜索 

６ 遺体の検視または調査および身元確認 

７ 警戒区域等への立入制限 

８ 避難路および緊急交通路確保のための交通規制 

９ 被災地における犯罪の未然防止および検挙 

10 現場広報 

11 その他必要な警備活動  
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第２８節 消防応急対策計画 

第１ 計画の方針 

市は、火災防止、初期消火、延焼阻止等の消防活動を迅速かつ円滑に実施するため、消防機関

の活動体制、消防相互応援体制等の整備充実を図る。 

なお、鯖江・丹生消防組合消防本部の具体的消防活動は、同組合警防規程に定める。 

第２ 消防に関する役割分担 

１ 自主防災組織 

消防機関が到着するまでの間、可能な限りの初期消火活動に努めるとともに、消防団等消防機

関が到着した場合には、現地火災情報等の伝達を行う。 

２ 鯖江・丹生消防組合消防本部 

その施設および人員を活用して、国民の生命、身体および財産を火災から保護し、自然災害を

防除し、およびこれらの災害被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う。 

第３ 組織 

[鯖江・丹生消防組合消防本部、消防署、消防団の組織] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 火災警戒 

１ 火災警報の発令および警戒 

火災警報が発令されたときは、消防職員および消防団員は、市民の火気取扱いの制限について

市内を巡回広報し、取締り警戒して火災の未然防止を図る。 
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２ 異常気象時の火災警戒 

火災警戒の種類 内  容 

強風時の火災警戒 

平均風速 15 m/s 以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき

消防職員および消防団員は、火災の予防警戒にあたる。火災発生時

には、出動隊を強化し火災の拡大防止に努める。 

異常気象時の火災警戒 

実効湿度が 65％以下、最小湿度が 30％以下で最大風速が 12ｍ/s 以

上または 12ｍ/s 以上となる見込みのときは、前記強風時の火災警

戒に準じて延焼拡大、飛火による大火を防止する。 

飛火警戒 
強風時または異常気象時には、特に飛火を警戒するため消防力の増

強を図り、火災の拡大防止に努める。  

 

３ 消防水利の確保 

消防水利の良否は、消防活動上、大きく影響するため常時巡回および調査して、使用不能な水

利を発見し、修復して消防隊の活動が迅速、有効に行われるようにしなければならない。特に、

地震火災による水道の断水、減圧による消火栓使用不能の場合における消防水利については、防

火水槽、河川、プール等の水利確保が必要である。 

４ 火災防ぎょ活動 

建物、車両、山林原野、その他の火災の消火に関する活動については、鯖江・丹生消防組合警

防規程に基づくものとする。 

(1) 非常招集 

大規模な火災および災害が発生し、またはその発生が予測される場合は、消防関係者の非常

招集を行う。 

消防職員および消防団員は非常招集の伝達を受けたときは、速やかに指定された場所に参集

し、出動計画に基づき配備につく。 

(2) 出動 

鯖江・丹生消防組合消防本部は連絡を密にし、火災の多発、続発、飛び火火災を考慮し残留

隊を指定し、他は火災現場へ緊急出動する。 

残留隊は、自己の受け持ち区域内の火災警戒を実施するとともに出動隊からの要請により直

ちに現場へ急行できる体制とする。 
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第５ 特殊火災の鎮圧 

 

火災の種類 鎮圧に向けた動き 

延焼による大火災 

異常気象時における住宅密集地および大規模建築物の火災発生は、延

焼拡大と人命危険を伴うため、全消防職員および消防団員を招集し、必

要に応じ近隣市町の応援を要請して、火災の拡大防止に努める。 

危険物等の火災 

爆発、引火、発火のおそれのある危険物を有する施設、建物または場

所の火災発生時には、延焼物およびその貯蔵量を確認し、これに対応し

た警防計画、装備により活動する。 

(1) 燃焼中の危険物に対しては、泡沫消火器、二酸化炭素消火剤、粉

末消火剤等の化学消火剤により消火を行う。 

(2) まだ燃焼していないタンク等については、周囲に冷却水を多量に

注水し安全地帯に移動分離する。 

(3) 注水によっては更に爆発、引火の危険がある場合には土砂等で密

閉するなど周囲の延焼を防止する。 

ガス所有施設の火災 

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の物質を貯蔵しまたは取扱

う施設の火災は消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあるため、これ

らの施設について管理者は平常時から巡視警戒し、保全に努める。 

なお、災害の状況によっては爆発、中毒の危険を伴うため、付近住民

の避難等適切な応急措置を行う。 

高層建築物の火災 

高層建築物の耐火性能は高いが、高熱、濃煙、有毒ガス等を発生する

ため、人命被害を伴う大災害を引き起こす危険性があるので、建物の構

造、出火場所、周辺の状況等を判断して消防活動に努める。 

防火対象物の火災 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）別表第１に規定する防火対象

物において火災が発生した場合は、延焼拡大、人命の危険性が大きいた

め、鯖江・丹生消防組合警防規程により実施する。 
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火災の種類 鎮圧に向けた動き 

林野火災 

林野火災は、交通、水利共に不便な地域の山林原野の火災で、発見、

通報連絡が遅延しやすく、延焼範囲が広くなって火勢は猛烈に拡大す

る。 

鯖江・丹生消防組合消防本部等は、速やかに火災の状況を把握すると

ともに、消防計画、林野火災防御図、飛び火警戒要領等の活用や、地上

消火隊および消防防災航空隊間の連携により、迅速かつ効果的な消火活

動を行う。 

また、活動終期は、空中からの熱源探査ならびに地上での警戒および

残火処理を徹底し、確実な鎮火を行う。 

林野火災に対する防ぎょ設備は皆無に等しく、火点に対して包囲体制

をとり草木の伐採等を行い、防火帯を設定し、延焼を阻止する。 

また、近接したところに家屋、集落があるときは飛び火警戒を厳重に

行うほか、緊急避難の措置をとる。 

消火活動の実施に当たり、滑落や落石、火煙に囲まれる危険性等の山

間地特有の安全管理を周知徹底する。 

 

第６ 救急・救助 

交通事故をはじめとする各種の集団災害事故が発生したときは、本章第９節「救出計画」に基

づき人命を救出する。 

１ 救急救助業務については、鯖江・丹生消防組合消防本部および消防署の救急、救助業務の定め

による。 

２ 鯖江・丹生消防組合消防本部の組織の充実を図り、一層強力な救急救助体制の整備推進を図

る。 

３ 医療機関との緊密な協力体制を確立するため、平時から災害時の救急医療業務について協議、

協定し円滑な運用を行う。 

４ 救急救助施設等の整備については、救急自動車その他の救急用資機材ならびに救助工作車およ

び救助用資機材を計画的に整備し、充実を図るよう努める。 

５ 救急隊員および救助隊員は、その重要な使命により高度な技術と知識が要求されるので、これ

に対応した教育訓練を実施するよう努める。 

第７ 応援要請 

大災害時の非常事態が発生し、単独または県内の消防機能では適切な防御措置を行うことがで

きないと認められる場合、また、大規模特殊災害でヘリコプターを使用することが極めて有効で

あると考えられる場合は、次により応援要請する。 
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１ 県内市町に対する応援要請 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、県内の市町の応援を要請したいときは、「福井県広域消防相

互応援協定」に基づき応援要請を行う。 

２ 県外市町村に対する応援要請 

(1) 市は、個別に応援協定を締結し、協定に基づき応援を要請した場合は、県に報告する。 

(2) 応援消防機関の円滑な受入れを図るため、応援を受ける市を管轄する消防機関は、連絡系統

を設け、次の事項に留意し、受入れ体制を整えておく。 

ア 応援消防機関の誘導方法 

イ 応援消防機関の部隊数、器材数、指揮者等の確認 

３ 緊急消防援助隊の出動要請 

市は、他の都道府県の消防機関の応援を要請したいときは、消防組織法第 44条の規定に基づき

次の事項を明らかにして県を通じて、消防庁長官に緊急消防援助隊の出動を要請する。 

なお、緊急消防援助隊の出動を要請した場合は、連絡系統を設け、上記２(2)に掲げる事項に留

意し、受入れ体制を整えておく。 

(1) 災害発生日時 

(2) 災害発生場所 

(3) 災害の種別および状況 

(4) 人的および物的被害の状況 

(5) 応援活動を開始する日時 

(6) 必要応援部隊 

(7) 応援部隊の集結場所および到達ルート 

(8) 指揮体制および無線統制体制 

(9) その他必要な事項 

４ 広域航空消防応援の要請 

市は、市が大規模特殊災害発生地の場合、消防組織法第 44条の規定に基づき、他の都道府県の

ヘリコプターを用いた消防に関する応援を要請する場合の手続等は、大規模特殊災害における広

域航空消防応援実施要綱に定める。 

第８ 消防機関の職員の応援出動等の措置 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防庁長官や他府県などから消防応援のための必要な措置を

求められた場合において、必要があると認められるときは、消防機関の職員の応援出動等の措置

をとる。 

第９ 惨事ストレス対策 

救急・救助または消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家派遣の要請を行う。 
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第１１ 相互協力 

１ 警察機関との相互協力 

鯖江警察署および鯖江・丹生消防組合消防本部は、放火または失火絶滅の共同目的のため、相

互に協力すると共にその他の災害による被害を軽減するためにも協力するものとする。 

(1) 警察通信施設の使用 

(2) 警戒施設の設定 

(3) 警戒区域内への立入制限、禁止、退去 

２ 特別警戒 

火災時においては、盗難等の犯罪が発生するおそれがあるため消防団員および防犯隊員は、警

察官と連携し、地域住民の協力を得て犯罪予防の措置を行う。  
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第２９節 航空防災活動計画 

第１ 計画の方針 

災害が発生した場合、広域的かつ機動的な活動ができる県防災ヘリコプターを有効に活用し、

災害応急対策の充実強化を図る。 

第２ 防災ヘリコプターの応援要請 

市長等（消防事務に関する一部事務組合管理者を含む。）の県に対する防災ヘリコプターの応援

要請は、「福井県防災ヘリコプター応援協定」の定めるところによるが、その概要は、次のとお

りとする。 

１ 応援要請の原則 

市内で災害が発生した場合において、次のいずれかに該当するとき、市の要請に基づき応援す

る。 

(1) 災害が、隣接する市町等に拡大し、または影響を与えるおそれのある場合 

(2) 市の消防力をもっても、防御が著しく困難と認められる場合 

(3) その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリコプター以外に適切な手段がなく、防災

ヘリコプターによる活動が最も有効な場合 

２ 応援要請の方法 

応援要請は、福井県防災航空事務所長に次の事項を明らかにして行う。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の日時、場所および被害の状況 

(3) 災害発生現場の気象状態 

(4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名および連絡方法 

(5) 飛行場外離着陸場の所在地および地上支援体制 

(6) 応援に要する資機材の品目および数量 

(7) その他必要な事項 

３ 緊急時応援要請連絡先および要請フロー 

福井県防災航空事務所 

ＴＥＬ 0776－51－6945 

ＦＡＸ 0776－51－6947 

緊急運航要請フロー 

 

 

 

 

 

 

 
４ 出動 

鯖江市 
福井県庁 

（運航管理者） 

 
（運航統括者） 

１ 出場要請 

３ 出場の回答 ５ 要請の報告 

防災航空事務所 

 

２出場の決定 
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第３ 災害対策用ヘリポートの活用 

指定した「福井県防災ヘリコプター場外離着陸場」の中から臨時ヘリポートを開設するととも

に、関係機関にその周知徹底を図る。  



- 165 - 
 

第３０節 電気通信施設、放送施設災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

電気通信施設等に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、当該施設を災害

から防除し、一般通信サービスを確保する。 

第２ 電気通信施設 

ＮＴＴ西日本 (株)、(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク(株)および楽天モバイル

(株)は、災害時に応急作業を迅速かつ的確に実施し、電気通信サービスの確保を図る。 

１ 応急対策 

災害が発生または発生するおそれがある場合は、災害の規模、状況により災害対策本部を設置

し、通信の途絶の解消および重要通信の確保のため、次の措置を行う。 

(1) 電話回線網に対する交換措置、伝送路切替装置等の実施 

(2) 災害用伝言ダイヤル等の提供 

(3) 非常用伝送装置または非常用衛星通信車装置による伝送路および回線の作成 

(4) 応急ケーブル等による臨時伝送路および臨時回線の作成 

(5) 予備電源、非常用発電装置等による通信電源の確保 

(6) 特設公衆電話の設置 

(7) 携帯電話の貸出し 

２ 通信利用者に対する広報 

災害のため通信が途絶し、もしくは利用の制限を行ったときは利用者等に広報する。 

また、広報の方法は、広報車、窓口、掲示板等の方法により周知を図る。 

(1) 通信途絶または利用制限した理由および現在の状況 

(2) 復旧に対してとられている措置および復旧見込みの時期 

(3) 通信利用者に対する協力要請事項 

第３ 放送施設 

１ 放送機等障害により一部の送信系統による放送送出が不可能となったときは、他の送信系統に

より臨機に番組を変更あるいは他の番組に切り替え、災害関連番組の放送継続に努める。 

２ 一部中継回線が断絶したときは、常置以外の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線等を利

用して放送の継続に努める。 

３ 災害のため放送局内演奏所から放送継続が不可能となったときは、他の臨時の演奏所を設け、

放送の継続に努める。 

４ 視聴者対策 

(1) 受信設備の復旧 

被災受信設備の取扱いについて、告知放送、チラシまたは新聞等の部外広報機関を利用して

周知するとともに、関係団体および関係機関との連携により、受信設備応急修理班を組織し、

被災受信設備の復旧を図る。 
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(2) 情報の周知 

避難場所その他有効な場所へ受信機を貸与するほか、拡声装置、速報板等を設置するととも

に、状況により広報車等を利用して視聴者への情報周知を徹底する。  
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第３１節 電気施設、ガス施設災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

電気施設およびガス施設を災害から防護するため、各種施策を行うとともに、災害が発生した

場合には、速やかに応急復旧作業により電力およびガスの供給確保に努める。 

第２ 電気施設 

１ 実施責任者 

北陸電力(株)、北陸電力送配電(株) 

２ 防護対策 

気象情報その他により災害が予想されるときは、警戒体制をとり丹南支社に警戒体制本部を設

置して、各種情報の収集、管内状況の把握および広報活動を活発に行い、電気災害の未然防止に

努める。 

３ 実施内容 

(1) 災害時における応急工事 

電気事業者は、災害が発生した場合、被災施設、設備に対する状況を速やかに調査把握し、

発電、変電施設・設備および送電・配電線路等に被害があった場合は、応急工事を実施する。 

なお、公共施設に対する復旧の遅速は、社会的に大きな影響をおよぼすことから優先復旧を

図る。 

(2) 災害時における電気の保安 

強風、浸水等により危険と認められる場合は送電を中止するほか、危険場所、危険設備に対

しては、危害防止に必要な措置を行う。 

４ 応援協力 

(1) 電気事業者は、被害発生に伴い、自社の供給力に不足を生じた場合、他の電気事業者に要請

して電力の融通を受け、供給力の増強を図る。 

(2) 電気事業者は、応急工事が実施困難な場合、他の電気事業者の応援を要請する。電気事業者

は、倒木や土砂崩れ等が被災現場までの通行の妨げとなっている場合、道路管理者に障害物の

除去などを要請することにより、早期復旧の体制を強化する。 

５ 広報活動 

災害に関し緊急を要する広報は敏速に行うほか、市、鯖江警察署、鯖江・丹生消防組合消防

本部などとも密接な連絡をとり協力を求めるものとする。また、二次災害防止を図るため、テ

レビ・ラジオ・新聞・チラシ・広報車等を利用して広報を行う。 

(1) 停電が予想される時 

(2) 停電時 

(3) 復旧完了における再供給時 
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第３ ガス施設 

１ 実施責任者 

液化石油ガス事業者 

２ 実施内容 

(1) 液化石油ガス事業者による初動対策 

液化石油ガス事業者は災害が発生した場合はその規模により緊急応援体制をとり、また緊急

点検マニュアルに基づき病院等公共施設および集団供給設備のような大規模容器置場を有する

施設に対し、速やかな施設の巡視点検、容器バルブ閉止などの応急措置を優先的に行う。 

点検については常時施錠してある貯蔵設備、病院等公共施設および大規模な容器置場を有す

る施設を優先して行う。 

(2) 災害時における応急工事 

災害が発生した場合、被災施設、設備に対する状況を速やかに調査把握し、主要供給路線、

橋梁架管、整圧器および製造設備等に被害があった場合は、速やかに応急工事を実施し、供給

不良ないしは不能となった地域への供給再開を行う。 

(3) 災害時におけるガスの保安 

ガス施設等が火災等により危険な状態となった場合、またはガス導管の折損等によってガス

漏えいの危険がある場合もしくは爆発する等の災害が発生した場合は、次によりそれぞれ応

急措置を行う。 

ア ガス製造施設が危険な状態となったときは、直ちに作業を中止し、安全措置を行う。 

イ ガス導管の折損等によってガス漏えいの危険がある場合は、ガスを遮断する等危険防止に

必要な措置を行う。 

ウ 防災関係機関へ災害発生について直ちに通報するとともに、必要があると認めるときは、

付近の住民に避難するよう警告する。 

(4) 容器の回収 

液化石油ガス事業者は、消費者の要請または巡視点検により発見した家屋の倒壊等により危

険な状態となった液化石油ガス容器を安全な場所へ移動する。 

(5) 消費者による初動対策 

消費者は災害が発生した直後の二次災害を防止するため、自らが使用している火を消すとと

もに容器バルブを閉止するほか、要配慮者に対しても、近隣の住民が協力してその措置にあた

る。 

(6) 応援協力 

液化石油ガス事業者は、応急工事の実施が困難な場合、他のガス事業者の応援を要請する。 

(7) 応急復旧 

液化石油ガス事業者は巡視点検により安全が確認された施設から順に供給を再開する。 

また、改修が必要なものについては、緊急応援体制により事業者相互が連携し、復旧のため
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の改修を行う。 

３ 災害時における広報活動 

液化石油ガス事業者は、二次災害防止を図るため、テレビ・ラジオ・新聞・チラシ・広報車等

を利用して広報を行う。 

(1) ガスの供給停止が予想される時 

(2) ガス供給停止時 

(3) 復旧完了における再供給時 

４ 代替施設設備の活用 

避難施設等に対するガス供給確保のため、カセットコンロ、ＬＰガス等の代替施設設備の活用

を図る。  
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第３２節 上下水道施設災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

市は災害時において上水道施設および下水道施設の被害拡大防止および安全確保に努めるとと

もに、速やかに応急復旧を行い、給水および排水機能の維持を図る。 

第２ 共通事項 

市は、災害の発生時において、上下水道の構造等を勘案し、二次災害のおそれのある施設等、

緊急度の高い施設から順次速やかに巡視を行い、施設の損傷その他の異状を把握した場合には、

上下水道が一体となって施設の機能を維持するために必要な応急措置を講ずる。 

第３ 上水道施設 

１ 応急措置および復旧 

(1) 第１次復旧工事 

ア 浄水場等の水道施設に被害が生じた場合には、給水機能の早期回復を図るため、応急復旧

を行う。 

イ 上水道管理センターにおいては、災害時の停電を考慮し、自家発電設備により制御機器を

操作するなど、送配水機能を確保できるよう努めるものとする。 

ウ 管路に被害が生じた場合には、漏水の防止および被害拡大の防止を図るため、必要な応急

措置を講じる。 

エ 導水管、送水管および主要な配水管については、優先的に応急復旧を実施し、特設した応

急給水栓等から給水が可能となるまでの復旧工事を当面の目標とする。 

(2) 第２次復旧工事 

第１次復旧工事により応急給水栓からの給水が可能となった段階以降は、各戸給水の再開を

当面の目標として、復旧工事を実施するものとする。 

ア 配水管およびその支管の復旧工事が概ね完了した後、医療施設等の緊急性を要する施設を

優先し、給水管分岐工事を順次実施する。 

イ 給水装置の整備については、被害状況に応じて、次の方法により実施するのとする。 

(ｱ) 既設管を活用する。 

(ｲ) 仮配管から既設管に通水し、これを活用する。 

(ｳ) 仮配管により各戸へ給水する。 

(3) 応急復旧工事 

復旧にあたっては、再度の被災の防止を考慮し、耐震性の向上等の観点から必要な改良復旧

を行うとともに、耐震化の整備を図るなど、計画的に復旧対策を進める。 

ア 改良復旧にあたっては、現行の水道施設整備事業等との整合を図りながら施工する。 

イ 災害後の地域復旧計画と連携を保ち、円滑な復旧が図られるよう施工する。 

ウ 石綿セメント管および老朽管については、可能な限り更新を行う。 

エ 配管状態等に関する図面および台帳の整備については、復旧にあわせて万全を期する。 
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２ 給水車等の活用 

市は、医療施設や避難施設等に対する飲料水の確保を図るため、給水車等（水槽付き消防車を

含む）を活用し、給水を行う。 

第４ 下水道施設の応急対策 

１ 応急復旧計画の策定 

管路施設、ポンプ場および処理場施設によって態様が異なるが、次の事項等を基準として復

旧計画を策定する。 

(1) 応急復旧の緊急度および工法 

(2) 復旧資材および作業員の確保 

(3) 設計および監督技術者の確保 

(4) 復旧財源の措置 

２ 応急措置および復旧 

(1) 管路施設 

ア 管路損傷等による路面の障害に対する緊急措置 

交通機関の停止、通行人の事故防止等の緊急措置をとった後、関係機関に連絡をとり、応

急対策を講じる。 

イ マンホール等からの溢水の排除 

可搬式ポンプを利用して、雨水管渠、河川または他の下水道管渠あるいは排水路等へ緊急

排水する。 

ウ 吐き口等における浸水防止 

河川等の管理者に連絡をとるとともに、破損箇所での土のう等による浸水防止の措置、可

搬式ポンプによる排水等の措置を講じる。 

(2) ポンプ場および処理場施設 

ア ポンプ設備の機能が停止した場合の措置 

損傷および故障箇所は直ちに復旧にかかるとともに、浸水等の場合には緊急排水、浸水防

止等の措置を講じる。 

イ 停電および断水に対する措置 

設備の損傷、故障の程度等を確認の上、自家発電設備等の活用を図るとともに、損傷箇所

の復旧に努める。 

ウ 自動制御装置の停止に伴う代替措置 

現場の手動操作によって運転することとなるため、日頃から非常時に備え、手動操作につ

いても習熟しておく。 

エ 危険物の漏洩に対する応急措置 

危険物を扱う設備については、災害後、速やかに点検し、漏洩の有無を確認するととも

に、漏洩を発見したときには、訓練した方法に従って、速やかに応急措置を講じる。 



- 172 - 
 

３ 下水の排除制限および仮排水 

管渠の損壊等により処理不能となった場合は、住民に対し下水排水の制限を行うほか、下水の

滞留に備え、ポンプ・高圧洗浄機等の確保を行う。 

４ 代替施設設備の活用 

避難所等に仮設トイレを設置するなど代替施設設備の活用を図る。  
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第３３節 交通施設災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

交通施設は、災害時において緊急物資の輸送、復旧対策等の円滑な実施に欠かすことのできな

い重要施設であることに鑑み、関係機関が定める応急対策計画に基づき迅速な措置を行うための

計画である。 

第２ 鉄道施設 

１ 西日本旅客鉄道株式会社（金沢支社管内）の措置 

(1) 活動体制 

ア 対策本部および現地対策本部の設置 

事故発生の場合、支社内に事故対策本部を、事故現場には現地対策本部を設置する。 

イ 社員の動員 

社員は、緊急時の連絡経路図および非常招集連絡表に従い参集し、旅客の救護、応急復旧

作業等の任務を行う。 

(2) 災害時の初動措置 

ア 旅客に対する広報 

乗務員は、輸送指令員からの指示、情報等について必要な事項を旅客に案内するととも

に、今後とるべき措置をできるだけ速やかに放送して混乱等の発生を防止する。 

現地本部長および駅長は、風水害等の災害の状況を考慮して旅客および公衆の動揺や混乱

を招かないようにするため、避難口の状況、社員の誘導に従う指示、落下物についての注

意、列車の運行状況、駅周辺および沿線の被害状況等についての周知に努める。 

イ 避難誘導 

駅長および乗務員は、列車または路線構造物の被害もしくは二次災害の発生危険が大きい

と予測したとき、その他沿線被害地の火災等により危険が迫ると判断したときは、速やかに

輸送指令または近接の市町と連絡のうえ、旅客を安全な地点に誘導する。 

ウ 救護措置 

現地本部長および駅長は、被害状況により救護所を開設し、防災関係機関および隣接現業

機関、医療機関の救護を求める。 

(3) 関係施設の応急復旧 

支社と社員および外注業者の協力により、普及は重要度の高い線区から復旧を行い、食糧そ

の他非常緊急に関わるものの輸送を早急に確保するよう努める。 

２ 福井鉄道株式会社の措置 

(1) 活動体制 

ア 災害対策本部および現地対策本部の設置 

災害発生時には「災害対策実施要綱」の基準に従い、本社内に災害対策本部、現地に現地

災害対策本部を設置し、情報収集、連絡広報、応急復旧、代行輸送、救護活動等の災害対策
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を統括する。 

イ 職員の動員 

災害発生時において「事故復旧・救助体制心得」の定めにより、災害の状況に応じた職員

体制をとり、必要な要因の非常招集を行う。 

(2) 災害時の初動措置 

ア 旅客に対する広報 

旅客に対する案内広報については、関係駅区との連絡を緊急に行い、災害の状況、代替輸

送方法、復旧見込み、その他必要な事項について正確な情報を提供し、混乱の発生を防止す

る。また、報道機関に情報の提供を行う。 

イ 避難誘導 

駅および車両に非常口を明示し、旅客に対し異常事態発生時には、鉄道係員の指示に従っ

て行動するよう適宜広報活動を行う。 

ウ 救護措置 

救護を必要とする事態が発生した場合は、最寄りの医療機関に収容する。 

３ 関係施設の応急復旧 

現地対策本部と密接な連絡をとって、正確な状況把握を行い、災害対策本部において応急復旧

の具体的方法、復旧資材の調達、復旧要員の確保等の配備手配を行う。  
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第３４節 水防計画 

第１ 計画の方針 

市は、洪水等による水害を警戒し、防ぎょし、被害を軽減し、公共の安全を図る。なお、具体

的実施計画は、水防法第 32条に基づく「鯖江市水防計画」に定める。 

第２ 水防の責任 

市は、水防法第４条に基づき、水防管理団体として指定され、水防協議会を置き、水防計画を

定めるほか市の区域における水防を十分に果たさなければならない。 

第３ 水防区域 

市域内において、特に警戒しなければならない重要水防区域は、第２章第１節「水害予防計

画」による区域であるが、毎年行う河川堤防、水閘門等の点検調査の結果、要注意箇所について

は十分警戒し、防ぎょしなければならない。また、要修理箇所の対策については、それぞれ次の

機関が実施する。 

１ 一級河川のうち国の管理部分については、近畿地方整備局福井河川国道事務所が行う。 

２ 一級河川のうち県の管理部分については、県砂防防災課および丹南土木事務所が行う。 

３ その他法定外の河川および主要水路については、それぞれの管理者が行う。 

第４ 水防本部の機構 

市長は、水防法第 10 条および第 11条の規定に基づき洪水予報を受けたときから洪水の危険が

解消するまでの間、鯖江市に水防対策本部と鯖江・丹生消防組合消防本部で構成する鯖江市水防

本部を設け事務を処理する。ただし、鯖江市災害対策本部設置後は、本計画に基づき運営する。  
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[鯖江市水防本部の機構（鯖江市）] 
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消防本部次長） 
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（教育長） 

鯖江・丹生消防組合消防本部 

警防本部 

（消防長） 

統制 

（次長） 

消防署 

大隊本部 

（署長） 

鯖江消防団 

警備担当 

（団長） 

（副団長） 

警備救護班 

（副署長） 

分団 

（分団長） 
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第５ 情報の収集と伝達 

水防本部は、水防活動に関する気象、洪水の注意報または警報もしくは県からの水防警報を受け

たときは、直ちに水防通信連絡系統により関係者に周知する。 

 

水防通信連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 水防活動 

１ 水防体制 

市または鯖江・丹生消防組合消防本部は、水防活動が必要と推定される場合または区域内の河

川が通報水位に達し、出動が予測される場合ならびに警戒水位に達したときは、鯖江市水防計画

に定められた配備基準により水防体制に入る。なお、水防本部を設けずに水防体制に入った場合

もこの計画に準じて行う。 

また、災害の状況によりこれらの配備体制では対処できないと判断したとき市長は、直ちに水

防本部を災害対策本部に切り替える。 

福井地方気象台 

(ホットライン) 

国土交通省 

福井河川国道事務所 

0776-36-0972 

福井県水防本部 

(砂防防災課) 

0776-21-1111(代表) 

0776-20-0482(直通) 

防災無線 610-3395 

県危機管理課 

0776-21-1111(代表) 

0776-20-0308(直通) 

防災無線 610-2172 

丹南土木事務所 

鯖江丹生土木部 

34-0400(直通) 

防災無線 770-5210 

鯖江警察署 

52-0110 

鯖江市水防本部 

鯖江市 

水防対策本部 

51-2200 

防災無線 (306)1-212 

鯖江消防団 

鯖江・丹生消防組合 

消防本部 

54-0119 

防災無線 (354)1-131 

市民 
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２ 水防資機材 

鯖江・丹生消防組合消防本部は、水防倉庫に、水防に必要な資機材を備蓄しておき、適時点検

を行わなければならない。なお、資機材の使用または損傷により不足を生じた場合は、速やかに

補充しておく。  
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第３５節 土砂災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

土砂災害は、ひとたび発生すると、多数の人命と財産が瞬時に失われるおそれがあるので、防

災関係機関が、災害の発生した場合または発生するおそれがある場合に十分な対策を実施する。 

第２ 災害原因情報の収集・伝達 

市は、第３章第４節「防災気象計画」および同第５節「情報および被害状況報告計画」を活用

し、防災関係機関との緊密な連携のもとに災害情報の収集に努めるとともに、土砂災害緊急情報

等住民に伝達周知する。 

１ 現地状況の把握 

市は、所管する各危険地域等のパトロールを実施して、前兆現象の把握に努める。また広域的

な大規模災害が発生した場合は、斜面の危険度を一定の技術水準で判定できる傾斜判定士を活用

し、危険状況の把握に努める。 

２ 住民による状況の把握 

自主防災組織等においても、土砂災害が予想される場合には、住宅周辺の斜面等に異常がない

か確認に努める。なお、土砂災害の前兆現象を発見した場合、市に連絡するとともに、自主的に

安全な場所への避難を呼びかける。 

第３ 警戒体制の確立 

市は、時期を失することなく、基準に基づき速やかに水防本部または災害対策本部を設置す

る。 

第４ 避難活動 

１ 避難の指示 

市は、土砂災害が発生し、または発生するおそれがある場合、その他災害の拡大防止のため必

要があると認める時は、速やかに当該危険地域等の住民に対して避難のための立ち退きを指示す

る。また、市は必要に応じて、警察に関係住民の避難のための立ち退きの指示を要請する。 

２ 避難指示の解除 

避難指示の解除にあたっては、必要に応じて国または県から必要な助言を求めることができ

る。 

第５ 救助活動 

１ 市および鯖江・丹生消防組合消防本部 

市および鯖江・丹生消防組合消防本部は、土砂災害による被害の拡大を防止するため、直ちに

救助活動を実施する。 

２ 鯖江警察署 

鯖江警察署は、土砂災害が発生した場合に市や関係機関と連携し、死傷者および要救出者の確

認とその救出救助に当たるとともに、第二次崩壊の発生等災害の拡大防止に必要な警戒警備、交

通規制等の所要な措置をとる。  
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第３６節 暴風・竜巻等災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

暴風・竜巻等による被害を最小にとどめるため、災害が発生した場合に迅速かつ適切な応急対

策を実施する。 

第２ 災害情報の収集・伝達 

市、県および関係機関は、第３章第４節「防災気象計画」および同第５節「情報および被害状

況報告計画」を活用し、緊密な連携のもとに災害情報の収集に努めるとともに、住民への周知を

図る。 

第３ 住民の安全確保 

市は住民の安全確保のため、必要に応じて自主避難所を開設する。 

第４ 災害応急対策の実施 

市、県および防災関係機関は、暴風・竜巻等による災害が発生した場合は、速やかに救出救助

活動やガレキ撤去、ビニールシート設置等の災害応急対策を行う。  
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第３７節 雪害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

市は、積雪時において道路等の除雪を行い、交通、輸送を確保し、民生の安定と産業の活動を

維持する。なお、具体的実施計画は、「鯖江市雪害対策要綱」に定める。 

第２ 基本方針 

雪害対策を能率的かつ効果的に実施するため、関係課の責任体制を確立し、関係機関との連絡

調整を図り、市民生活の安全を確保することを目的とする。 

１ 市内道路の除雪体制を確立し、市民の移動手段と道路交通輸送の確保 

２ 市民の除雪に関する協力体制の確立 

３ 対策本部の設置基準の明確と、責任体制を確立 

４ 対策本部に「地区除雪基地」を設置し、雪害対策の一元化を行う 

５ 冬期積雪時におけるコミュニティバスの運行、ごみおよびし尿収集方法を合理化 

６ 積雪量、降雪量および気象条件等の観測体制の整備 

７ ひとり暮らし高齢者などの要配慮者の住宅の除雪体制を確立 

第３ 雪害対策に関する組織等 

１ 除雪対策本部等の設置 

立冬から翌年３月３１日まで除雪対策本部を設置する。 

なお、雪害対策推進のため、雪害対策に関する配備基準を定め、責任体制を確立する。 

対策本部組織は、市長を本部長として各課の所掌事務を連携させ、雪害対策責任体制を確立

し、さらに、対策本部の配備基準により体制が円滑に移行できるよう万全の措置を行う。 

２ 地区除雪基地の設置 

雪害対策の一元化を図るため、積雪の状況により市長（本部長）が必要と認めたときは各地区

公民館単位に設置する。市職員からなる除雪基地要員を派遣し、当該地区の除雪車輌の配備、指

揮等を行い、委託業者が効率的な除雪を行えるよう指導、助言する。 

地区除雪基地に「除雪基地対策会議」を設置し、地区の市議会議員、区長、民生委員、婦人

会、消防団、駐在所等の代表者および当該地区で特に必要と認めた団体等の代表者で組織し、地

区の除雪計画および住民総ぐるみの除雪協力体制について協議する。 

３ 雪害対策関係行政機関等連絡会 

雪害対策の連絡調整を図るために置する。この連絡会は、関係行政機関、私鉄、区長会連合会

および建設業の代表者で組織し、雪害対策の計画等について協議し、協力を得る。  
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第３８節 危険物施設等応急対策計画 

第１ 計画の方針 

危険物施設等の管理者は、災害の発生により施設に被害が生じた場合、火災、爆発、流出拡散

の防止等二次災害の発生を防止し、速やかに応急措置を行う。 

また、施設の関係者および周辺住民に対する危害防止を図るため、必要な措置を行う。 

第２ 危険物災害対策 

１ 危険物の流出・拡散、火災、爆発等の災害が発生または発生のおそれがある場合、災害の規

模・形態、付近の地形、建造物の構造、危険物の種類、気象条件を考慮して、各施設の管理者お

よび関係者等と密接な連絡を図り、関係機関への通報、災害の拡大を防止するための消防活動、

負傷者等の救出、避難の指示および警戒区域の設定、広報および避難の指示等必要な応急対策を

実施する。 

２ 危険物施設の災害による被害を最小限にとどめるため、関係事業所の管理者、危険物保安統轄

管理者、危険物保安監督者および危険物取扱者等は災害が発生した場合、当該危険物施設の実態

に応じて、次の措置を講じる。 

 

措置 措置の内容 

危険物の取扱作業および 

運搬の緊急停止措置 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合に弁の閉鎖ま

たは装置の緊急停止措置を行う。 

危険物施設の応急点検 

危険物施設の現状把握と災害発生危険の有無の確認を図

るため、危険物の取扱施設、消火設備、保安電源、近隣の

状況の把握等の応急点検を実施する。 

危険物施設からの出火 

および流出の防止措置 

危険物施設に損傷等異常が発見されたときは、応急補

修、危険物の除去等適切な措置を行う。 

災害発生時の応急措置 

危険物により災害が発生したときは、消火剤、オイルフ

ェンス、中和剤等を十分活用し、状況に即した初期消火、

危険物の流出防止措置を行う。 

防災関係機関への通報 

災害を発見した場合は、速やかに鯖江・丹生消防組合消

防本部、鯖江警察署など防災関係機関に通報し、状況を報

告する。 

従業員および 

周辺地域住民に対する 

人命安全措置 

災害発生の事業所は、鯖江・丹生消防組合消防本部、鯖

江警察署など防災関係機関と連絡を密にし、従業員および

周辺地域住民の人命の安全を図るため、避難、広報等の措

置を行う。 

 

 

 



- 183 - 
 

第３ 高圧ガス、火薬類および毒物・劇物災害対策 

１ 火薬類貯蔵施設 

火薬類貯蔵施設の災害による被害を最小限にとどめるため、保安責任者は危害予防規定等によ

り次の保安措置を講じる。 

(1) 保安責任者は、災害による二次災害を防止するため、鯖江・丹生消防組合消防本部、鯖江警

察署など関係機関と迅速な連絡をとるとともに、施設に対する自衛保安等に必要な下記の措置

を講じる。 

ア 施設の安全確認および爆発・火災に対する適切な措置 

イ 危険な状態の場合、付近の住民に対し、警告する措置 

ウ 火薬類の数量等の確認 

エ その他災害の発生防止または、軽減を図るための措置 

(2) 災害の発生の防止または公共の安全の維持を行うため、県の指示のもと必要に応じて保安責

任者等に対する火薬類の持出し等緊急措置命令に協力する。 

２ 高圧ガス施設 

高圧ガス施設の災害による被害を最小限にとどめるため、製造者等は危害予防規定により、次

の保安措置を講じる。 

(1) 製造者等は、災害による二次災害を防止するため、鯖江・丹生消防組合消防本部、鯖江警察

署など防災関係機関との連絡を密にし、施設に対する自衛保安等に必要な下記の措置を講じ

る。 

ア 製造施設の運転、充てん作業、火気取扱作業、高所作業、荷役作業等の停止等の措置 

イ 移動式荷役設備等入出荷設備に関する退避または安全措置 

ウ 落下防止、転倒防止等の安全措置 

エ その他災害の発生の防止または、軽減を図るための措置 

オ 従業者および付近の住民に対し退避するよう警告する措置 

(2) 災害の発生の防止または公共の安全の維持のため、県の指示のもと必要に応じ製造者等に対

する操業の一時停止等の緊急措置命令に協力する。 

３ 毒物・劇物取扱施設 

市は、県の指示と指導のもと、毒物・劇物取扱施設が、災害により被害を受け、毒物・劇物が

飛散漏洩または地下に浸透し、保健衛生上危害が発生、またはそのおそれがあるときは、施設等

を管理する者に対し、危害防止のための応急措置を施すよう指示するとともに、鯖江・丹生消防

組合消防本部および鯖江警察署と協力し、必要な措置を講じる。  
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第３９節 その他災害応急対策計画 

第１ 計画の方針 

市は、大規模な事故等による被害の発生や多数の死傷者、要救出者が発生し、または発生する

おそれがある場合、前節までの災害応急対策計画に基づき実施するほか、本計画に定めるところ

により応急対策を実施し、被害の拡散防止や環境保全、被害の軽減を図る。 

第２ その他災害応急対策 

航空事故、鉄道事故、自動車事故（交通事故）、火災・爆発事故、毒物・劇物事故などの事故

により多数の死傷者や要救助者が発生または発生するおそれがある場合、当該事故関係機関およ

び防災関係機関との連携のうえ災害応急対策の万全を図る。 

第３ 連絡体制 

１ 事故発生の通報 

(1) 事故発生の発見者は、ただちに市、鯖江警察署または鯖江・丹生消防組合消防本部に通報す

る。 

(2) 通報を受けた警察官または消防機関は、直ちに市に通報する。 

２ 関係機関への連絡 

事故が発生した場合、または発生の通報を受けた場合は、災害状況の把握に努めるとともに、

事故の概要を直ちに県に報告のうえ、鯖江警察署および鯖江・丹生消防組合消防本部ならびに防

災関係機関に連絡する。 

第４ 災害応急対策の実施 

１ 市の災害応急活動体制 

(1) 県や防災関係機関に対し、迅速に災害応急対策活動がなされるよう要請する。 

(2) 県や防災関係機関への連絡を強化し、各関係機関の行う災害応急対策に積極的に協力する。 

(3) 当該災害の状況に応じて災害対策本部等を設置し、関係機関に連絡を行うとともに、状況に

応じて職員を現場等に派遣する。 

(4) 災害の状況等に応じて県および関係機関の職員ならびに関係者の派遣を要請する。 

(5) 災害の状況等に応じて「現地対策本部」を設置する。現地対策本部の構成は、市、県、関係

機関とし、必要に応じて事故原因者の参加を求める。 

２ 通信連絡 

(1) 市、県および当該事故関係機関は、初動体制を緊急に確立するため、相互に緊密な情報交換

を図る。 

(2) 防災関係機関は、相互に連絡調整を行い、効果的な災害応急対策が実施できるように努め

る。 

(3) 市は、災害が広域に及ぶ場合は、隣接市町と協力体制をとる。 

３ 災害応急対策 

(1) 初期消火および延焼防止 
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(2) 救急医療・救助活動 

ア 医師および看護婦の派遣または要請 

イ 医療資機材および医薬品の確保 

ウ 負傷者の救出 

エ 現地における応急救護および負傷者の救急医療施設の確保 

(3) 警戒区域の設定 

(4) 防災資機材の確保 

(5) 災害応急対策実施の協力を求めるための地域住民への広報活動 

ア 災害応急対策の概要 

イ 地域住民に対する避難指示等 

(6) ボランティアの受入れおよび支援 

第５ 事故処理等 

当該事故関係機関は、防災関係機関の協力を得て、事故現場および被害地域における応急復旧

を速やかに実施する。  
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第４章 災害復旧・復興計画 
 

第１節 公共施設の災害復旧 

第１ 計画の方針 

災害発生時被災した各施設の復旧と併せ、再度災害の発生を防止するため必要な施設の新設、

または改良を行うなど、将来の災害に備える事業計画を策定し、災害応急対策計画に基づく応急

復旧終了後、早期復旧を目標に重要度と緊急度の高い施設から復旧工事を実施する。 

第２ 災害復旧事業の種類 

１ 公共土木施設災害復旧事業 

(1) 河川災害復旧事業 

(2) 砂防設備災害復旧事業 

(3) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 

(4) 地すべり防止施設災害復旧事業 

(5) 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業 

(6) 道路災害復旧事業 

(7) 下水道災害復旧事業 

(8) 公園災害復旧事業 

２ 農林水産業施設災害復旧事業 

３ 都市災害復旧事業 

４ 上水道災害復旧事業 

５ 住宅災害復旧事業 

６ 社会福祉施設災害復旧事業 

７ 公立医療施設、病院等災害復旧事業 

８ 学校教育施設災害復旧事業 

９ 社会教育施設災害復旧事業 

10 その他の災害復旧事業 

第３ 緊急災害査定の促進 

市は県との連携のもと、速やかに公共施設の災害の実態を調査し、必要な資料を調整し、災害

査定の緊急な実施が容易となるよう所要の措置を講じて、復旧事業が迅速に進むよう努める。 

第４ 災害復旧資金の確保 

市は、災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担すべき財源を確保するため、起

債および災害つなぎ短期借入について所要の措置を行うなど、災害復旧事業の早期実施が図られ

るように努める。 
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第５ 特定大規模災害等における復旧工事の代行の要請 

市は、内閣府に緊急災害対策本部が設置される著しく異常かつ激甚な災害（以下「特定大規模

災害」という。）等を受けた場合に地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要がある

場合は、国や県に復旧工事の代行を要請する。 

第６ 道路復旧等の関係機関との連携 

１ 市は、道路と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化

を図る。 

２ 市は、国道および県道と交通上密接である市道の復旧工事を自ら行えない場合は、県に代行を

要請する。 
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第２節 激甚災害の指定計画 

第１ 計画の方針 

市は、県に対し、大規模な災害が発生した場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律」（以下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を

調査して早期に指定が受けられるよう措置し、公共施設の復旧が円滑に行われるよう要望する。 

第２ 激甚災害に関する調査 

１ 市の被害状況等を検討のうえ、激甚災害および局地激甚災害の指定を受ける必要があると思わ

れる事業について県の関係各部に必要な調査を行うよう要望する。 

２ 市は、県が行う激甚災害および局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

３ 市は、県の関係各課に、必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定が受けられるよ

う要望する。 

第３ 激甚災害指定の手続 

市長は、激甚災害の指定を受ける必要があると認めるときは、県に対して国の機関と密接な連

絡の上、指定の手続きをとるよう要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 特別財政援助額の交付手続き 

激甚災害の指定を受けたときは、市は速やかに関係調書等を作成して県各部に提出し、県関係

部は激甚法および算定の基礎となる法令に基づき、負担金を受けるための手続その他を実施す

る。 

なお、「激甚災害に対処するため特別の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150 号）」の

対象となる事業は、以下のとおりである。 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

(1) 公共土木施設の災害復旧事業および災害関連事業 

ア 災害復旧事業とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける公共土木施設
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の災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害復旧事業のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認めら

れるため、これと合併施行する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第１条各号の

施設の新設または改良に関する事業（道路、砂防を除く） 

(2) 公立学校施設の災害復旧事業 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用を受ける公立学校施設の災害復旧事業 

(3) 公営住宅等の災害復旧事業 

公営住宅法第８条第３項の適用を受ける公営住宅または共同施設の建設または補修に関する

事業 

(4) 社会福祉施設の災害復旧事業 

ア 生活保護法第 40 条（地方公共団体が設置するもの）または 41 条（社会福祉法人または日

赤が設置するもの）の規定により設置された保護施設の災害復旧事業 

イ 児童福祉法第 35 条第２項から第４項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧

事業 

ウ 老人福祉法第 15 条の規定により設置された養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの災

害復旧事業 

エ 身体障害者福祉法第 28 条第１項または第２項の規定により県または市町が設置した身体障

がい者社会参加支援施設の災害復旧事業 

オ 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第 79 条第１項もしくは

第２項または第 83条第２項もしくは第３項の規定により県または市町が設置した障がい者支

援施設、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障がい福祉サービス（同法第５条第７項

に規定する生活介護、同条第 13 項に規定する自立訓練、同条第 14 項に規定する就労移行支

援または同条第 15項に規定する就労継続支援に限る。）の事業の用に供する施設の災害復旧

事業 

カ 売春防止法第 36 条の規定により県が設置した婦人保護施設の災害復旧事業 

キ 私立社会福祉施設、私立病院、私立幼稚園等の災害復旧事業に対する補助 

(5) 感染症指定医療機関等の災害復旧事業および感染症予防事業 

ア 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」という。）第６条

第 10項の規定による感染症指定医療機関の災害復旧事業 

イ 激甚災害のため法第 58 条の規定による県の支弁に係る感染症予防事業および法第 22条の

規定による地域保健法第５条第１項の規定に基づく政令で定める市の支弁に係る感染症予防

事業 

(6) 堆積土砂および湛水の排除事業 

ア 堆積土砂排除事業 

(ｱ) 公共施設の区域内の排除事業 
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激甚災害の発生に伴い公共施設の区域内に堆積した激甚法施行令第４条に定めた程度に

その達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等（以下堆積土砂。）の排除事業で地方

公共団体またはその機関が施工するもの 

(ｲ) 公共施設の区域外の排除事業 

激甚災害に伴い発生した堆積土砂で、市長が指定した場所に集積されたものまたは市長

がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市長が行う排除

事業 

イ 湛水排除事業 

激甚災害の発生に伴う破堤または溢流により浸水した一団の区域について浸水面積が、引

き続き１週間以上にわたり 30ヘクタール以上に達するものの排除事業で地方公共団体が施工

するもの 

(7) 私立社会福祉施設、私立病院、私立幼稚園等の災害復旧事業に対する補助 

２ 農林水産業に関する特別の助成 

(1) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別の特別措置 

この特別措置は、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業（農地、農業用施設および

林道）および災害関連事業（農業用施設および林道）に要する経費の額から、災害復旧事業に

ついては農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（以下「暫定措置

法」という。）第３条第１項の規定により補助する額、関連事業については通常補助する額

を、それぞれ控除した額に対して一定の区分に従い超過累進率により嵩上げを行い措置する。 

(2) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

激甚災害を受けた共同利用施設の災害復旧事業について暫定措置法の特例を定め、政令で指

定される地域内の施設について補助対象の範囲を拡大する。 

(3) 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

(4) 天災融資法の特例 

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置法（以下「天災融資法」

という。）第２条第１項の規定による天災が激甚災害として指定された場合次の２点の特別措

置を行う。 

ア 天災融資法の対象となる経営資金の貸付け限度額および政令で定める資金として貸付けら

れる場合の貸付け限度額を引き上げ、政令で定める経営資金については償還期間を延長す

る。 

イ 政令で定める地域において被害を受けた農業協同組合または農業協同組合連合会に対する

貸付け限度額を引き上げる。 

(5) 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

(6) 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

(7) 共同利用小型漁船の建造費の補助 
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(8) 森林災害復旧事業に対する補助 

３ 中小企業に関する特別の助成 

(1) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

ア 激甚災害につき災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた

中小企業者、事業協同組合等の再建資金の借入れに関する保証限度額を別枠として設ける。 

イ 災害関係保証の保険についての填補率を引き上げる。 

ウ 保険料率を引き下げる。 

(2) 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例 

激甚災害を受けた中小企業者に対し、激甚災害を受ける以前において小規模企業者等設備導

入資金助成法によって貸付けおよび貸与した設備の対価について、県は償還期間を延長するこ

とができる。 

(3) 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

(4) 中小企業者に対する資金の融通に関する特例 

商工組合中央金庫が激甚災害を受けた者に対して再建資金を貸付ける。 

また、株式会社日本政策金融公庫においても低利融資を行う。 

(5) 中小企業・小規模事業者等の施設・設備復旧費に対する補助 

４ その他の特別の財政援助および助成 

(1) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

(2) 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

(3) 市が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

(4) 母子および父子ならびに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

(5) 水防資材費の補助の特例 

(6) 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

ア 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

イ 産業労働者住宅建設資金融通の特例 

(7) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への参入等 

ア 公共土木施設小災害復旧事業 

イ 公立学校施設小災害復旧事業 

ウ 農地、農業用施設および林道の小災害復旧事業 

(8) 雇用保険法における求職者給付の支給の特例 

(9) 避難所における福祉サービス提供事業等に対する補助の特例 
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第３節 民生安定計画 

第１ 計画の方針 

災害発生後において、被災者等の生活再建を迅速かつ的確に進めるための計画である。 

第２ 被災者生活再建支援のための措置 

１ 生活支援総合相談窓口の設置 

災害が発生した場合、被害の状況に応じて被災者の健康の確保、税の減免、融資、住宅の確保

など生活全般にわたって相談に応じるため、国、県、市および関係機関による総合相談窓口を開

設し、被災者からの幅広い相談や問い合わせに対応する。 

２ 罹災証明書の交付 

(1) 市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく、住家

等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

(2) 市は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家

の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施する。 

(3) 市は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について、被害の規模と比

較して市の体制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、県および他市町に支援の要

請を行う。 

３ 被災者台帳の整備 

(1) 市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要す

る事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に

努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を

活用するよう積極的に検討する。 

(2) 市は、県が災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、県に対して被災者に関する情

報の提供を要請する。 

４ 支援制度の周知 

市は、被災者が自ら適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケ

ースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな

支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

第３ 住宅の確保 

市は、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の維持を支援す

るとともに、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供期間の終期を待つこ

となく恒久住宅への円滑な移行に向けた取り組みを計画的に実施する。 

１ 計画目標 

災害用応急仮設住宅から恒久、良質の住宅に切り換えることにより、被災者の住環境の改善を

図る。 
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２ 対策 

(1) 住宅の供給 

市は、損壊公営住宅を速やかに補修するとともに、公営住宅の供給計画を早期に見直し、被

災者に対し住宅の供給を図る。 

(2) 住宅金融支援機構融資の斡旋 

市は、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「住宅金融支援機構」という。）が実施する災

害復興住宅融資の融資適用災害に該当するときは、被災者に対し当該投資が円滑に行われるよ

う借入手続の指導、融資希望者家屋の被害状況調査および被害率の認定を早期に実施し、災害

復興住宅融資の促進を図る。 

第４ 義援金および義援物資の受入れ・配分 

１ 義援金および義援物資の募集 

市は、義援金および義援物資の受入れについて、各種広報媒体や報道機関を通じて次の事項を

公表し、広く一般への周知を図る。 

(1) 義援金 

ア 受入れ窓口 

振込金融機関（金融機関名、口座番号、口座名等） 

イ 義援物資 

受入れを希望する物資のリスト（被災地の需給状況を勘案し、逐次改定） 

(2) 義援金の受入れ・配分 

ア 受入れ 

市は、金融機関の協力を得て義援金受入れ窓口を開設し、受け入れる。 

義援金のうち、日本赤十字社福井県支部に寄託されたものについては、支部事務局におい

て受け入れる。 

イ 配分 

市は、必要に応じて日本赤十字社等の義援金収集団体と配分委員会を設置するなど、義援

金の使用について十分協議の上、迅速な配分に努める。 

(3) 義援物資の受入れ・配分 

ア 受入れ 

市は、速やかに義援物資の受入れ・照会窓口を開設し、受け入れる。物資の集積場所につ

いては、輸送、保管に適した場所を選ぶ。 

イ 配分 

市は、自己調達物資や応援要請物資等との調整を図り、義援物資の目的に沿った迅速かつ

効果的な配分を行う。 
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第５ 災害弔慰金等の支給 

「災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82号）」に基づき、災害により死亡し

た者の遺族に対して災害弔慰金を、また、災害により精神または身体に著しい障害を受けた者に

対して災害障害見舞金を支給する。 

１ 対象となる自然災害 

(1) 市内において住居が５世帯以上滅失した災害 

(2) 都道府県内において住居が５世帯以上滅失した市町村 

(3) 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

(4) 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害  

２ 災害弔慰金または災害障害見舞金の支給等 

市は、鯖江市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡した者の遺族に対

し、災害弔慰金を、災害により精神または身体に著しい障害を受けた者に対し、災害障害見舞金

を支給する。また、災害弔慰金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期に

被災証明の交付体制を確立し、被災者に被災証明を交付する。 

第６ 被災者生活再建支援金の支給等 

１ 被災者生活再建支援金 

市は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期に

被災証明の交付体制を確立し、被災者に被災証明を交付する。 

(1) 対象となる自然災害 

ア 自然災害により、市内で災害救助法施行令第１条第１号または第２号のいずれかに該当す

る被害が発生した場合 

イ 自然災害により、市内で 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合 

ウ 自然災害により、県内で 100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合 

エ 県内でアまたはイの自然災害が発生した場合で、市内で５以上の世帯の住宅が全壊する被

害が発生した場合 

オ 県内においてアまたはイの市町を含みまたはウの都道府県が２以上ある場合に、市内にお

いて５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合 

カ 人口 5万人未満の場合において２世以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した場合 

（注）エ～カの人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり 

(2) 対象となる被災世帯 

ア 住宅が全壊した世帯 

イ 住宅が全壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

オ 住宅が半壊し、相当規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(オは(3)イの加
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算支援金のみ) 

(3) 支給限度額 

次のアおよびイの合計額を支給する。 

（注）世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額を支給する。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 

住宅の 

被害 

程度 

全壊 

(2)のア 

に該当 

解体 

(2)のイ 

に該当 

長期避難 

(2)のウ 

に該当 

大規模半壊 

(2)のエ 

に該当 

半壊 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 ― 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 

住宅の再建方法 建設・講入 補修 
賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 

全壊 

解体 
長期避難 
大規模半壊 

200万円 100万円 50万円 

支給額 

中規模半壊 
100万円 50万円 25万円 

（注）被害程度が全壊、解体、長期避難、大規模半壊のいずれかで、一旦住宅を賃借した後、

自ら居住する住宅を建設・購入または補修する場合は、合計で 200 万円（中規模半壊の場

合は 100万円）または 100万円（中規模半壊の場合は 50万円）を支給限度額とする。 

２ 被災者生活再建支援金にかかる体制の整備等 

市は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、

申請書等の確認および県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

第７ 個人資産の共済制度等に対する検討 

全国的な基金による被災者に対する救済措置や新たな保険制度、共済制度等について、被災者

の救済の理念、仕組み等について調査・研究する。 

第８ 郵便業務に係る災害特別事務取扱いおよび援護対策 

日本郵便株式会社は、災害が発生した場合、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じて郵便

業務に係る災害特別事務取扱いおよび援護対策を実施する。 
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１ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

災害時において、被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局等において、被災世

帯に対し、通常はがきおよび郵便書簡を無償交付する。 

２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

災害時において、被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

３ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

災害時において、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社等その他総務省令で定める

法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 

４ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便はがき等寄附金の配分 

災害時において、被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するために必要

な費用にあてるため、当該団体からの申請に基づき、総務大臣の許可を得て、お年玉はがき等寄

附金を配分する。 

第９ 暴力団排除活動 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努める

とともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・

復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。  
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第４節 経済秩序安定計画 

第１ 計画の方針 

災害により被害を受けた市民が、その痛手から再起更生するよう、被災者に対する租税の徴収

猶予および減免、資金の融資等について定めることにより、被災者の生活の確保を図る。 

第２ 金融措置 

１ 租税の徴収猶予および減免 

市は、被災者に対する市税の徴収猶予および減免等納税緩和措置に関する計画を樹立してお

く。 

２ 融資の種類 

融資の種類 融資の内容 

災害援護資金 

の貸付 

災害救助法適用時に実施する。 

市は条例に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の建て

直しに資するため、被害の程度、種類に応じ、災害援護資金の貸付けを行う。 

生活福祉資金 

の貸付 

災害救助法が適用されない小規模な場合に実施する。 

福井県社会福祉協議会は、小規模の災害により被害を受けた低所得世帯に対

し、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ま

せるため、生活福祉資金を貸し付け必要な援助指導を行う。 

母子父子 

寡婦福祉資金 

の貸付 

災害救助法が適用されない小規模な場合に実施する。 

県が、小規模の災害により被害を受けたひとり親家庭および寡婦に対しその経

済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、被災した家屋を増築、拡張または

補修するために必要な経費として、住宅資金の貸付けを行う。 

中小企業向け 

緊急融資 

県が、重大な災害が発生した場合において、災害により被害または影響を受け

経営の安定に支障を生じている中小企業の金融の円滑を図るため、既存制度融

資の条件緩和または緊急融資の実施について、適宜、必要な措置を行う。 
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融資の種類 融資の内容 

農林関係融資 

 農業関係の融資は以下のとおりである。 

農業関係  

被害農家の経営  

天災資金 

農林漁業セーフティーネット資金 

農業経営支援資金 

農業緊急資金 

農地等の災害復旧  農業基盤整備資金 

施設関係の災害復旧  農林漁業施設資金 

林業関係  

被害林業者の経営  
天災資金 

農林漁業セーフティネット資金 

施設関係の災害復旧  
林業基盤整備資金 

農林漁業施設資金 
 

 

第３ 流通機能回復 

市および県は、流通機能の回復を図り、被災者の経済的生活の安定確保と経済の復興を促進す

る。 

１ 商品の確保 

(1) 市および県は、生活必需品をはじめ各種商品の在庫量と必要量を把握し、不定量については

国、他府県、企業等と協議し、速やかに必要量を市場に流通させる。 

(2) 鉄道、道路等管理者は、速やかに施設の復旧を行い、物流の確保を図る。 

２ 情報の提供 

市および県は、生活必需品その他の商品の価格、需給状況の動向、販売場所等の必要な情報を

提供し、消費者の利益を図るよう努め、民生の安定を図る。  
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第５節 復興計画 

第１ 計画の方針 

被災地の再建を目指し、復旧・復興を行うための計画である。 

第２ 改良復旧 

１ 市、県および関係機関は、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。 

２ 市、県および関係機関は、被災施設の復旧について、再度の災害防止の観点から、可能な限り

改良復旧を行う。 

３ 市、県および関係機関は、ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、地区別の

復旧予定時期を明示する。 

第３ 復興計画の作成 

１ 大災害により、地域が壊滅的な被害を受けた場合における被災地の再建は、都市構造や産業基

盤等の改変を伴う複雑な大事業となることから、市は事業を円滑かつ迅速に実施するための復興

計画を策定し、関係機関と調整しながら、計画的に復興を進める。 

２ 市および県は、復興のための市街地の整備改善については、被災市街地復興特別措置法等を活

用するとともに、災害に強いまちづくりについてできるだけ速やかに要配慮者や女性等を含む住

民のコンセンサスを得るよう努め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により、安全

で快適な市街地の形成と都市機能の充実を図る。 

第４ 復興計画策定体制の確立 

１ 復興都市計画原案の策定 

(1) 都市計画区域内の復興都市計画 

都市計画区域内においては、「防災都市づくり計画」を踏まえた「市町村の都市計画に関す

る基本方針」を復興都市計画原案として位置付ける。 

(2) 都市計画区域外の復興都市計画 

都市計画区域外においては、「防災都市づくり計画」の策定を推進し、当該計画を復興都市

計画原案として位置付ける。 

(3) 各種データの整備保全 

復興の円滑化のため、あらかじめ次の事項について整備する。 

ア 各種データの総合的保全（地籍、建物、権利関係、施設、地下埋設物等情報および測量図

面、情報図面等データの整備保存ならびにバックアップ体制の整備） 

イ 不動産登記の保全等 

公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造

図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別

途保存するよう努める。 
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２ 審議会・協力体制の整備 

(1) 復興都市計画原案等の事前審議制度の創設 

復興都市計画の円滑で迅速な審議を行なうため、復興計画の原案として位置付けられる「市

町村の都市計画に関する基本方針」等の事前審議制度を創設する。 

(2) 復興計画策定連絡協議会の設置 

復興都市計画と公共土木施設整備計画の整合を図るため、「復興計画策定連絡協議会」を設

置し、事前審議の円滑な運営体制と被災後の迅速な復興計画策定体制を確立する。 

第５ 大規模災害からの復興に関する法律の活用 

１ 復興計画 

市は、必要に応じ、「大規模災害からの復興に関する法律（令和 2年法律第 41号）」を活用

し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良

事業等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域

等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

２ 特例措置 

市は、特定大規模災害等を受け必要と認めるときは、国土交通省および県に対し円滑かつ迅速

な復興を図るために必要な都市計画の決定等について、代行を要請する。 

３ 職員の派遣 

(1) 市は災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、他の地方公共団体等に対し、職員

の派遣その他の協力を求める。特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合

においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討する。 

(2) 市は、必要な場合、「鯖江市受援計画」に基づき、関係地方行政機関に対し、職員の派遣を

要請する。 

(3) 市は、派遣された職員と人的支援ニーズを共有し、必要な応援が迅速に行われるよう努め

る。


